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平成24年第３回太子町議会定例会（第438回町議会）会議録（第２日） 
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   （開議 午前10時00分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成24年第３回太子町議会定例会（第

438回町議会）におそろいでご出席いただき

ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成24年第

３回太子町議会定例会（第438回町議会）を

再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 
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 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 おはようございます。 

 それでは、８番吉田日出夫です。通告に従

って一般質問をさせていただきます。 

 まず１つとして、新庁舎建設についてです

けども、先日５月10日の臨時会にて新庁舎建

設調査特別委員会の調査研究説明要求項目に

対してご回答をいただいたんですけども、そ

の中でまだ不明確な点がございましたので、

この中で進捗状況を含めて確認をさせてもら

いたいと思います。 

 １つとして、実施設計でのプロポーザル選

定設置のメンバーは決定が完了しましたか。 

 ２番として、地域交流センターの採用目的

は認識しておりますけども、運営が文化会館

とか中央公民館とか図書館とかといった社会

教育施設、住民自治をはぐくむ場の機能を持

った形として進めるとのことであるが、中央

公民館の一つの形としては運用は考えられな

いのか、そこをお聞きしたいと思います。 

 ３番目に、現在の新庁舎特別委員会の開催

推進状態では本当に計画どおり進められるの

か、不安を感じます。先ほど言いましたよう

に、プロポーザルでこのメンバーが決まって

おるんだったら、設計入札期日のめどがある

と思うんですけども、そこら辺をお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１番目のプ

ロポーザル方式採用選定委員会メンバーでご

ざいますけども、現在は新庁舎建設基本実施

設計プロポーザル選定委員会設置要綱の制定

に向けて準備中でございます。要綱の制定後

にプロポーザル選定委員会の委員を決めたい

というふうに思っております。 

 それから、２番目でございますが、地域交

流センターの関係でございますが、地域交流

センターの考え方につきましては、３月に策

定いたしました太子町新庁舎建設基本計画の

中でもイメージは定めておりますが、住民の

方々が自由に使うことができて、気軽に立ち

寄れるようなそういったものにしたいと考え

ております。 

 ご指摘のとおり、中央公民館との機能を含

めた文化交流、文化発信、これは今現在は文

化会館、歴史資料館、図書館、中央公民館が

ございますが、それぞれのあり方も十分に考

慮しながら、住民交流の目的に応じて個々の

機能の発揮と連携に考慮した計画を現在作業

部会で検討している段階でございます。 

 それから、設計入札期日というご質問です

が、先ほども答弁いたしましたが、現時点で

は基本実施設計プロポーザル選定委員会設置

要綱の制定に向けて準備中でありますので、

プロポーザルへの手続を進めながら順に決定

していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今３項目に対してお答え

をいただいたんですけども、まずこの１番の

中での設置事項要綱を決定後にはっきりさせ

るというご回答でしたけども、そのめどはい

つぐらいにこれが完了するんですか、要綱が

つくられるのは。 

 一つ一つに対していつぐらいをめどにそう

いうことを進めておるんだという形のご回答

がいただけたらということを思うんですけど

も、まずこれが１つと、それから２番目の中

で、いろんな運用の目的で先ほどおっしゃっ

ておりましたけども、この中央公民館も耐震

からいうても老朽化ということが進んでる中

で、本当にそういうことも含めてのお考えの

もとに検討がされておるんかどうかを、これ

もお聞きしたいです。 

 それから、３番目も入札の件ですけども、
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基本実施計画のこれがはっきりしてからとい

うことですけども、そのめどがいつぐらい

か、これもお聞かせ願います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 設置要綱のめどで

すけども、今申し上げましたとおり準備中で

ございますんで、日にちあるいは何月ごろと

いうことは明確にはお答えできません。一つ

一つこなしていきたいと思っております。 

 それから、中央公民館も確かに老朽化して

おりますが、そういったことも含めて、今現

在作業部会で検討してる段階でございます。 

 それから、設計入札期日のこれもめどとい

うご質問なんですが、一つ一つこなしながら

進めていきたいと思っておりますので、この

場でいつごろだとか、何日ごろだとか、何月

ごろだとかという答弁はできません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今、部長のお答えでは、

いつごろかという形は申し上げられないとい

うことなんですけども、大体今度の夏ぐらい

に懇談会をまたやるということでお聞きして

おるんですけども、いつも懇談会の中で住民

の方々からお聞きするのは、本当に抽象的な

ことの内容であって、本当に質問ができるよ

うな内容の説明がないということをおっしゃ

るんですよ。そういう意味では、決定してな

くても、こういうめどでいつごろを基準に進

めておるかという形を今後は考えた上でのお

答えがいただけたらありがたいということ

で、要望として申し上げておきます。 

 次、２番目ですけども、だれもが支え合っ

て暮らせるまちづくりという内容の一つとし

てやすらぎタクシーの運賃助成事業というの

が進められておるんですけども、これも２件

お聞きしたいんですけども、私もこの内容に

ついて、本当に私の町内がどうなっているん

かということで確認しました。そうしたら、

事実、民生委員の方が一軒一軒該当者には連

絡をとってもらって、申請書の手続を全員が

進める形にはなっております。 

 ただ、地区によっては、借家にお住まいの

方なんかは、まだそこら辺が十分に周知徹底

されてないという形をお聞きしましたので、

あえてこれに対してフォロー等も含めて当局

のほうはやられておるんかということでお聞

きします。 

 １つとして、申請内容はどのような方法で

進められたか、それから２つ目として、４月

からさかのぼっての運用ということなんです

けども、４月、５月含めての何件くらい今申

請が出ておるか、また予算に対するその率は

どうか、それをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 本年度から始

まりましたやすらぎタクシー助成制度につき

ましての町民の皆様への周知についてでござ

いますが、障害者、高齢者世帯のそれぞれの

対象となる世帯、また助成内容、申請方法、

利用方法等を広報５月号及びホームページで

掲載いたしております。 

 特に対象となる世帯が自動車を持っていな

い世帯や高齢者のみの世帯などは町として戸

別に対象世帯を把握できませんので、４月に

開催されました民生委員児童委員協議会、定

例会におきまして、委員の方々に把握されて

いる範囲で該当される世帯へ戸別に訪問いた

だき、制度周知や申請代行をお願いしたとこ

ろでございます。 

 また、障害者の方でやすらぎタクシー対象

者のうち、減免を受けておられない方には直

接文書送付により、対応いたしております。 

 次に、申請件数でございますが、高齢者世

帯で今現在申請を受け付けしておりますのは

312件、予算に対する見込み率は62.4％でご

ざいます。障害者世帯では29件で、見込み率

としまして29件となっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今お答えをいただきまし

たんですけども、いろんな民生委員さんとか

広報、ホームページ等通じて周知徹底を図ら
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れておるんですけども、まだいまだにここで

数字があらわしておりますように、とにかく

該当者というのははっきりしておるんで、そ

の方々にきちっと伝わって、やはり皆さんが

運用をきちっと、せっかく予算とってやって

おることなんで、早いうちにそういう認識を

していただいて、申請をしていただくように

動いてもらいたいという形を思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で吉田日出夫議員

の一般質問は終わりました。 

 次、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おはようございます。４番

首藤佳隆、通告に従いまして一般質問を行い

ます。 

 本年４月23日に京都府亀岡市で通学途中の

児童と付き添いの保護者の列に無免許の少年

が運転する車が突っ込み、３名のとうとい命

が失われるという痛ましい事故が起こりまし

た。その数日後にも、千葉県館山市、愛知県

岡崎市で、さらに５月14日には大阪市で放課

後に集団で学童保育に向かっていた女の子が

乗用車にはねられ死亡するという事故があ

り、子供たちが死傷する事故が多発しており

ます。 

 また、昨年12月28日の夕方、近隣の相生市

の市道で、高校生が運転する無灯火の自転車

が散歩していた３人連れの女性グループに衝

突し、そのうちの65歳の女性が死亡するとい

う悲しい事故が起こったことは記憶に新しい

ことであります。 

 そこで、安心して暮らせるまちづくりの一

環として、子供たちや高齢者を守る交通安全

について、今回は大きく４つのテーマに絞っ

て質問させていただきます。 

 大きな１番目、交通安全対策の充実につい

て。 

 2012年１月24日の神戸新聞によると、兵庫

県内で自転車による対歩行者の事故が10年前

の約５倍に増えており、自転車との衝突や接

触による歩行者の負傷も増加傾向で、２年連

続で死者も出ているという記事が掲載されて

いたし、このたつの署管内でも自転車による

事故は増加傾向にあることが報告されており

ます。 

 また、県警の交通企画課によると、

2011年、県内の自転車と歩行者の間で起きた

事故は194件と過去最多、そのうち１人が死

亡され、けがをした人は188人だったと。こ

の数字は2001年に比べ、事故件数と負傷者数

はともに約５倍に上がっているとのことで

す。この数値に上がってないケースもほかに

も多数あると思います。 

 さらに、警察署交通局より、全国の警察署

に良好な自転車秩序の実現のための総合対策

の推進という指示が出され、それを受けて兵

庫県警は、昨年12月、自転車利用者に対する

交通ルールなどをまとめた自転車対策総合計

画を策定し、自転車は車両であるということ

を自転車利用者のみならず、自動車運転者を

初め、交通社会を構成するすべての方に周知

徹底するという基本方針のもと、自転車利用

者に対する交通ルールの周知、自転車安全教

育の推進、自転車利用者の交通違反に対する

指導、取り締まり、交通ボランティア等と連

携した街頭活動という４つの施策が策定され

ております。 

 また、太子町においても、第５次総合計

画、政策４、安心して暮らせるまちづくりの

施策３、交通安全対策の充実の中で、交通キ

ャンペーンの充実、自転車の交通マナーの向

上、歩道の整備という基本事務が掲げられ、

24年度の町長施政方針の中では、特に自転車

と歩行者の事故が多いため、自転車の安全運

行などの啓発活動を強化すると述べられまし

た。 

 これらを踏まえて４点を質問しますが、そ

の前に自転車安全利用５原則を確認します。 

 １番、自転車は車道が原則、歩道は例外。 

 ２番、車道は左側を通行。 

 ３番、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐

行。 

 ４番、安全ルールを守る。 
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 ５番、子供はヘルメットを着用。 

 この安全利用５原則を基本として、そのほ

かにも携帯電話で話しながら自転車に乗って

はいけない、少しぐらいの雨だからといって

傘を差して乗ってはいけない、信号機のない

交差点では一時停止と安全確認をするなどな

ど、さまざまなルールとマナーがあります。 

 そこで、１つ目、自転車マナーの向上対策

についての現状と今後の方針を伺います。 

 次に、東日本大震災以降、特に健康、環境

に、渋滞解消に、そして、災害時の移動手段

としても自転車に対する意識が高まり、自転

車ブームが広がっていることはご存じのとお

りですが、その一方では、自転車事故によっ

て3,000万円から5,000万円といった高額な損

害賠償を求められている判例も多く、自転車

保険への関心も高まってきており、今ではイ

ンターネットやコンビニ店、携帯電話などを

利用して安く手軽に入れて、大型保障のつい

た保険商品も増えてきています。 

 そこで２つ目、自転車保険の加入啓発につ

いての方針を伺います。 

 次に、ブレーキがきかないとかライトがつ

かないなどの整備不良が原因による事故が目

立っています。 

 そこで３番目、自転車点検整備の啓発及び

点検や整備をすることでつけてもらえて、同

時に保険にも加入ができるＴＳマークの加入

啓発についての考え方を伺います。 

 ４番目、先に述べたように兵庫県警も交通

ボランティアとの連携を推進しているほか

に、播磨地区ほかの市町の多くが条例化して

いる交通指導員を太子町も設置してはいかが

でしょうか。 

 以上４点、お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） まず、自転車

マナーの向上につきましてでございますが、

自転車につきましては、その手軽さや利便性

から幅広い年齢層で多様な目的、用途に利用

されておりますが、道路交通法上では軽車両

に位置づけされているにもかかわらず、車両

の運転者としての認識が希薄でございます。

自転車利用者による交通マナーの悪さや交通

法規の認識不足、歩行者への配慮不足が指摘

されているところでございます。 

 太子町では、昨年度は太子高校の生徒を対

象に、警察が主体となりまして、自転車事故

を防止するため、自転車の安全な乗り方につ

いての安全教室の開催、また生徒が多く利用

する斑鳩東交差点におきまして、行政や各種

団体が協力して自転車の点検指導や夜光反射

板の添付活動を行うなど、高校生の規範の意

識の向上に努めているところでございます。 

 今年度につきましては、５月９日に開催さ

れました交通安全総点検の際に、太子高校に

おきまして、警察より自転車マナー等の講演

を行っていただいております。 

 また、議員もご存じのとおり、５月21日、

警察と町内３つの自転車屋さんの協力のも

と、町内量販店におきまして自転車の点検整

備を行っております。また、６月下旬には高

齢者を対象としました自転車講習会もする予

定でございます。あらゆる機会を通じて交通

マナーの向上に努めてまいりたいというふう

に考えております。 

 今後も引き続き学校を初め関係機関、高齢

者団体等の交通安全教室等を実施しまして、

自転車利用者の法令遵守とマナーの向上、自

転車事故の減少を目指し、警察と連携の上、

諸活動を展開していきたいというふうに考え

ております。 

 次に、自転車保険の加入啓発でございま

す。自転車の運転者が被害者だけでなく、加

害者になり、多額の賠償責任が発生した事例

もございます。 

 たつの警察署による交通安全教室等の機会

におきまして、民間の保険会社に加入する交

通事故傷害保険で自転車運転中のけが及び賠

償事故にも対応するものがあることを説明し

まして、加入啓発に努めております。保険の

加入はあくまで任意でございますが、自己責

任の範囲の中で加入啓発に努めていきたいと

いうふうに考えております。 
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 次に、自転車整備の啓発及びＴＳマークで

ございます。自転車の安全性確保、ＴＳマー

ク制度についてでございますが、自転車を安

全に利用してもらうための制度で、自転車安

全整備士が自転車を点検整備して、道路交通

法上の普通自転車として確認をしたときに張

られるマークでございます。このマークが張

られている自転車には、傷害及び賠償責任保

険が付加されます。 

 しかし、ＴＳマーク附帯保険につきまして

は、自転車運転整備店で年１回、点検整備を

受け、それを証明するＴＳマーク、約

1,000円ぐらいになっておりますが、張って

もらって、傷害保険、賠償責任保険がつくも

のでございますが、保険の有効期間が点検日

より１年間であるため、継続更新する場合

は、年１回、定期的に整備を受ける必要があ

ります。そのため附帯保険に継続加入するこ

とが本当に難しいのが現状でございまして、

今後とも自転車を安全に利用してもらうため

にも、知名度が低いＴＳマーク制度を警察と

連携しまして認知度を高めるために広報機関

等による情報提供を検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 次に、交通安全指導員でございます。近隣

地域でも交通指導員設置要綱を設置しまし

て、学校の登下校時に立ち番を実施している

市町もございます。 

 本町や近隣市町でも登下校時にはＰＴＡや

自治会または老人会の方々がボランティアで

交差点付近等に自主的に立ち番を行っていた

だいており、子供たちの交通安全の確保のた

め、十分注意しながら努めていただいている

状況でございます。本町におきましては、今

後もこういった活動を尊重していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。答

弁のほうで何点か確認させていただきます。 

 まず、１番のほうの６月下旬に高齢者の教

室等が準備されてるということですが、具体

的に決まってることありましたら、教えてく

ださい。まず、それからお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今老人クラブ

連合会と相談申し上げているところでござい

ます。基本的には４校区やっていくように考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ３番のＴＳマークなんです

けども、役場の自転車であるとか、公民館に

とまってる自転車であるとか、何かの会合等

で集まってる自転車とか、いろいろ見まして

も、ＴＳマークがついてる自転車、町内では

なかなか見かけないということもあるんで

す。 

 全国的にも昨年度の交付が約192万枚と、

前年に比べては３割増えてるということらし

いんですけども、それでも自転車所持者全体

の2.7％程度だというふうに先ほど部長の答

弁の中にもあったように知名度が低いという

ことで、なかなか進んでない状況であるとい

うことですが、例えば子供が事故を起こした

場合に、当然負担が親にかかってくると。保

険入ってないと、3,000万円とか5,000万円と

いう賠償、これとんでもない金額になって、

なかなか払えるもんじゃございません。 

 そういったこともあるんで、自転車保険の

加入啓発及び点検整備、ＴＳマークの加入啓

発というのをぜひ前向きに情報提供していた

だいて、広報とかホームページを通じたり、

また老人クラブの会合であるとかさまざまな

会合等でも保険の加入、点検整備ということ

を強く啓発していただければと思うんです

が、その辺いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 自転車所有者

が加害者、被害者になり得ることが多くなっ

てまいっておりますので、自転車を安全に利

用してもらうためにも、やはり先ほど申し上

げました知名度がかなり低うございますの

で、認知度を高めるよう啓発に取り組んでい
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きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 周知のほう、よろしくお願

いします。 

 あと、４番目の交通指導員のことですけど

も、先ほど皆さんもご存じのとおり自治会と

か老人会とかＰＴＡの方々が子供の登下校と

いうか、下校のほうが多いとは思いますけど

も、交差点等に立っていただいて、見守りを

していただいておるわけで、部長の答弁から

も、そういった自主的な活動を尊重してやっ

ていきたいということであるんですが、ここ

で言う交通指導員というものが、ほかの市町

さんの条例等を拝見しましても、子供さんの

登下校以外にも一般の方々の交通マナーであ

るとかルールであることも啓発活動していく

と、指導していくという指導員であります。 

 ぜひ一般の方にも広げるという、一般の方

を対象にした啓発活動ということも含めて検

討していただいて、この交通指導員さんの条

例を見ていきますと、制服であるとか、警笛

であるとか、腕章であるとか、そういったも

のが配付されてる場合が多いんですけども、

だれもそうだと思うんですけども、やっぱり

制服とか警笛というものが何らかの形で抑止

になると思うんです。そういったことも含め

て検討のほうをしていただければなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この交通安全

指導員さんの件でございますが、自主的に太

子町の場合、ＰＴＡさんや自治会または老人

会、また一般の方も交差点等で自主的に立ち

番を行っていただいております。 

 こういったこと、このことに限らず自主的

な取り組みが必要ではないかということで、

ある意味、こういったボランティアさんを育

てるということが地域力の向上になるのでは

ないかと、それがいろいろな行政課題である

というふうに考えております。また、今後も

この活動を尊重していきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ボランティアさんを育て、

地域力を高めるというご答弁で、これはすば

らしい、もっともなことだと思いますけど

も、交通安全ということで、子供たち、高齢

者含め一般の方々も事故が本当にないように

ということで、指導員のほうも頭の隅に置い

ておいていただいて、行く行くは条例化でき

るように考えていただければと思います。 

 ちょっとこのことに関しまして、交通安全

対策の充実ということで兵庫県警のホームペ

ージを見ますと、太子町内には青色パトロー

ル車が13台あるというふうに載っておりまし

た。そのほかにも揖龍少年補導員連絡協議会

さんが23台保有されていると。町内における

青パト車13台の活動状況はいかがでしょう

か。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 青色回転灯装

着車パトロールでございますが、町では平成

18年から取り組んでおります。現在では町職

員が約60名ほど青色回転灯の実施車の講習を

受けまして、公用車に道路運送車両の安全基

準に適合した青色回転灯を装着して、交通、

また防犯パトロールを行っております。ま

た、この間新聞にも掲載されておりました

が、太子町の商工会さんでも青パトの巡回を

されているというふうに掲載されておりまし

た。 

 今後も引き続き青色回転灯を装着して交通

防犯、パトロールを行い、学校を初め関係機

関、高齢者団体等の交通安全教室を実施し、

交通防犯の減少を目指し、警察と連携の上、

諸活動を展開していきたいというふうに考え

ております。 

 なお、平成21年度からの体制では、庁舎内

では生活環境課、管理課、社会教育課におき

まして、平成23年度、平日の下校時に町内巡

回パトロールしまして、実質的には約90日ほ

ど行っております。 
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 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。商

工会さんの青パトのことも新聞で拝見したと

ころであります。 

 下校時とかの巡回ということで、回ってい

ただいていることはちょこちょこと目にして

るわけですけども、その際に今触れました自

転車マナーの向上であるとか、保険加入など

の啓発の放送をしていただくっていうことは

可能でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この青色パト

ロールの回転灯の件につきましては、警察の

適合を受けた公用車で行っております。そう

いったことで、そういうことができるのかど

うか、所管課とちょっとお話しさせていただ

きたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ぜひ調査していただいて、

できるものであれば、定期的にそういった放

送が流れてるというだけでも啓発活動にすご

い役立つと思いますので、よろしく検討のほ

うをお願いします。 

 この青パトなんですが、たつの市さんでは

ＮＰＯ団体さん、青少年育成協議会、また自

治会単位と、また旧新宮町、揖保川町、御津

町といった地域ごとに青パトが配置されてい

るということを県警のホームページで確認で

きます。 

 太子町でも青パト申請を推進していただい

て、地域の方々が乗るということはお考えに

はできないでしょうか。そういったことを啓

発していくという活動はいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 青パトの件は通告にな

いんだけども、まだ青パトに関して……。 

○首藤佳隆議員 もうこれだけです。 

○議長（佐野芳彦） 大丈夫、今の件はオー

ケー、通告にはないけど。余り通告のないの

を続けるのも。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この青色パト

ロール車の推進につきましては、警察が実施

しておりますので、また警察とも連携協議し

まして推進していくように検討したいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 通告にないことをしつこく

聞きまして済みません。 

 ほかの記事ですが、紹介だけして次の質問

に移りますが、今年度の５月10日の読売新聞

で載ってました。立命館大学が４月から自転

車で通学している全学生を対象に損害保険の

加入を義務化したというニュースが載ってお

りました。立命館大学は生徒数が、１万

6,000人が自転車通学しておると、そういっ

た学生さんに対して損害保険の加入を義務化

したというニュースで、この立命館の取り組

みを知った大学とか高校、中学校などからす

ごい加入手続等の問い合わせが殺到している

というふうな記事が載っておりました。 

 そういったことも踏まえまして、自転車保

険の加入、また点検整備、ＴＳマークという

ことを強く啓発活動をお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 続いて、２つ目の質問に移ります。 

 高齢者の運転免許自主返納について。 

 近隣のたつの市、佐用町では、23年４月か

ら高齢者の運転免許自主返納を推進する条例

を定めています。 

 一方、太子町では、やすらぎ太子ひまわり

プラン2012の中で、高齢者の増加に伴い、高

齢者の交通事故が増加していることから、自

主返納について、認知度は低いが、今後広

報・啓発活動の充実を図ると掲載されており

ます。これらを踏まえまして、次の２点を質

問します。 

 １つ目、高齢者運転免許自主返納に対する

町の考え方を伺います。また、たつの市では

運転免許自主返納者に対してコミュニティバ

ス無料券を進呈、佐用町ではタクシー運賃助

成制度、コミュニティバス利用券を進呈する
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ほか、免許を返納することによって身分証明

書がなくなるので、写真つきの住基カードを

無料交付されております。 

 そういったことも踏まえて２つ目、自主返

納者に対する太子町の支援策の現状と今後の

方針を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 高齢者運転免

許自主返納についてでございます。 

 高齢のため自動車運転の必要がなくなった

方や身体機能の低下などを自覚した方が自発

的に返納する制度でございまして、平成10年

から運用されております。 

 法改正によりまして、平成21年６月までに

75歳以上の高齢運転者に対し、運転免許の更

新の際に記憶力、判断力などの認知機能検査

制度も導入され、一定の検査を経て医師が認

知症と診断した場合には取り消し処分を出さ

れることとなります。 

 この返納制度に関しましては、身体的機能

の低下の程度に個人差があることや、また高

齢者が実際移動手段を確保するという必要も

ありますので、こういったことから返納をち

ゅうちょされている方、またその制度そのも

のを承知されてない方もあるのではないかと

考えております。 

 警察は免許更新時における高齢者講習ある

いは交通安全教室等、あらゆる機会をとらえ

て周知されているというふうに思います。 

 高齢者の事故は年々増加しております。い

わゆる団塊の世代の方が65歳以上なり、超高

齢社会に突入する近い将来におきまして、高

齢運転者対策は重要な課題となってきており

ます。そうした中、運転免許の自主返納につ

いては一つの有効な対応策であると、たつの

警察署と十分に連携、相談してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 支援策でございますが、兵庫県も急増する

高齢ドライバーの事故に歯どめをかけるた

め、65歳以上の高齢ドライバーを対象に、高

齢者運転免許自主返納サポート制度を始めて

おります。返納者が増えつつあるというふう

に聞いております。これは、返納された方に

交付する運転経歴証明書が各種手続の身分証

明書として効果を果たしているのと、また高

齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企

業の協力のもと、バス乗車運賃割引など、さ

まざまな特典が受けられるということでござ

います。 

 本町としましても、高齢者運転の事故多発

は深刻な問題でございます。人生の後半でこ

うした事故に巻き込まれるということは、い

ろんな意味で大変なことでございます。運転

免許の自主返納についての支援については、

また近隣市町の支援策を参考にしながら、各

部署とも十分協議しながら本町ができる支援

策を検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ご答弁いただいた中で、今

後近隣を参考にいろいろと検討していくとい

うことなんですが、佐用町のように自主返納

者に対して写真つきの住基カードを無料提供

するということはどうでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 住基カードは

今無料になっております。 

 こちらのほうへ申請していただいたら、無

料で提供いたします。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 自主返納者に対しての話で

す。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと暫時休憩しま

す。 

（休憩 午前10時41分） 

（再開 午前10時41分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

 引き続き首藤議員、質問してください。 

○首藤佳隆議員 近隣の市町がいろんな支援

策を考えられております。ほかにも全国的に

見ると、自主返納者に対しての支援策がない

となかなか自主返納も進まないと思います。
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何人かの方にお聞きしても、特典がないと返

納できひんなという声とか、かわりになる乗

り物を考えてくれんとやっぱり困るなとか、

いろんな声をお聞きしてるわけなんですけど

も、全国の支援策の事例を見ますと、電動ア

シストつき自転車とか三輪車を購入する場合

に助成制度を設けていたり、商工会と連携し

て料金割引とか宅配サービスなど、加盟店登

録でサービスを受けることができるなどのい

ろんな支援策をされてるところが見受けられ

ます。 

 太子町においても自主返納を促すために

も、交通安全対策ということで自主返納を促

すためにも、行政だけではなくて企業さん、

地域、町民が一体となってアイデアを出し合

ってサポート体制を考えていくときが近づい

てるんじゃないかと思いますので、当局にお

いてもいろんな事例を調査していただいた上

で、高齢者の安全について話し合える場を設

けていただけるように要望して、次の質問に

移ります。 

 大きな３番目、学校における交通安全教育

について。 

 自転車のマナー向上と関連しますが、より

細かく対応を確認したいので、次の質問、学

校における交通安全教育について質問させて

いただきます。 

 太子町では第５次総合計画、政策４、安心

して暮らせるまちづくりの施策３、交通安全

対策の充実の中で、交通安全教育の推進とい

う基本事務が掲げられていることを踏まえ

て、次の２点を質問します。 

 １つ目、子供たちへの交通安全教育につい

て、現状と今後の方針を伺います。 

 また、自転車という乗り物がどうしても軽

く考えられてしまいがちですけども、子供が

自転車事故を起こしてしまったら、１番のと

こにも触れましたが、その責任は保護者に問

われます。そういったことも踏まえて２番

目、保護者向けの交通安全教育について、現

状と今後の方針を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ２点いただいてお

ります。１点目、子供たちへの交通安全教育

についてでございます。 

 児童の交通安全意識を高め、正しい交通ル

ールの実践を習慣づけることにより、事故防

止に努めるために各小学校において、たつの

警察署の協力のもと、交通安全教室を開催し

ております。今年度においては、斑鳩小学校

では５月18日に、太田小学校では５月31日に

既に開催いたしました。また、龍田小学校は

６月20日に開催予定で、石海小学校において

は、現在関係機関と日程調整中でございま

す。 

 今後とも、児童・生徒が交通ルールを守る

ことや交通事故を未然に防ぐことの大切さに

気づき、みずから身を守り、安全を確保す

る、そういう能力を育成するため、引き続き

関係機関の協力を得ながら交通安全教室を開

催していきたいと考えております。 

 ２点目です。保護者向けの交通安全教育で

ございます。 

 各学校において保護者の方々を対象に特別

に機会を設けて交通安全に関する講習などは

実施いたしておりません。しかし、学校によ

っては交通安全教室をオープンスクールの日

に実施し、自転車練習、歩行練習の補助員を

ＰＴＡの方にお願いするなど、保護者の方々

への交通安全に対する意識高揚にも努めてる

ところでございます。 

 各家庭には子供から高齢者、乗り物では自

転車、バイク、自動車利用者など、さまざま

な年齢、またさまざまな立場の方がおられま

すことから、家庭の中で交通安全について話

し合うことは、お互いの立場をそれぞれ理解

し、思いやりのある交通行動の実践につなが

るものと考えております。 

 今後とも、児童・生徒を被害者にしない、

また加害者にもさせないを基本とし、家庭や

学校においてそれぞれの交通場面でどんな危

険があるのか、どうすれば安全なのかについ

て確認し、日常の交通行動に役立てられるよ

う、保護者への啓発などに努めてまいりたい
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と考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 答弁ありがとうございま

す。 

 今年度の各小学校における交通安全教室と

いうこと、日程、スケジュール等をお聞きし

たわけですけども、具体的に警察来られて、

自転車に関しての教育をされるんでしょう

か。交通安全全般でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 例えば斑鳩小学校

の例で申しますと、トラックを使った左折巻

き込み事故の防止のための実験、それから運

動場に描いた交差点で、交差点の渡り方など

を説明します。登校下校の仕方も指導しま

す。交通安全の歌も歌いますという形で、議

員お尋ねの件でいいますと、全般的なものを

されているということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 殊、全般に関してされると

いうことは非常にすばらしいことなんですけ

ども、ここ最近自転車ということが注目され

ておって、事故も多くなっております。 

 そういったことも踏まえて、自転車を持ち

込んだりしての自転車に対する安全教育とい

うことも考えていただいて、この交通安全教

室は全生徒対象になるんですか。学年ごとで

しょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 全生徒を対象にし

ております。太田小学校などは人数が多いも

のですから、１部、２部にグループ分けにし

てやっておりますが、すべての学年を対象と

しております。 

 また、私、先ほどの質問で自転車をそれぞ

れ持ち込んでやっている場合、斑鳩、龍田

小、太田小などは自転車を持参協力自転車で

自転車の部分もやっておりますので、あわせ

てご答弁させていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 小さいお子さん何人かに聞

いたことがあるんですが、自転車に対する教

育は６年生の子がしてるみたいやなと、僕ら

小さいときから教えてくれたらもっとええの

になと言ってるお子さんも何人かいらっしゃ

ったわけですけども、低学年のうちから自転

車に関して、交通安全全般に関しても当然で

すけども、特に自転車の通行に関して教える

という機会を設けることは可能でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 各学校の実施計画等を見ますと、やはり議

員指摘のように高学年、高年齢の学年の方

は、４年、５年、６年は自転車のスキルチェ

ックとか自転車の乗り方も指導しています

が、やはり低学年のほうは歩行とか事故防止

のほうに注意を置いてるようでございますけ

れども、そういったお話がありましたので、

一応全学年を通しての自転車の関係につきま

しては、また学校長等に相談をかけてみま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 学校の相談かけていただい

て、低学年からもできるようになればと思い

ます。 

 自転車とか子供たちへの安全教育というこ

とで、小・中学生や高校生に正しく自転車に

乗ってもらおうと、同じ兵庫県内三田市や三

田小などで組織する市の交通対策委員会がこ

の４月から自転車交通安全教室の受講修了を

証明し、安全運転を促す自転車運転免許証の

交付を独自に始められております。 

 免許証は小学生用と中学、高校生用の２種

類があって、表面には氏名、学校名、学年、

交付日が明記されて、下段には、左端を１列

で走行する、左ブレーキ、右ブレーキの順で

かけるなどの約束ごとが書いてあります。裏

面は、小学生は自転車に乗る際の注意事項、

中高生用は、自転車でも交通ルールを守らな

ければ罰金などの処分があることを載せてお



－46－ 

ります。この自転車運転免許証というのは、

2009年には佐用町でも実施されております。 

 そういったことを踏まえて、太子町の小学

生、中学生、高校生にも簡単なもので結構な

んで、自転車運転免許証のようなこと、さっ

きのスキルチェックだとかという、４、５、

６年生にされてるわけですけども、そういっ

た機会を設けられたときに交通安全協会なん

かとも連携しながら、簡単なものでいいんで

すが、そういった免許証を発行するというよ

うなことは考えていただけますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えいたしま

す。 

 三田市のことを申されましたけれども、私

も三田市の自転車運転免許証交付制度の導入

についてというものはネットで勉強させてい

ただきました。自転車運転免許証の交付とい

うことは、児童・生徒の交通安全、事故防止

への機運の醸成を醸し出すこと、また意識づ

けの向上は図れるということにおいては効果

はあると思います。 

 三田市では、先ほど言われましたように交

通安全協会が窓口になっていると聞いており

ますが、太子町としましては、先ほど申しま

した校庭でのスキルチェックとか、それから

乗り方指導等につきましては十分やらせてい

ただいておりますけれども、今のところ免許

証というこの制度の導入は考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今のところ考えてないとい

うことですが、子供というのは何かそういう

簡単なものでもいいんで、もらうと喜ぶんで

すね。その喜びが意識の向上につながってい

くと思うんで、簡単なもので結構なんで、何

か考えていただければなと思います。 

 安全教育ということに関してですけども、

五、六年前まで西中とか東中では、地元の自

転車組合さんの協力で、自転車通学の生徒さ

んの自転車点検をしてもらっていたというこ

とも聞いております。残念ながら点検した中

で不良マークがついた自転車を修理に出す生

徒さんが少なくて、また学校側も修理に出す

とお金がかかることなんで強制できないとい

うことで、だんだんしりすぼみになって、今

はもうそういった点検してないということを

聞いております。 

 そういった状況もありますので、中学生等

の自転車通学、また太子高校の自転車通学を

含め、部活動に行かれる方の自転車とか小学

生の自転車というのを点検啓発、教育で促し

ていただくということを強く要望しておきま

す。 

 そのほかにも 

 

（録音なし） 

 

保護者に問われますので、ぜひとも早目に保

護者向けにも自転車マナー啓発、保険加入の

大切さ、そしてご自身の自転車の点検整備な

どを促す保護者向けの安全教室も定期的な開

催をお願いして、次の質問に移ります。 

 大きな４番目、最後です。スムーズに移動

できる交通体系の構築について。 

 太子町第５次総合計画、政策５、快適で住

みやすいまちづくりの施策２番、スムーズに

移動できる交通体系の構築の中で、歩行者、

自転車が安全で快適に通行できる道路環境が

構築されていることを将来像として掲げられ

ています。そのことを踏まえて次の２点を質

問します。 

 １番、子供たちが通う通学路の安全性につ

いて、現状と今後の方針を伺います。 

 ２つ目、歩行者、自転車のネットワーク整

備について、現状と今後の予定を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、ま

ず最初の通学路の安全性についての現状と今

後の方針を問うにお答えをいたします。 

 本町では毎年実施しております交通安全施

設の総点検におきまして、警察及び道路管理

者や交通安全を進める会、また自治会などの
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協力をいただき、安全意識の高揚や施設の維

持に努めております。 

 また、通学路対策の強化につきましては、

警察と各自治体との連携が強く求められてお

り、通学路の再点検、また通学路における保

護誘導活動などについて特に重点を置いて取

り組んでおります。 

 通学路におけるハード面からの安全確保に

関しましては、歩道の整備、ガードレール、

またカーブミラーなどの設置、またカラー舗

装、そして注意喚起用の看板の設置など、さ

まざまな対策がございますが、それぞれの場

所に応じた最善の方法を検討しながら通学路

の安全確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、２つ目の歩行者、自転車のネ

ットワーク整備についてでございますが、公

共施設などを結びます歩行者ネットワーク、

歩道網でございますが、これにつきましては

ほぼ概成完成しておりますが、旧基準での整

備済み歩道につきましては、実施計画によ

り、自歩道化の方針で順次改修する予定でご

ざいます。 

 また、自転車専用の通行ネットワーク構

築、こちらにつきましては歩行者と自転車を

分離した走行空間が必要でございまして、道

路構造令では幅員として最低1.5メートル以

上が必要となっております。現在の町道及び

歩道幅員内で、この専用レーンを整備するこ

とは非常に困難でございます。 

 今後の道路整備につきましては、自転車交

通を分離する際の判断基準でございます日

500～700台の計画交通量とする道路につきま

しては自歩道を設置するということとし、良

好な歩行者、自転車の通行環境を整えていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今年度に入って亀岡の事故

であるとか、そういったもので子供さんが巻

き込まれる事故が多発しました。本当にニュ

ースを見てても痛ましい事故で、何とも言え

ない悲しみがあるわけですけども、そういっ

たことがこの太子町内で起こっては当然いけ

ませんので、子供たちが通う通学路、先ほど

も出ましたように自治会とか老人会とＰＴＡ

の方々が見守っていただいておりますが、車

が突っ込んできたらもうどうしようもないん

で、これはもう議論の対象にはなりませんけ

ども、とにかく通学路が危なくないようにと

いうことが一番だと思います。 

 自治会等、ＰＴＡのほうからも、ここにカ

ーブミラーつけてほしいとか、曲がり角、見

にくいとか、そういった声がありましたら、

対処のほうを早急にしていただくということ

を要望しておきたいと思います。 

 幾ら子供たちがマナーを守って歩いていた

としても、やっぱり車が来ると、車のほうが

事故の原因になる可能性が非常に高いんです

けども、そういった事故を防ぐという意味

で、歩行者とか自転車のネットワーク整備と

いうことも今後も必要なんですけども、先ほ

どの答弁の中では、専用レーンを設置するの

は町内ちょっとなかなか難しいということも

ありますが、例えば通学路にあんしん歩行エ

リアという考え方に基づいて、車の速度を制

限するという効果があるハンプだとかクラン

ク等を設置して速度低下を促すということは

できませんでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 速度規制につ

いてのご質問でございますが、現在石海小学

校南側に東西道路がございますが、この道路

はご承知のとおりコミュニティー道路化をい

たしまして、インターロッキング舗装並びに

ハンプを設けて車の通行をゆっくり行くよう

にというような趣旨で工事をいたしておりま

す。ただ、ここの道路につきましては、通行

の規制については行っておりませんが、かな

り有効な効果はあるというふうに認識はして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今、石海小学校のことを挙
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げていただいたんですが、通学路に関して太

田小学校と斑鳩小学校周辺のグリーンロード

が色あせとうということで聞いておるんです

が、その辺の対処はいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 今、グリーン

ベルトのお話が出ましたが、グリーンベルト

の補修について現在１カ所補修の要望を聞い

ております。 

 このグリーンベルトの塗りかえ補修の件に

つきましては、現在担当課のほうで単に補修

を行うのがいいのか、今以上の視覚的な効

果、ほかに何か対策がないのかということを

今十分に検討しておりますので、なかなか視

覚効果に訴える安全意識の高揚というのが見

なれてくるとやはりどうしても薄れてくるも

のでございまして、この辺を何かほかの対策

がないかということで今検討しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 子供たちが通う通学路であ

りますから、見ばえもよく、きれいというこ

とも必要だと思いますんで、その辺よろしく

お願いします。 

 今年度に入っていろいろ交通安全のことで

あるとかが警察からもいろいろ出ておりま

す。今年度に入って警察庁から、いわゆる生

活道路の事故がなかなか減らないということ

から、全国の住宅街などおよそ3,000カ所を

指定して、その中の生活道路を最高速度を一

律に時速30キロにするという規制を行う方針

を警察庁は固めております。 

 そういったことも踏まえまして、安全のた

めに最も必要と考えられるのは、歩行者、自

転車のマナーもそうです、点検もそうです、

そういったことも大事なんですけども、さら

に車のスピードを落とすということが最も大

事なことじゃないかなと思いますので、重立

った通学路の速度規制の現状と今後の規制強

化だけ聞いておきたいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 道路の速度規

制でございますが、これは非常に難しい問題

でございまして、兵庫県の公安委員会により

ます交通規制というふうな位置づけになりま

す。 

 この交通規制ということをやろうとします

と、どうしても自治会、また町からの交通安

全上、特に規制が必要と判断した場合には、

たつの警察署のほうへ要望いたしまして、警

察側において設置要件の照査等を行います。

その結果、規制の可否が決定されるわけでご

ざいますが、しかしこの規制を行うには、周

辺住民の方々の理解と協力が必ず必要となっ

てまいります。ですから、この辺の現地の状

況を十分に調査しながら、把握しながら検討

させていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 参考にできる数値だと思い

ます。自動車が時速50キロで走っている場

合、歩行者の死亡率は約70％、40キロの場合

は死亡率約25％、それが30キロになることに

よって死亡率が約７％まで減少するというデ

ータも出ております。 

 町内の生活道路等が今40キロのとこが多い

と思うんですけども、通学路に関して時間制

限でも結構ですんで、30キロになるように検

討のほうを進めていただければと思います。 

 最後になりますが、一人一人が自転車は凶

器になるということを自覚して、定期的な点

検整備を怠ることなく、自転車安全運転のル

ールを遵守し、マナー向上に努めるととも

に、行政、学校、職場、そして地域が連携し

ながらマナー向上啓発と安全教室の積極的な

実施や点検整備を行うことで、安心して暮ら

せるまちづくりの実現に一歩も二歩も近づく

ことになると思います。 

 町長が述べられた24年度施政方針の中で町

長が触れられていたように、平成22年２月

10日から町内での交通死亡事故ゼロの記録が

きょうで845日間続いております。これから

もこの記録が伸び続け、1,000日と言わず、

2,000日、3,000日と一日でも長く継続して、
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「安全・安心のまち」太子ということを誇れ

るようなまちづくりをお願いして、質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 おはようございます。７

番、日本共産党、平田でございます。通告に

従いまして質問をさせていただきます。 

 まず最初に、災害に強いまちづくりについ

てであります。 

 住民が安心・安全に暮らせる災害に強いま

ちづくりでは、災害を未然に防ぎ、災害発生

時には拡大を防ぐため、行政として河川、海

岸、道路、山林及び公共施設の維持管理の強

化、治水、護岸、砂防、地すべりなど急傾斜

地崩壊などの防災対策事業、学校、公共施

設、住宅の耐震化促進などハード面の対策、

防災情報伝達システム、防災教育の充実など

ソフト面の取り組みなど、総合的な施策が求

められております。 

 昨年３月11日に発生した東日本太平洋沖大

震災と大津波災害、福島第一原子力発電所の

崩壊事故は、国民が経験したことのない大き

な災害です。地震学者や研究者が連日のごと

くテレビや新聞で、近い将来、必ず起こると

警告している東海・東南海・南海巨大地震、

また都市圏直下型地震や西暦868年、貞観

10年に山崎断層が引き起こしたこの播磨地方

に大きな災害をもたらした活断層による内陸

型直下型地震の危険性も指摘されておりま

す。 

 さらに、世界的に異常気象が頻発してお

り、日本でも昨年９月ののろのろ台風12号に

よる和歌山、奈良など紀伊半島内部での

1,000年に一度の発生確率と言われ、72時間

に1,800ミリ、東京の年平均雨量相当の記録

的豪雨による大水害、深層崩壊の山崩れで、

死者、行方不明82人の大災害を起こしており

ます。 

 このとき兵庫県内でも播磨地方を中心に水

害や土砂災害が起こり、高砂市では床上、床

下浸水2,200棟以上、姫路市約950棟等など、

大きなつめ跡を残しました。 

 姫路の１時間の雨量は79ミリと観測史上最

大を記録し、奈良市６町で21万人に対する避

難勧告が出る異常事態でした。 

 佐用町では2009年９月の９号台風により、

記録的な集中豪雨に見舞われ、死者、行方不

明20人の大きな惨事が記憶に新しいところで

あります。 

 私たちの太子町は幸いにして過去に大きな

自然災害の発生がなく、私の記憶する限りで

は、昭和51年９月の台風17号による大津茂川

増水による住宅浸水土砂災害です。 

 近年はどこで何が起きるかわからない。昨

年10月、タイの大洪水、今年６月のアメリカ

中部の相次ぐ巨大竜巻被害、２年続きの北ア

フリカの深刻な干ばつなど、地球規模で異常

気象が頻発しています。 

 つい最近の５月には季節外れの記録的大雨

や、５月６日の昼下がり、茨城県つくば市、

栃木県などの死者、建物2,000棟以上が全半

壊した竜巻災害など、激甚的な災害が相次

ぎ、局地的豪雨など大雨災害はこれまで起こ

りやすい地域だけでなく、山間部、平野部、

農村部、大都市など地域を問わず、梅雨や台

風の時期だけでなく、季節を問わず発生して

おり、どこで、いつ、何が起こるか知れな

い、そういったおかしくない状況です。 

 当町においても日ごろの備えがますます大

切だと認識しております。 

 そこで、次の１から９項目に対して、自然

災害対策についてどのような、またもしもの

ための危機的管理など、どのような対策、ま

たそれに対する対応を今後どのように考えら

れているのか、質問をいたします。 

 まず、①の町内において自然災害発生時に

対し、危険箇所はあるのか、またそれに対

し、あるとしたら、十分な調査をされ、把握

されているのか。 

 ②の、これも①と関連した防災環境の整

備、洪水、土砂崩れ、排水関連施設などに対

する具体的な対策は考えられているのか。 
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 ③学校については、現在引き続き耐震工事

計画予定でありますが、他に公共施設などの

耐震化工事、それに伴う未実施計画などある

のか。 

 ④の一般住宅などへの耐震診断や工事に対

する助成措置など施策として何か考えておら

れるのか。 

 ５番の急に降り出す大雨、雷など、今年の

先月まで５月の雷発生回数がこの前の情報で

見ますと72万4,634回発生しております。昨

年の７倍だそうであります。各地で被害も出

ており、気象情報、防災情報周知対策、情報

伝達システムの活用など、またそれに対する

改善策など、どのように考えておられるの

か。 

 ⑥の幼稚園、小・中学校において、防災訓

練による実践、防災に対する机上訓練教育に

よる知識普及など、取り組みはどうなのか。 

 ⑦安全な避難場所の確保と、食料、飲料水

などの備蓄はどうなのか。 

 ⑧の災害時に支援が必要な高齢者、障害者

など、避難支援対策として被害時要援護登録

者などの個別計画書早期完成を目指していま

すが、どこまで済んでるのか、それに対する

避難支援対策はどのようにされるのか。 

 また⑨、最後に救急医療体制の現実と、ま

たその現状、改善策、この９項目に対して町

の考えをお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 失礼します。 

 それでは、私のほうから①から④につきま

してお答えさせていただきます。 

 まず、①の危険箇所は十分に調査され、把

握しているのかというご質問でございます

が、太子町内の急傾斜地崩壊などによる土砂

災害については、兵庫県龍野土木事務所によ

り作成されました土砂災害危険箇所図、これ

をもとに危険箇所の現状把握を行っておりま

す。 

 また、平成22年から23年度において、兵庫

県にて人工的に大規模造成された箇所での宅

地調査を専門家を交え実施いたしまして、安

全性の検証を行っております。 

 それ以外の災害予想危険箇所につきまして

も、過去の多方面からの災害履歴、これの検

証を行いながら今後の予測に努めておりま

す。 

 次に、②防災環境の整備に対する具体的な

対策はというご質問でございますが、急傾斜

地崩壊など土砂災害の危険予測箇所につきま

しては、本来は土地の所有者や管理者などが

個々の責任において維持、保全する責務がご

ざいますが、個人での対応にも限界があり、

危険箇所の改善も進まないため、行政がかわ

りまして施工する事業を今県事業として地元

要望により計画的に進めております。 

 昨年までの太子山北斜面に続きまして、今

年度は東出地区の太田小学校より西側斜面の

擁壁等の工事、また丹生山南側斜面、こちら

の測量調査及びボーリングを予定しておりま

す。 

 また、洪水につきましては、緊急時の樋門

連絡体制、これをしいて林田川水域の監視に

努めるとともに、24年度より大津茂川の新太

田橋、こちらのほうに24時間監視のライブカ

メラを設置し、現在の水位情報と合わせて河

川ライブシステムとして運用を開始しており

ます。これによりまして早期に住民の方々が

洪水危険予測ができるようになり、安全の向

上に寄与するものと考えております。 

 次に、③学校以外にほかに公共施設などの

耐震未実施計画などの考えがあるのか、ある

とすれば、どの施設を考えているのかのご質

問ですが、現在は整備計画に基づきまして、

耐震改修促進法に定められております昭和

56年以前に建てられた1,000平方メートル以

上で、かつ３階建て以上の重要度の高い特定

建築物から順次耐震改修を実施しておりまし

て、小・中学校に関しましては、今年度です

べて完了する予定でございます。 

 今後は中央公民館、また町民体育館、また

特定建築物に該当していなくても、不特定多

数の方々が利用され、避難所として指定をし

ております地区公民館や幼稚園等につきまし
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ても、相互的な施設改修計画の中で耐震化を

進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、④一般住宅などへの耐震診断や工

事に対する助成措置など、施策として何か考

えているかのご質問ですが、旧耐震基準の昭

和56年５月、これ以前に建築された住宅に

は、平成17年度から兵庫県と太子町がともに

取り組んでおります簡易耐震診断促進事業が

ございます。この簡易耐震診断につきまして

は、木造の戸建て住宅の場合は、診断費用と

して３万円のうち、国、県、町の公的助成を

２万7,000円行いまして、個人負担としまし

て１割の3,000円負担で実施をしておりま

す。 

 この診断結果により、やや危険以上の診断

評価となり、耐震改修工事をされる場合に

は、改修計画策定費、こちらについて戸建て

住宅で費用の３分の２以内で上限20万円を、

また耐震改修工事費についても、戸建て住宅

で費用の４分の１以内で上限80万円の公的助

成を受けることができます。 

 また、街づくり課のほうにおいて耐震診断

窓口を設けまして、耐震改修相談など耐震性

や住環境の向上に向けた相談業務を行ってお

ります。 

 町独自の助成制度につきましては、このよ

うな国、県の助成制度の普及啓発に努めるこ

ととし、現在のところは考えておりません。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 気象情報の関係で

ございますが、本年３月から運用を開始して

おりますたいし安全安心ネットでは、大雨や

洪水などの気象警報が自動で配信され、町か

らの防災情報を必要に応じて配信することが

できることから、２月に登録チラシを全戸配

布するなど周知を図っておりますが、携帯電

話への登録が必要なこともあり、全町民へ周

知されるということではありません。 

 これを補うために、避難情報などはテレビ

やラジオなどのメディアの協力により町民へ

伝達するほかに、ホームページなど多様な手

段により周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、緊急エリアメールにつきましては、

現在たいし安全安心ネットと連携した情報配

信が、ＮＴＴドコモは可能でございますが、

今後はＫＤＤＩとソフトバンクとの連携もす

る予定となっております。 

 それから、避難場所の関係でございます

が、避難場所としては町内の公共施設23カ所

を指定いたしております。耐震化により避難

所の安全対策を進めていきたいというふうに

考えております。 

 また、食料につきましては、中・西播磨地

域相互応援協定によりまして備蓄いたしてお

りますが、水は備蓄いたしておりません。万

が一、災害等により断水した場合には、被災

していない市町からの給水支援や、コープこ

うべなどの支援協定により飲料水の確保を行

うことといたしております。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） ８番目の高齢

者、障害者など災害弱者に対する対策でござ

います。 

 ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、

また障害者等の災害弱者を災害時要援護者と

しまして、昨年度予算におきまして、ご本人

の個人情報を自主防災組織、民生委員と共有

することを同意された方の台帳を整備中でご

ざいます。 

 斑鳩、石海小学校区におきましては、既に

済んでおります。自主防災組織、民生委員さ

んと情報を共有してございます。本年度、太

田、龍田小学校も順次進めておりまして、今

年度中には完成しまして、情報を共有できる

というふうに思っております。 

 次に、救急医療体制でございます。災害に

より医療機関が被災し、その機能が停止した

ため対応できなくなったというときでござい

ます。 

 傷病者が多数で、医療機関だけでは対応で

きないとき、また傷病者が多数で、医療機関

へ傷病者の搬送に時間がかかるため、町内で
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の対応が必要なときは、各小・中学校、保健

福祉会館に救護所を設置いたします。また、

医療救護班の編成及び派遣をたつの市揖保郡

医師会長に要請するとともに、町に救護班を

編成し、必要に応じまして、知事に対し医療

救護班の派遣の要請を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 最後に６番目で

す。学校における防災教育、地域防災知識の

普及・充実の件でございます。 

 各学校においては、総合的な学習の時間等

を活用して災害からみずからの命を守るため

に必要な能力や態度を身につけたり、防災に

関する意識の高揚を図ったりすることなど、

安全教育に加えて、助け合いやボランティア

精神など共生の心をはぐくみ、人間としての

あり方、生き方を考える教育の実践を目指

し、兵庫県教育委員会が作成した防災教育副

読本「明日に生きる」を活用するなど、防災

教育の充実を図っているところでございま

す。また、避難訓練等の機会をとらえて過去

に起こった災害を振り返るなど、災害が身近

なものであることを実感させるようにも努め

ております。 

 今後とも、災害に強い、安全で安心な地域

社会の構築を目指し、学校、家庭、地域と連

携し、災害発生時にも適切に対応できる実践

的態度や能力の育成に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 太子町の防災会議、太子町

地域防災計画書、これも見せていただきまし

た。本当に災害に対する、それに対する対策

というものは万全を期しているかなと思いま

す。ただ、私がきょう質問してるのは、これ

からもし起こるやしれない、そういった対策

に対する質問であります。 

 そういった中で、異常気象がそういった自

然災害に対する備え、災害は忘れたころにや

って来るということわざもございます。昔で

あれば、そういったことでありますが、近

年、忘れたころでなく、忘れないうちにやっ

て来るということが言われております。 

 そういった天変地異の時代であります。大

地震、台風など自然災害と向き合うのは宿命

であり、またその自然災害はなくせないから

防災に減災するという考え方、これが必要じ

ゃないかと思います。 

 身近なところでは、2009年８月９日の佐用

町の豪雨災害時の気象状況を見てみますと、

台風９号が南海上で発生しており、台風周辺

のそれに対する非常に温まった、またその湿

った空気が紀伊水道から播磨灘、県西部に集

中し、８月８日から11日に徳島県東部、高知

県東部、奈良県南部、兵庫県西部から北部で

大きな雨を降らしております。９日、24時間

で327ミリ、１時間最大78ミリ、被害地はほ

とんど県の北部でありました。佐用町、豊

岡、朝来、宍粟、一宮、この状況が少し南部

にずれていたら、この西播地区など大きな被

害が出たものと思われます。寺田敏彦博士の

話を聞いてみますと、こういう情報も得てお

ります。 

 この１から９に対してお答えをいただきま

した。その中で２つほど再度お聞きしたいこ

とがございます。 

 危険箇所について何カ所あるのか、今言っ

てることは、そういった大きな雨が降った

り、また30メーター以上の風が吹いた、それ

を想定してからのことでございます。そうい

った異常な暴風、大雨により危険と考えられ

る場所、今後どうされるのかお尋ねしますこ

とと、２つ目に、それと避難場所の件で、医

療、福祉、行政等の避難機能を有する公共、

また公益施設との総合の連携を図れるのか、

それもお聞きいたします。 

 それと、住宅に対する支援、先ほど部長か

ら説明をいただきましたけど、今後近隣が行

ってる助成的な支援を考えられるのか、この

３点をお伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、私
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のほうから、危険箇所の数でございますが、

まず非常にたくさんございまして、先ほど申

し上げました県が作成しております土砂災害

危険箇所図、こちらのほうに県が指定した危

険箇所についてはすべて掲載されておりま

す。それと、本町でつくっておりますハザー

ドマップ、こちらについてもより詳細な細か

な危険箇所についても掲載されておりますの

で、参考にしていただきたいというふうに思

います。 

 それと、私のほうからもう一点、耐震診断

後の耐震改修の助成のお話だったと思います

が、こちらにつきましては先ほども申しまし

たとおり、国、県の制度を有効に活用いたし

まして、これをどんどん普及していきたいと

いうふうに考えておりますので、町独自の助

成制度については、現在のところ考えており

ません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 危険場所等につき

ましては、基本的にはこれはもうもちろん太

子町防災計画にのっとって避難場所等を決め

ておりますので、そういった中で対応したい

ということでございます。 

 確かに老朽化した避難場所もございます

が、それはその時々、現場に即応した対応で

やっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 最後に、災害が発生するお

それのある地域について、順次調査を行いま

して、それを検討していただき、災害が起き

てからでは遅過ぎる。対策が立てづらい過程

としても、防災パトロールを強化し、また災

害危険予知など、６月の「広報たいし」など

に記載されておりました、そういった関連記

事を載せ、また安全の呼びかけをいただき、

それに対する対策なども考えていただきた

い。 

 それと、最後に１つ残っておりましたの

で、これもちょっと質問をお伺いしたいと思

います。 

 住宅密集地市街化等の防災上、危険な市街

地として土地区画整理事業などの問題点な

ど、今後どのようにお考えですか、お願いい

たします。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時33分） 

（再開 午前11時34分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど経済建設部長

から申し上げた危険な箇所というのは、県が

いろいろ土石流災害とか土砂災害についての

位置は把握いたしております。それを現在、

太子町のハザードマップ、これは各戸に配布

いたしておりますので、それはこういった状

況が起きるかもしれないということでの各戸

での個人的な配慮といいますか、やはり危険

箇所を知っていただくということは必要でご

ざいますので、そういった意味で広報をして

おります。 

 そういったところの事業をそうしたらどう

するかということになりますと、これは非常

に場所は、他市町と比べると、太子町は少な

いですが、太子町のエリア内でも多数ござい

ます。したがいまして、その事業をどうして

いくかということは、これはほとんど県事業

でお願いしているところでございますが、現

在先の人の答弁で答えましたとおり、県の事

業の中で町が若干の負担を持って進めている

ところでございます。 

 それから、市街化地域内といいますか、住

宅が密集しているようなところでの土地区画

整理事業云々のところでございますが、そう

いったところでの土地の区画整理事業という

ところまで現在のところ計画は予定いたして

おりませんし、そういった市街化区域内で危

険箇所というところは余りないかというふう

に思います。逆に言いますと、やはり危険箇

所というのは山のふもとといいますか、そう
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いったところでの土石流とか、それから川の

端の洪水関係が考えられるというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今の質問でわかったんです

けど、住宅密集地、市街地という、例えば山

のすそに宅地を建てる許可をおろす、そうい

ったことを今後やっぱり問題点として考えて

いただきたいということを私はどうされるん

かなということで質問したわけでございま

す。 

 それで、今の質問も大体内容はちょっと私

の言ったことが通じなかったんかなという思

いもするんですけど、また今後そういうこと

も視野に入れながら私も勉強しながら、また

当局に対してお願いとかいたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 最後に、本日の質問はあくまでも住民、町

民の願いであります。町内の共同を保全し、

町民の生命、また身体、財産を保護するため

の防災による改良等の事業は、災害を念頭に

した被害を未然に防ぐといったものでありま

す。そういったことから、危険箇所があると

すれば、順次町の力と、またそれによる県と

か国、そういった依頼などをお願いし、災害

が起きても、皆さんが安心して暮らせるとい

った町にしていただきたいなと思います。 

 次に、２番目に参ります。 

 子ども・子育て新システムについてであり

ます。これも、私は何回か質問しておりま

す。そういったとこで社会保障と税の一体改

革、草案は、子ども・子育て新システムの未

来への投資と政府は強調しております。実態

は保育を市場化し、自己責任の仕組みに変え

るものであり、公的責任の投げ捨てでもあり

ます。 

 政府内で法案化が進められている新システ

ムの概要が平成22年６月25日に示され、現在

審議中であります。この法案が通れば、待機

児童解消どころか、保育そのものがなくなり

かねません。 

 まず、収入に応じて支払い額が決まる応能

負担から応益負担に変わります。長時間預か

れば、当然費用は高くなります。しかし、働

いている親の収入は、全員が時間に応じた等

しい収入じゃありません。長時間働いても収

入が少ない親は保育料を払うことができなく

なります。その結果、子供を預けることがで

きない親が増えてしまいかねません。もとも

と共稼ぎをせざるを得ない貧困家庭が増えて

いる中で、応益負担に変えること自体、待機

児童をなくすという目的に反しております。 

 そこで、①の質問であります。最大の問題

は、児童福祉法を改悪し、保育を国と自治体

の責任による保障から保育者の自己責任に変

えようとしておりますが、当局はこの件に対

してどう考えておられますか。 

 それと、②の新システムが可決し、現実に

保育料が支払えない場合、保育を必要とする

子供たちの処遇を当局は責任を持って調整で

きるのか。また、児童福祉法24条の改定は、

市町村の保育実務をなくし、子供が保育を受

ける権利を失うものであり、保育を市場化

し、施設基準も引き下げて、子供の健やかな

成長が保障されない危険が潜んでおります。 

 新システムでは企業がどんどん保育事業に

参入することができ、保育園では補助金の使

い道は保育に限定されていますが、新システ

ムでは何に使ってもよいとされます。例えば

レストランチェーンが保育に参入し、保育で

の利益をレストラン事業に使うことができま

す。親が、子供のために出したお金と大事な

税金を企業のお金もうけに使える、これは幾

ら何でもやり過ぎじゃないかと私は思いま

す。保育が破壊されかねません。 

 そこで、③の保育所の経営が不安定にな

り、保育者のパート、非正規化などの労動条

件の悪化が考えられますが、どのようにお考

えですか。 

 ④の子供の貧困や子育て困難が広がってい

る状況を踏まえて子育て支援の制度を拡充す

べきと思うが、当局としてはこの４点に対し

てどう思われますか、お答えをいただきま
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す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 現在審議され

ております子ども・子育て新システムにつき

ましては、すべての子供への良質な生育環境

を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で

支援することを目的として、子ども・子育て

支援関連制度の財源を一元化して新しい仕組

みを構築し、質の高い教育、保育の一体的な

提供、保育の量的拡充、家庭における養育支

援の充実を図ることとして検討を進めている

もので、子ども・子育て支援施策を充実しよ

うというその方向性につきましては、評価で

きるものではないかというふうに考えており

ます。 

 なお、現在子ども・子育て支援法案、２点

目に総合こども園法案関係法律、関係整備法

案等の子ども・子育て新システム関連３法案

が平成24年３月30日、国会に提出され、今現

在審議されているところでございます。 

 １点目のご質問、審議中の子ども・子育て

支援法案の中で、指定こども園及び指定地域

型保育事業者に対しまして所要の措置を講じ

ることが検討されております。指定こども園

等の指定手続、責務等でございます。また、

利用を希望する子供の利用についての市町村

のあっせん及び要請、また保育の内容や施設

等の運営状況等の情報の報告義務でございま

す。 

 次に、２点目としましては、子ども・子育

て支援給付の項目におきましては、子供のた

めの現金給付、いわゆる児童手当法の定める

ところによります支給される旨を規定されて

おります。 

 また、子供のための教育、保育給付等子ど

も・子育て支援法の目的、基本理念、責務規

定につきましては、市町村、都道府県、国、

事業主、国民の責務、定義規定等を審議され

ているところでございます。 

 ３点目の総合こども園の設置につきまして

は、設置者、またその設置者につきまして

は、総合こども園の経営に関する会計の区分

経理等を行わなければならない。設備及び運

営の基準、これは国の基準に基づき都道府県

等が条例で基準を定めることというふうに検

討されております。総合こども園に置く職

員、職員の資格、設置、廃止等の手続、指導

監督、評価、情報公開等、総合こども園法の

目的、定義規定について、ご質問事項を含め

て審議されているところでございます。 

 最後に、子育て支援は行政、企業、地域が

一体となり、それぞれの立場で今の課題に真

摯に取り組み、将来目標を掲げ、計画的に持

続のある施策を遂行することが重要でござい

ます。 

 本町におきましても、第５次総合計画で子

育てしやすいまちづくりを進めるに当たっ

て、核家族化の進行や地域の連帯感の希薄化

により子育てに不安を感じる親が増加してお

ります。子育てしやすい環境を整備し、親の

悩みや不安を解消する施策が大切でございま

す。子育ての悩みや不安を解消する相談体制

や交流の場の確保に取り組んでいく考えでお

ります。 

 今後とも、今回審議されております子ど

も・子育て新システム関連３法案の審議の動

向を注視してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今、子育てシステム、この

内容で部長から説明をしていただいたのであ

りますが、国の施策に対して一方的にいい

と、この施策がいいということであるように

聞こえるわけであります。 

 本当にこのシステムの内容をよくよく見ま

すと、第１に保育の地域格差が広がり、また

子供の命、また安全がなくなり、規制緩和に

よって子供をもうけの対象にすると、これが

私は今言ってる、これだけでも本当に子供の

ためにならないと。 

 そういった中で、また保育の利用時間がば

らばらになる。それで、集団的な生活、遊び

がまた困難になるという、何度も言いますけ
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ど、一方では経営者側も経営が不安になった

場合、保育のパート、非正規雇用など労働条

件が悪くなれば、子供たちに対する保育がお

ろそかになると、こういう懸念もあります。 

 そういった中で、１つだけメリットがあり

そうなのは、保育の契約は市町村と利用者と

の関係から、施設と利用者の直接契約に変わ

り、保育を実施する市町村の義務はなくなり

ます。そこで、利用者に対し保育の必要性の

認定を行い、保育料の一部補助だけになるわ

けであります。 

 そういった中で、このシステムは市場化、

営利化、大きく踏み出すものであります。子

育ての安心と希望を奪うものであって、子

供、親にとってはメリットはないと考えられ

ます。 

 政府は施設を直接選べて選択肢が広がると

言っております。これも宣伝しております。

施設が足りなければ、本当言って選べませ

ん。 

 そこで、１つだけ聞きます。利用者が営業

側から選択されます。まず、そういった中で

扱いにくそうな子供、そういった子が出たと

きに、そういって断られたときに、当局とし

てそういうおそれのある子供があった場合、

どう考えられますか。この１点、お願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） その１点でご

ざいますが、今現在ちょっとそういった審議

の過程の中でございますので、ちょっとお答

えすることはできません。 

 今現在、平田議員がおっしゃられました、

内容につきましては、ワーキングシステムの

中でお話しされたというような話は重々聞い

ておりますけども、今回先ほども24年３月

30日に国会に提出され、審議されているとこ

ろということで申し上げました。これはいず

れも予算費関連法案でございまして、いわゆ

る財源を伴った議論には至っておりません。 

 今回2012年に法案骨格が提出されまして、

もし可決となれば、2013年、14年度で具体案

が決まるというような日程、具体策、行程及

び費用試算については、予定では2015年から

具体策の取りまとめを行って、2015年から

2025年までで各年0.7兆円から１兆円が必要

と言われております。この財源確保も議論に

なってまいります。 

 私どもも、その具体策が決まりましたら、

国、県から説明会等々があるというふうに思

っております。今後も関連３法案についての

動向を注視していきたいというふうに今現在

は考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 部長が言われるのは、あく

までも国の意向を見ながら、これから先進め

ていくということを言われております。もし

こういうことが見てて起こるようなことがあ

ったらどうなんかということで、私は質問し

たわけでございます。 

 そこで、最後ですけど、子供たちが太子の

宝であります。これは、24年度の施政方針に

て町長が子供たちの笑顔あふれる町、それに

対するまちづくりについて、保育サービスの

充実、仕事と子育てが両立でき、利用しやす

い環境づくりの検討を引き続き進めると、そ

れとまた子供たちの安全・安心な居場所づく

りも推進しますとありました。 

 この子供たちのためにも国や県などに、い

い方向であれば、これはどんどんやっていた

だいたらいいんですけど、悪い方向に向くよ

うであれば、政治は地方からという言葉もあ

ります。そういった中で立場を変えながら活

用していただきたいと思います。 

 そこで、町長に一言この子育てに対する、

本当に太子の子供たちを愛しているという意

味でお言葉をいただきたいんです。施政方針

であったその内容の中からどう考えられてい

るか、町長にお話をいただきたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えいたします。 

 私自身、今太子町の子育て支援、順調に推
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移してるというふうに考えております。ご承

知のとおり、太田東、西、東西の幼稚園の統

合、また石海南、北の南北の幼稚園の統合

等々で、その空き校舎、園舎を子育て学習セ

ンター、太田の場合、東幼稚園の跡に設置

し、また石海南幼稚園の跡には石海保育所を

公設民営で開設いたしましたが、今民営化で

運営をさせていただいております。 

 そうした中で、私はそうした施設も大いに

利用していただき、子育てに関しては、私は

順調に推移してるんではないかなという思い

がいたしております。しかし、やはり太子町

といたしましても、国の基準にのっとって運

営をしていかなければいけない、このように

考えております。 

 そうした中で、今、平田議員おっしゃって

おります矛盾点といいますか、やはりこれは

断じてというようなことがございましたら、

我々太子町のみならず、県の町村会でもそう

した提案を申し上げ、県、また国のほうに要

望等々をしていきたいと、このように考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ありがとうございます。今

町長が言われた本当にそういった姿があれ

ば、本当に太子町の子供たちも健やかに育つ

のではないかと思います。 

 最後に、今国会で審議されている新システ

ム草案、これは消費税引き上げ分が予算配分

されるため、子ども・子育て新システムに関

する審議であります。一番重要な部分がない

まま、制度だけが語られており、これでは子

供たちのためにならない。お互いの違いを理

解し、助け合うことを学ぶことのできない法

案であると私は思います。 

 今後、自治体によっても格差が広がり、や

る自治体はどんどんやるが、やらない自治体

はやらない。すべての子育てにはね返ってく

るわけであります。そこで、必要なのは、子

供の権利として実施、そういった子供たちを

育てるための確保といったことをしていただ

きたい。子育て、人育てから町が逃げるわけ

にはいけないと私は思います。そういったこ

とで、どうか今後も子供たちのことをよくよ

く考えて、頑張っていただきたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時57分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 午前中に引き続き一般質問を続行します。 

 次、中薮清志議員。 

○中薮清志議員 １番中薮清志、通告に従い

一般質問させていただきます。 

 質問に先立ちまして、３月議会で質問させ

ていただきました証明書の発行の件で、ちょ

っとだけうれしいご報告がありますので、そ

れだけお伝えさせていただければと思いま

す。 

 夜間ポスト等など現状での対応について、

多くの方から知らなかったとか、今回初めて

知ったという声をちょうだいしました。テー

マとして取り上げ、議会だより、また「広報

たいし」でお知らせすることによって認知し

ていただくという効果が出たのではないでし

ょうか。 

 ただ、使ったという声は聞かなかったもの

で、認知できたということで、ちょっとだけ

うれしいお知らせかなというふうに思いま

す。 

 また、ほかにもよい施策というのはあると

思うので、せっかく取り組んでいただいてま

すんで、単発のお知らせではなくて、継続的

にこれからも広報して、浸透していっていた

だければなというふうに思います。 

 それでは、本題に入らさせていただきま

す。 

 今回の一般質問なんですけれども、１つ目
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に東日本大震災の瓦れき受け入れ拒否の理由

を問う。 

 昨年の東日本大震災で出ました瓦れきを兵

庫県内を含め各地の自治体が受け入れを検討

している中、新聞報道でもありましたよう

に、太子町が受け入れ不可能というふうにあ

りました。 

 私は、町の判断を否定するものではなく、

短い新聞報道のみではその真意がわかりかね

るので、現状での考え方をお聞きしたいと思

い、質問させていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 東日本大震災

により発生した災害廃棄物の量が膨大であ

り、被災地の早期の復旧・復興に向け災害廃

棄物を処理するため、広域処理について、国

は各県に受け入れを要請いたしております。 

 兵庫県内の自治体におきましても、復興支

援の考え方から、受け入れにつきまして、兵

庫県環境整備課を中心に検討を加えられてお

ります。 

 ４月29日新聞報道では、太子町は困難であ

るというふうに報道されております。太子町

の現状では、瓦れきにつきましては受け入れ

容量が少なく、町内で発生する不燃物、瓦れ

き、残土等でございます、受け入れて、一時

仮置き場として利用しており、最終処分場は

県内の多くの自治体が大阪湾フェニックス計

画に参加している大阪湾広域臨海環境整備セ

ンターが運営する神戸沖処分場へ計画的に搬

入いたしております。このことから、太子町

においては、最終処分地施設がないというこ

とで不可能であるというふうに考えておりま

す。 

 また、一般廃棄物につきましては、太子町

とたつの市で構成します揖龍保健衛生事務組

合で焼却を行っております。組合では24年３

月議会において、震災瓦れき受け入れの考え

方、方針について議論されております。 

 参考となりますが、組合では、廃棄物の最

終処分地として、焼却灰は同じく大阪湾広域

臨海環境整備センターが運営する神戸沖処分

場へ搬入しております。焼却灰の最終処分場

が大阪湾広域臨海環境整備センターでの受け

入れの態勢が今まだ決まっておりません。現

時点では受け入れできないという判断されて

おります。よって、組合でも受け入れができ

ないというふうに判断されております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 ほかの周辺市町さん、また

フェニックスと組合の関係があるという答弁

いただきましたので、これ以上、言うことも

ないので、こちらの質問は一たん、その部分

だけ気になっていたので、確認だけとらせて

いただきました。 

 では、次の質問に行かせていただきます。 

 次は、子供たちを守る交通安全対策はとい

うものです。こちらなんですけども、先ほど

首藤議員の質問と一部重複することがあるか

もしれません。もしその場合、町民の方がご

理解いただけるような内容、答弁がとられる

のでしたら、議会のスムーズな進行も含め、

答弁を調整して短くしていただいても結構で

ございます。 

 最近ですけれども、先ほどもございました

が、首藤議員からもございましたが、通学中

の児童の列に車が突っ込み、子供たちが死傷

する事件が相次いでおります。 

 私自身も車を運転しますが、太子町は旧山

陽道、あと旧２号線、そして国道179号線、

現在の２号線、バイパス沖代線、御津線等々

を擁する西播磨の交通の要衝であり、特に自

分でも感じるんですが、車が多く、自動車社

会であるなということを身近に感じていま

す。 

 そこで、１つ質問があります。 

 実際に下校時、自治会の方に立ち番をして

いただいてたり、パトロール車での見回りな

ど、行っていただいてるのは存じているんで

すけれども、太子町でも児童の列に車が突っ

込むような事故が起こる可能性を考え、子供

たちを守るために行政として何か新しい施策

を考えられないでしょうか。 
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 例えば幼稚園、小学校で警察に協力しても

らい、交通安全教室を現在やられているとは

思うんですけれども、スポット的にではな

く、細かく定期的に実施すると、より効果的

じゃないのかなというふうに思うんですが、

そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 最初に、私ど

もの交通安全対策について、取り組みについ

て申し上げておきます。 

 ドライバーへの事故防止の啓発活動につき

ましては、警察や交通安全を進める会と一体

になりまして、毎年春の交通安全運動を初め

としまして、年末の交通事故防止運動、年４

回キャンペーンを行っております。また、毎

月15日、斑鳩の交差点におきまして、立ち番

等、交通安全啓発に努めて、命の大切さを訴

えております。 

 学校関係につきましては教育委員会のほう

からお答えさせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 続けて答弁させて

いただきます。 

 各幼稚園におきましては、毎年、年長組、

５歳児のクラスでございますが、を対象に、

網干自動車教習所にお願いしまして交通安全

教室を実施しております。これは網干自動車

教習所のほうへ子供たちを招待していただい

て、向こうのほうでやるというふうなもので

ございます。 

 また、小学校においては、先の議員さんへ

の答弁にもありましたように、各学校により

若干の違いはありますが、警察による交通講

和や事故防止ビデオの鑑賞、歩行練習、自転

車実習などの交通安全教室を実施しておりま

す。 

 ご指摘のとおり、幼稚園から小学校までの

間でそれぞれ発達の段階に応じた指導を定期

的かつ計画的に実施することにより、正しい

交通ルールの実践を習慣づけるものになると

考えております。 

 今後とも、関係機関の協力を得まして、計

画的かつ定期的な交通安全教室に努めてまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 済みません、定期的とあり

ますが、今現状はたしか年間１回ということ

なんですけども、それは例えば回数を年間増

やすということは検討していけば可能になる

ような形なんでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ご答弁します。 

 先ほどの議員さんにもお答えしましたが、

学校長が年間行事計画を、最近では込んでお

りますので、その中でそういったことができ

るかどうかということで相談はしたいという

ことを先ほどの議員さんにも答弁いたしまし

たので、私も学校長に相談したいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 では、その旨よろしくお願

いいたします。 

 そして、今ソフトの面がちょっと中心のお

話になったんですけれども、新しいハード面

での施策というのは何かありますでしょう

か。 

 といいますのも、通学路、私も学校付近を

ちょっとうろうろしてるんですが、通学路や

小学校周辺の細い道が結構抜け道になってま

して、多くの子供が歩いているんですけど

も、子供のそばはさすがにゆっくり通行する

んですが、それ以外のところでは、抜け道な

ので、かなりスピード、急いでるというとこ

ろもあると思うんですけれども、スピードを

上げて走行する車が多く見られております。 

 実際、メーターと実際のスピードでは感じ

方も乖離しているとは思うんですけれども、

現状大きな事故が起きていないのが不思議な

ぐらいの勢いで走行しているところも結構見

受けられるんですけれども、その中で、もち

ろん子供たちへの指導というのは必要だと思

うんですが、例えば、ただいろいろな壁はあ
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ると思うんですけれども、スクールゾーンの

設定ですとか、標識などによる注意喚起など

で事故を未然に防ぐ努力というのをしていた

だければなというふうに思います。 

 車で、あと自転車と徒歩でうろうろしなが

ら確認してみたんですけれども、個人的に認

識している箇所でいきますと、やはり石海小

学校の周辺と、斑鳩小学校の体育館横のあの

細い道と、あと太子東中学校の下の周辺の道

路、あと役場南側の細い道と、あとは太子西

中学校前から竹広の交差点のところまでの南

北の道と、糸井から石海小学校前までの細い

道などあるんですけども、町内、基本的には

全域40キロという標識が立ってるかと思うん

ですが、その細いところでも40キロという標

識が立っていて、一応徐行という看板も幾つ

か立ってるんですけれども、見るつもりで走

行していないと、その看板もなかなか目立ち

にくいというのと、実際に距離感、見たとこ

ろでいくと、糸井から石海小学校までの２つ

ぐらいですか、僕の気がついたとこの２つぐ

らいしかついていなかったので、数云々とい

うよりかは、もっと何か注意してもらえるよ

うな、そういうハード面での施策というとこ

ろはないものかなというふうに思っているん

ですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） お尋ねのあの

ような事故を防ぐために何か新しい行政とし

ての施策ということで、ハード面のほうから

お答えしたいと思いますが、今問題になって

おります京都府の亀岡で起きたようなあの事

故、あの事故は当然無免許運転というのが原

因でございます。また、ほかにも飲酒運転、

居眠り運転、薬物使用運転などいろんな原因

がございますが、被害者となった子供たちに

過失があるケースというのはほとんどないと

いったような状況でございます。 

 このような運転手が運転される車を、い

つ、どこで一方的に突っ込んでくるかわから

ない車を未然に防ぐということは非常にハー

ド的には難しい、困難な問題だと思います。 

 しかし、道路管理者といたしましても、警

察、学校、自治会など関係機関と情報交換な

ど密に連携をとりまして、通学路の危険箇所

や改善を要する箇所、これをいち早く見出し

まして、できるだけ事前に子供たちを事故か

ら守る対応を、先ほどおっしゃいました道路

の規制も含めまして考えていきたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 今のお話の中でありました

警察、自治会等の協力、連携で危険箇所を見

出すというお言葉だったんですけれども、小

学校だけなのかもしれないんですけれども、

毎年危険箇所のシートを、あれは自治会なの

か、学校からだったのか、ちょっと済みませ

ん、僕も忘れてしまったんですけれども、こ

こ危険だよというシートをいただいてるんで

すが、そちらがあるということは、教育委員

会さん発行であれば、教育委員会さんのほう

で危険箇所、交通事故が起こりそうな箇所と

いうのは把握されているという認識でよろし

いでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 例えば本日龍田小

学校の分を持ってきてるんですけれども、こ

れ見ていただいたらわかるんですけども、危

険な箇所とか放置不審車両が出る可能性があ

るところとか、そういった面で地図上に落と

したものを作成してますので、それを子供た

ちに持たせているんだと思います。 

 そういった面で、それぞれ危険箇所とか不

審者情報とか、防犯も含めまして、そういっ

た身を守るというものを子供たちに配布して

るということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 それを踏まえてといいます

か、含めてなんですけれども、学校に行って

いる、幼稚園、保育園に行っている子供たち

がそれを持って帰って確認する、それはすご

い重要なことですし、大事なことだと思いま

す。 
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 ただ、町民全体でそういったところをもう

ちょっと意識できればなとすごく感じること

はあるんです。 

 ですので、例えば町民と一緒に交通事故を

防ぐということにおいて、ホームページに事

故の情報ですとか危険箇所、実際にヒヤリと

した事例などを投稿できるページですとか、

あとは町内での交通事故等々でのデータから

つくる、先ほどのような交通事故の多発マッ

プの掲載や対策、実際にこういう対策しまし

たよというような報告等々の投稿できたりで

すとか、町側から発信できるような、生でリ

アルタイムな情報というのを伝えられるよう

なそういうコーナーをホームページ上につく

ることはできないのかなというのが１点と、

あともしそれがすぐにつくれないのであれ

ば、それを持って帰る、注意しなくちゃいけ

ないよという児童だけではなくて、実際に運

転する運転手側というのにも注意していただ

くためにも、町の広報の担当の方と連携、情

報を共有していただいて、「広報たいし」で

交通安全週間以外にも危険箇所や事故の情報

を掲載し、子供たちを守る交通安全について

のＰＲというのをどんどんしていっていただ

ければなと思うんですけれども、そのあたり

はいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 確認をすることは

本当に議員おっしゃるように大切なことだと

私は思います。 

 ホームページの関係ですけれども、ヒヤリ

としたこととか、それから事故の関係の掲載

をどうかということでございますので、この

場では即答はできませんので、検討させてい

ただきたいと思います。 

 担当課が企画政策のほうになろうかと思い

ます、ホームページを管理してるのは。そう

いった面で一度できるのかどうかも含めて相

談をしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 ホームページの件はそれで

大丈夫ですが、実際の教育委員会が今見せて

いただいたような交通事故の危険箇所等々み

たいなものを「広報たいし」に載せるという

ことはできるんですかね。教育委員会と企画

との話の中で調整してやることは可能なんで

しょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） スペース等の関係

もございますが、載せるのに当たっては何ら

問題はないというふうに思っております。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 それでしたら、ぜひ連携と

っていただきまして、少しでもいいので載せ

ていただければ、子供たちのみならず、運転

するほうの注意喚起にもなるかと思いますの

で、ぜひともそこはよろしくお願いしたいと

いうことで、一般質問のほうを終了させてい

ただきます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中薮清志議員の

一般質問は終わりました。 

 次、福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 失礼いたします。５番福井

輝昭でございます。 

 日増しに本当に暑さが増してというんか、

暑くなってきております。本当に今年の夏も

どうやら暑そうでございます。 

 さて、あした５日は二十四節気の一つ、芒

種であります。また、間もなく近辺では田植

え等が始まってまいります。いよいよ植物は

大きく成長し、やがて実を結ぶわけでござい

ます。こうして私どもは大切な恵みを自然か

らいただくわけでございますが、一方、自然

は大きな災害をもたらします。間もなく梅雨

に入るかと思いますが、本当に大きな被害も

なく、乗り切ってまいりたいものでございま

す。ここにおいても、行政においても十分な

対策が講じられるところでございます。 

 失礼いたしました。それでは、通告に従い

まして質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 いよいよ首藤正弘太子町長の任期満了に伴

う太子町長選挙が来る７月29日に行われま

す。 
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 首藤町長は今年で３期12年目、任期満了ま

で二月ほどあるわけでございます。以下にお

伺いいたしたい。 

 まず、町長在任中に取り組まれたこと、ま

た現に取り組まれていること、そしてなし遂

げられたこと、失礼をお許しいただき、なし

遂げられなかったことがあるなら、それにつ

いて理由があるなら、その理由も含めて、ま

たこれからの太子町はどうあるべきか、ある

べき姿について伺うものであります。 

 最後に、ご自身太子町長としての12年間の

思いをお話しいただきたい。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 福井議員さんのご質問

にお答えしたいと思います。 

 本当に振り返ってみますと、平成12年６

月、前大村町長の急逝というようなことがご

ざいまして、急遽その後を継がさせていただ

きました。当時は地域社会を取り巻く環境、

本当に大きく変動しておりました。 

 少子・高齢化の進行、また犯罪の低年齢

化、住民生活の多様化、そうしたさまざまな

問題に直面した時期だなという思いがいたし

ております。 

 そうした中で、端的に言えば、早くも３期

12年が終了しようとしてるんだなという感覚

でおるところでございますが、地方分権がど

んどん進む中、また財政状況、各自治体も非

常に厳しい状況が今現在でも続いている現状

でございます。 

 そうした中、私、公約等は上げさせていた

だきました。おおむね皆さんのご協力、ご支

援を得まして、なし得たんではないかなとい

う思いがいたしております。 

 その中でも一番うれしかったと申します

か、感動を覚えましたのが、平成18年に開催

されました国民体育大会、兵庫のじぎく大

会、当初お受けし、開催するまでの間、本当

にこの太子町で国体が本大会が開催できるん

だろうかどうだろうかという心配は物すごく

自分自身持っておりました。 

 しかし、逆に地域の皆さん方、また関係各

位のご支援を得まして、振り返ってみます

と、盛会裏のうちに立派に大会を成功の道へ

と引っ張っていってくださったなという思い

がいたしております。 

 その中でも一番にまだ残っておりますこと

は、今現在も続いております太子町でのボラ

ンティア活動、あの大会ではいろんな分野で

ボランティアの皆さんが活動してくださいま

した。 

 そうした中で、その活動を今現在にも引き

継いでいただき、そうした輪が大きく広がっ

ているというのは、これは心配しておりまし

たのじぎく兵庫国体、男子ラグビーフットボ

ール、このウエートが大きく寄与したんでは

ないかと、このように思っております。本当

に関係していただきました関係の皆さん方に

厚く御礼を申し上げさせていただきます。 

 そうした中で、特に財政面、逆に振り返っ

てみますと、私、公約はさせていただきまし

たが、大きなことはようしないだろうという

ところで、町長在職中は何もしなかった町長

ということが振り返ると言えるんではないだ

ろうかなという思いでスタートラインに着か

させていただきました。 

 しかし、公約をいろいろな面でさせていた

だきましたが、これだけ早い年月が過ぎてい

こうとは、まさか思っておりませんでした。

その年度年度によって新しい展望もとらまえ

てきております。 

 ハード面はできるだけ差し控え、行財政改

革に重点を置いて取り組んでいこうという思

いで、この職につかせていただきました。当

初は３次の行財政改革大綱等々で約108項目

の課題を上げまして、それぞれ精査し、省け

るものは極力省いていこうという取り組みで

進めさせていただきました。 

 特に当初、17年から19年、約12億円の削減

の効果があらわれたんではないかなと、また

第４次、20年から24年、これはまだ現在も進

行中でございますが、約20億円を見込みとし

て掲げさせていただいております。その中身
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は、やはりこれは町長としての職務だけでは

なくして、やはり町民の皆さんにご協力願

い、そして議会の皆様方の、議員の皆様方の

ご支援もいただきながらなし遂げられたんで

はないかなという思いがいたしております。 

 特にハード面では老原浄水の高度水処理施

設、そして今、上水の関係では立岡山の北配

水池の整備にかかっております。いろいろと

この件に関しましても議論なされましたが、

私は、生活に関しては水は一番必要なもので

ある、ライフライン、それから道路関係等に

つきましても、できるなら整備していきたい

と。 

 先ほど来、子供たちの安全・安心の道路施

設等々が言われておりますが、ハード面で対

応しようすれば、なかなか簡単に取り組める

ものではないと、このように思い、今整備を

させていただいておりますのは、重点を置き

まして、沖代線の歩道整備に当たらせていた

だいております。 

 そうした中で、いよいよこれから懸案にな

っておりました太子御津線、特に茶ノ木踏切

の改修にいよいよ取りかかれる運びになって

きていると、このように考えております。 

 しかし、その裏では、ただ改良したから事

故が減る、そうでも一概にそれが言えるもん

ではございません。やはりそこを利用する皆

さん方、十分に交通ルール、また子供さん方

にとっては登下校の注意等々も喚起していた

だきながら対応していかなければいけないと

思っております。 

 先ほど来、質問でちょうだいいたしており

ますように、交通ルールの研修等は、これは

もう一回だけじゃなくして、その都度、その

都度対応しなければいけないなと、このよう

に思っております。 

 そして、学校教育施設の耐震補強制度、こ

の件に関しましても、それぞれの施設が防災

の関係で避難場所にも設定されております。

いよいよ今年度末をもって、そうした学校教

育施設におきましてはすべて完了できるとい

うのも、これはありがたかったなという思い

でございます。 

 そして、当初から続行されておりました生

活環境整備、公共下水道の関係でございます

が、これも99.9％、あとわずかの合併浄化槽

の対応の箇所が残っているんではないかな

と、このように思っておりますが、もうこれ

もほぼ完了させていただいたと、このように

思っております。 

 また、先ほど来の議員さんの質問でも答弁

いたしましたように、幼稚園の統合、そして

新たなその施設を使っての利用、これもちゃ

んとしたレールに乗せられたんではないだろ

うかという思いがしているところでございま

す。 

 振り返ればいろいろあろうと思います。余

すところあと２カ月ございますが、この第３

期の12年の締めとして、あと２カ月を立派に

きっちりと対応していきたいと、このように

考えております。 

 ここで申し上げておきます。今まで３期

12年、町民の皆さん、また議員の皆さん方、

多数の皆さんに温かいご支援、ご指導を賜り

ながら、こうして重責を果たせられたのも、

ご支援、ご協力のおかげであると厚く御礼申

し上げたいと思います。 

 次期の町長選挙には、私自身けじめをつけ

て不出馬ということで、ご理解をお願いした

いと思います。 

 今、町民の皆さん、あと庁舎建設が残って

るじゃないかという、いろいろと電話等での

対応がございますが、私は、底地が確保でき

たというのは大きな太子町にとっては前進で

あろうと、底地が確保できれば、あとは上屋

も、それも既に基本計画案が作成され、これ

から基本設計、実施設計に向けて取り組もう

というところで、今対応をさせていただいて

おります。 

 いろいろ議員のほうからも質問ちょうだい

いたしておりますが、基本計画ではなかなか

どういうものであるかというのは鮮明にはあ

らわれません。基本計画がある程度できます

れば、町民の皆様にももっともっとわかって
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いただけるような説明ができるんではないか

なと、このように考えております。 

 これからまだまだ太子町も発展していかな

ければいけない町でございますので、後任に

その道をしっかりとやっていただくように託

して、私は退任をさせていただきたいと思い

ます。 

 しかし、あと２カ月、こうした時世、何が

発生するかもわかりません。どうか皆さん方

の最後の最後までの温かいご支援、ご指導を

切にお願い申し上げまして、長くなりました

んですが、答弁とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 町長、ありがとうございま

した。よくぞ言っていただきました。本当に

３期12年、長かっただろうと思います。一心

に責めを負っての12年、これはどなたにでも

かなたにでもできるものではありません。本

当によく頑張っていただきました。 

 そして、ただいま不出馬という表明をいた

だき、この不肖福井輝昭、しっかと今のお話

を承り、決意を承った、それはしっかと胸に

受けとめさせていただきます。本当にご苦労

さまでございます。 

 本当に十年一昔という言葉がよく使われま

すが、ただいま町長のほうより３期12年目と

いうふうなお言葉もありました。本当に10年

を超えての12年、その間には私もいろんなこ

とがあり、また当然町長にもいろんなことが

あったろうと思います。この10年というのは

本当に実に深く、重く、本当に大きな12年で

ございました。 

 先ほど町長のお話にもありましたが、大村

前太子町長、また私のおやじも先輩となろう

かと思います。また、多くの先輩方が、首藤

君、本当に長い間、この太子町を背負ってや

ってくれたなと、ありがとう、ご苦労さん

と、きっとそう言っておることと思います。

がしかし、最も町長のことを気遣われていた

のは奥様であり、またご両親様であったろう

と思います。本当にお疲れさんと言っておら

れることだろうと思います。 

 12年という長き、今本当に一つの区切りと

して、私のほうより改めて本当に長い間ご苦

労さまでした。ありがとうございます。 

 そして、まだ２カ月、これ任期満了までご

ざいますが、どうか私たちのために精いっぱ

いお務めいただきたいなと、そう申し上げま

して、私の質問とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 失礼をいたします。３番

藤澤元之介、通告に従いまして一般質問を行

います。 

 ２件ありますけど、まず１件目ですが、現

在の窓口業務のあり方、ソフト面になるんで

すけども、業務の運用面について、気になる

点が２点ほどありますので、お尋ねしたいと

思います。 

 まず、１点目ですけども、当然のことです

が、現在の役場庁舎は老朽化し、使い勝手も

悪く、特に老若男女、いろんな方々が庁舎を

訪れるところですが、その中での窓口業務の

あり方についてでございます。 

 ワンストップサービスあるいはノンストッ

プサービスといった窓口対応の仕方一つで、

住民の皆さんが何種類か重複した要件を一度

にスムーズに済ませることができる体制、こ

のことをいかに工夫してうまくこなせるかが

大きなポイントであると思います。そのあた

りのまずは基本的な姿勢をお聞かせ願いたい

と思います。 

 続きまして、２点目ですけども、実際に私

も見たり聞いたりしたことがありますけど

も、大都市の市役所のみならず、小さい役所

でも、正面玄関を入るとフロアマネジャーと

でもいうのでしょうか、総合案内、受け付け

をする人が配置をされております。笑顔で訪

れる人を出迎え、丁寧に案内する、そのよう

な職員を配置するだけでも随分と役場のイメ

ージが明るく、また気持ちのよいものになる
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と思っております。 

 現在その点について、今後あるいは現状で

も結構です。どのように取り組んでいくの

か、また具体的な改善策、あるいは現段階で

答えられる範囲で結構ですので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） お答えをいたしま

す。 

 まず、１点目でございますが、ご指摘のと

おり、現状の行政サービスは、種類や管轄に

よってサービスの提供窓口が異なったり、ま

た目的の申請窓口がわかりにくいといったよ

うな話、またこの狭い庁舎の中で複数の窓口

を回らなければならないといったような不便

な状況にあります。 

 こうした住民の皆様から見た不満にこたえ

る方策としてワンストップ行政サービスを導

入し、住民の皆さんが求めるサービス、利便

性に配慮したサービスを提供したいと考えて

おりますが、何せこの狭隘な今の庁舎でござ

いますんで、ちょっと厳しいかなという反省

点含めまして、そういう思いでおります。 

 それから、２点目でございますが、総合案

内のような一元化された窓口で、あらゆる相

談手続に対応できるなど、住民の皆さんが要

件ごとに別の窓口に出向く必要ができるだけ

ないようにするなど、弱者への支援という観

点からも総合案内のような窓口を設置する必

要があると考えております。 

 過去にはベテラン職員が正面玄関入ったと

ころに総合窓口案内とまでは申しませんけれ

ども、ちょっと窓口の紹介をしたり、案内す

る職員がいたんですが、なかなかそれもこれ

だけ行政内部でも複雑な情報がはんらんして

おりますので、なかなかそういった職員を１

人置くだけでは対応し切れなかった部分もご

ざいます。 

 そういった反省点も含めまして、今後また

いろいろ考えてみたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（佐野芳彦） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 なかなかの現状で、人の

配置も含めてという部分なんですけども、ぜ

ひ兼務という非常にご負担はかかるかと思い

ますけども、そういった対応策も含めて、最

終的には子供から高齢者までいろんな方々す

べての人に快適な環境を提供できる、より人

に優しい庁舎の運営を目指してほしいと、こ

れはちょっと要望になってしまいましたけど

も、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、大きな２件目に入ります。 

 防災体制についてなんですけども、午前中

も一部重複する部分があるんですけども、昨

年は東日本大震災や９月の台風など、災害が

全国各地で本当に甚大な被害が発生し、今後

太子町においても、災害が発生する可能性が

全くないとは言い切れません。いつ、どこで

発生するかわからない災害に対して対策を講

じていくことはなかなか内部では大変だとは

思いますけども、気になる点が現状２点あり

ますので、お尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目、太子町の防災対策に取り組む

上で想定している災害はどのようなものがあ

りますか。また、それは住民に対して周知を

されているのかお聞きします。 

 それから、続きまして２点目、防災対策と

して災害支援の協定や、今年の３月にはたい

し安全安心ネットを開始されていますが、今

後さらに取り組まれる対策についてお聞きし

たいと思います。 

 以上です。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） きょうが月曜日で

すから、つい本当おとついぐらいの新聞でし

たか、兵庫県が大きな災害、兵庫県で起こっ

た場合の死者の想定数なんかを発表しており

ましたが、それの資料はまだ新聞発表でしか

わかりませんので、それまでの資料でお答え

しますと、太子町におきましては、昭和51年

の大津茂川の決壊による浸水被害以降は大き

な災害は発生しておりません。 

 日本全国どこにも安全な場所はないとされ
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ており、太子町においても想定される被害は

あります。 

 まず、地震についてですが、兵庫県防災会

議、地震災害対策計画専門委員会が、少し古

いんですが、平成25年５月に発表した資料で

は、山崎断層帯による地震で最大震度７、

30年の発生確率が0.03％から５％までの範

囲、東南海・南海地震で最大震度６弱で、

30年間の発生確率が60％となっております。

また、内閣府が23年12月に発表した東海・東

南海・南海地震の中間報告でも震度６弱とな

っております。津波の影響はないものとされ

ておりますが、現在も検証が続けられており

ます。いずれの地震も土砂災害や液状化によ

る被害も発生するおそれがあります。 

 次に、水害ですが、記録的な豪雨が発生し

た場合の国、県の洪水想定のシミュレーショ

ンにより大津茂川と林田川、これは大津茂川

は県、林田川は国でございますが、決壊によ

る浸水被害が想定されており、万が一、堤防

の決壊が発生した場合には、甚大な被害が発

生すると思われます。また、河川の決壊がな

い場合でも、町内各所での床上、床下の浸水

被害、土砂崩れなどの土砂災害が発生すると

考えております。 

 その他の災害といたしましては、本当に今

は何が起こるかわかりませんが、竜巻、落

雷、突風などの可能性もあるというふうに考

えております。 

 しかし、これらはあくまでも想定でござい

ます。これ以上やこれ以下となる可能性はあ

ると思っております。 

 また、住民への周知でございますが、大津

茂川と林田川の洪水や土砂災害につきまして

は、太子町洪水ハザードマップとして全戸配

布を行い、転入者への配布やホームページの

掲載など周知を図っております。 

 続きまして、防災たいし安全安心ネットに

つきましては、今年の３月に開始しましたん

ですが、少しでも多くの方に登録していただ

けるようなさまざまな機会を活用して、ＰＲ

を行っていきたいと思っております。 

 さらには、東日本大震災などの教訓とし

て、大規模な災害時には町のみでの災害対応

は困難でございますので、他の公共団体や民

間団体との協定の締結についての事例を参考

に、今後も協定の締結を進めたいというふう

に思っております。 

 また、ついせんだって５月29日に設立され

ました播磨広域連携協議会の７市８町の中で

播磨広域防災連携協定を締結したところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 どうもありがとうござい

ます。 

 防災という部分で関連して、もう一点ちょ

っと確認をしたいんですけども、デジタル防

災無線あるいは衛星通信機器などの災害時通

信インフラの整備が非常に今後重要であり、

緊急情報をいかに住民に迅速に、かつ的確に

伝達する手段として、こういったことは非常

に有効であると思われます。 

 防災無線以外の災害情報伝達手段、例えば

ケーブルテレビだとか有線放送、あるいはオ

フトーク通信、コミュニティーＦＭ放送等、

あらゆる施設や設備の手段というか確保、緊

急時にも対応できるような回線の確保が必要

であると思われますが、太子町においても今

後プラスアルファでの何か取り組まれる対策

があれば、お聞きしたいと思いますけども、

よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 確かに山間部のほ

うでは、小さな町村ではケーブルテレビだと

か有線放送、こういったものも私ども実際見

たこともありますし、聞いたこともございま

すが、今防災無線以外にと言われたんです

が、やっぱり今当面の目標は、消防の西播磨

の広域化の関係もあるんですが、それとは別

に単独の町としてたつの市並みの防災無線の

整備が一番現実的で、費用の面はこの時点で

は別にしまして、一番現実的な面では防災無

線を町内何カ所かに設置したほうが、より現



－67－ 

実的な対応かなというふうに思います。 

 詳細については、今後防災計画の中で、ま

たどんだけ話を煮詰めていくかによるんです

が、今後プラスアルファの取り組まれる対策

というご質問につきましては、やはり現実的

な防災無線の整備ということが上げられると

今現在では思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 最後に、本当に丁寧か

つ、あるいは明快に答弁いただき、ありがと

うございました。 

 窓口業務のあり方、あるいは防災体制につ

いても、やはり相対的には対応できる職員あ

るいは我々も含めての人間力が決め手である

と思います。 

 これからは住民に優しい開かれた庁舎、あ

るいは臨機応変に対応できる防災体制の構築

に向け、我々も含め、住民も含め、町当局の

人も含めて、お互いに役割分担を明確にし、

安全・安心なまちづくりの運営になるよう、

よろしくお願いをいたします。 

 以上で私の一般質問を終了させていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で藤澤元之介議員

の一般質問は終わりました。 

 次、中井政喜議員。 

○中井政喜議員 失礼します。久しぶりの一

般質問なんで、少々緊張しております。 

 それでは、早速ですが、既に当局には事前

に２点の質問事項を届けておりますので、明

快な解答と前向きな回答をいただきますこと

を期待して一般質問をいたします。 

 さて、太子町住民の強い要望を受けて、太

子町の環境センターと一体設備として、町内

の家庭から出るごみをその処分場として焼却

炉処理設備が建設されて、稼働を始めたのは

昭和51年７月26日であります。 

 しかしながら、この焼却炉は設備的にダイ

オキシン等、公害有機物の処理能力に問題が

あり、年々厳しくなる国の公害防止法に抵触

する懸念が生じたため、平成９年４月１日に

休止せざるを得なくなりました。 

 約21年間にわたる町内の環境センターとご

み焼却炉は、その設備を終えたのでありま

す。そして、太子町から出た家庭ごみのすべ

ては、たつの市揖西町前地の揖龍クリーンセ

ンターで処理されることとなりました。 

 さて、その休止後の旧環境センターは、約

15年間、手つかずの状態であります。 

 そこで、太子町旧環境センターの施設及び

周辺環境のあり方についてお尋ねをします。 

 まず１つ目は、旧環境センター内、南北の

建屋とともに老朽化が顕著に見受けられま

す。今後の措置をお尋ねします。 

 ２点目は、焼却炉の煙突約30メーターにク

ラックが入っているんです。これが非常に見

た感じでは、私は施設の中に入って見たわけ

ではございませんけども、山のすそ野からそ

の状態がはっきりと見えます。これは地震と

か、あるいはそういった大きな災害が出た場

合には倒壊する危険を非常に懸念するわけで

ございます。早く解体撤去を計画してはいか

がかということをお尋ねします。 

 ３点目は、旧環境センター周辺に防犯灯の

設備をお願いしたい。私も、ちょっと見落と

したんですけれども、あるのはあるんです、

防犯灯は。ところが、もう腐食してしもうて

全くその機能を果たしていません。特に柳池

に面しているために、夜の宵やみに乗じてこ

の柳池に不法投棄がされてると、こういった

現状でございます。当局もご存じかと思いま

すけども、当然のことながら以前から不法投

棄を禁止するという立て看板も設けておられ

るのも私も感じております。確認しておりま

す。 

 今後とも、この防止策を何とかより改善で

きないかということをお願いしたいんです

が、以上、答弁よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、旧

環境センター内の建屋並びに煙突の早期の解

体撤去を計画されたいが、いかがかというご

質問ですが、現在旧環境センター内には焼却



－68－ 

施設と管理施設の大きく二棟の施設がござい

ます。ともに構造は鉄骨づくりで、外壁は軽

量気泡コンクリートパネル、ＡＬＣ板で構成

された、比較的軽量の建築物でございます。 

 操業してからも最低限の維持保全には努め

ており、老朽化は進んでおりますが、主要構

造部につきましては健全であり、倒壊するお

それのある建築物には該当しないものと考え

ております。 

 中・長期的には、総合公園事業の進捗に合

わせながら一体的な環境整備の推進に努めて

まいりたいと考えております。 

 また、煙突につきましては、工法による構

造物の強度の低下が見られ、過去に一度外部

補修を施しておりますが、できる限り早期の

解体が望ましいことは十分に認識しておりま

す。 

 煙突解体は焼却炉の建屋解体と同時解体の

必要性があり、焼却施設解体につきまして

は、解体工法の選定や交付金制度の検討な

ど、多角的な視点からの検討が求められてお

り、今後も早期の解体を目指しまして、継続

して検討を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） ３点目の防犯

灯の件でございますが、旧環境センター周辺

の防犯灯設置につきましては、日常通行され

る車、歩行者及び自転車等の交通量がかなり

少なくなってます。現時点では池周辺防犯対

策として設置する箇所ではないというふうに

考えております。 

 不法投棄につきましても、ごみのポイ捨て

等につきましては、自治会、老人クラブ連合

会、また婦人会、商工会、各種団体と協力し

て、毎年本町では12月の第１日曜日に全町ク

リーン作戦ということで、昨年ですか、28年

目を迎えております。一方では、小規模では

ありますが、心ない者による不法投棄がある

事実も認識しております。 

 こういった全町クリーン作戦を踏まえまし

て、道路、河川、池に限らず、町全体をきれ

いにすることによりまして、ごみを捨てられ

ない環境づくりを目指し、たつの警察署や県

民局、関係団体と連携を図りながら不法投棄

の立て看板設置や広報紙、ホームページによ

ります不法投棄防止の意識啓発に努めていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ただいま説明を受けたわけ

ですけども、いま一度ちょっと確認をしたい

んですけども、部長から旧環境センターの建

物の件でお答えいただいたんですけども、今

現在北側の建屋では月２回、いずみ会の料理

教室が開かれてるというふうに聞いておりま

す。 

 その中で、その方にちょっと聞くんですけ

れども、建屋の中にもかなりひび割れ等、ク

ラックが入ってる部分があったりして、かな

り老朽化が進んでいるというのも聞いており

ます。今後、恐らく手を加えられることはほ

ぼないと思います。そういう中で、煙突を含

めて解体は一緒にしたいというようなことも

聞いております。 

 長年こうした機能しない焼却炉は、早い時

点でどこかでけじめをつけなければならない

んではないかと。どうしても新しい設備をつ

くるときには、皆さんかなり注目されるんで

すけれども、もう要らなくなったような設備

でございますので、どこかでけじめをつけら

れて、されるのはいかがかなと思います。 

 近隣のところでも、全部とは言いませんけ

れども、こういった焼却処理設備は解体し、

撤去されているようにも聞いております。そ

ういう中で、どこかでめどとしてそういっ

た、お金が要るのは当然のことながら、これ

は最後の締めとしてされることはぜひ望みた

いと思います。 

 当然のことながら、するにはお金が要りま

す。少なくともどの程度の費用がかかるの

か、概略で結構ですから、ちょっと聞きたい

なと思います。 
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 それと、もう一点は防犯灯の関係ですけど

も、はっきり言いまして私も、隣に打ちっ放

しのゴルフ場があります。あそこは夜も10時

ぐらいまで大きな水銀灯がついて、少し明か

りがそちらまで届くんですけども、10時以降

になりますと、全くの暗やみでございまし

て、あの道路は山越えの松ケ下に抜ける道路

でございまして、私も一遍どんな感じかなと

思って車で通過したんですけども、とてもじ

ゃないが通れません。背筋がぞっとします。

だから、不審者がいて、そこで何かとめられ

たら災害に巻き込まれるかなというような状

態でございます。 

 近隣の人は多分通ってられないと思います

けれども、やっぱり明かりぐらいはどこかつ

ける必要があるんではないかなというふうに

思ってますけども、１カ所ぐらい旧環境セン

ターの近辺にいま一度明かりをつけていただ

いたらいかがかなと、このように思うんです

けども、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 旧環境センターの関係

でお答えさせていただきます。 

 もうこれはご承知のとおり、役目は果たし

た施設でございます。解体に当たりまして

も、これは相当の経費が必要になってきま

す。今までいろいろとごみの焼却に寄与した

施設でございますので、公害関係等々の処置

もやらないといけない。周辺の土壌等々の検

査、調査等は済ませて、大丈夫だという結論

が得られておりますが、実際使っておりまし

た焼却炉、そうしたものはやはりそういうも

のが含まれてると。 

 だから、今煙突が危ないということで、煙

突だけというのは膨大な経費がかかってきま

す。一体で私はやろうというところで、そう

した県内にもたくさんございます。まだ放置

されたなりというところで、国のほうの要望

も県の町村会として今まで要望をしてきてお

ります。取り組みもどうしてもというときに

なれば、私が手をつけるべきだという思いが

いたしております。 

 そうした中、当初計算しましたら３億円出

ておりました、解体だけに。投棄の経費等々

も相当かかってきますので、３億円強の経費

がかかる。しかし、だんだんと削減されてき

まして、１億円から２億円の間でできるんで

はないだろうかなという試算もされておりま

す。しかし、億の予算でございますので、そ

こら先ほど部長から答弁しましたように、何

かのものと補助なり、いただけるものをかみ

合せて、そうしたものに手をつけていきたい

なというところで、また国のほうにも要望を

重ねていきたいなと、このように思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ただいま町長から数字の面

も、解体の費用の面もご説明いただいたわけ

ですけども、私だけじゃなしに、当局も十分

承知をしておられますので、それは遠からず

処理されるということで、予算の関係もござ

いますので、これ以上は私も詰めませんけど

も、できることなら早々にやっていただきた

いなということだけ要望を上げて、この件に

つきましては終わります。 

 それと、先ほど旧環境センターの防犯灯の

関係は、もう全く手をつけられないんでしょ

うか。そこだけ確認したいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 防犯灯の関係

でございますが、以前、池から松ケ下自治会

へ抜ける道路の中腹に不法投棄がございまし

て、その都度、地域住民の皆さんと一緒に処

理をした経緯もございます。 

 たつの警察、県民局とも話し合いながら、

地元も話し合いました。あの辺が議員おっし

ゃられたように、夜は通行されてないです。

明かりをつけることによって、またその道先

案内みたいな形になってきますので、当分の

間つけないで、看板を設置しようということ

で、今県、町と５枚つけております。 

 それと、見られてご存じだと思うんですけ

ども、模擬鳥居の不法投棄看板、あれがよく
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一般的に効くらしいんですけども、そういっ

た看板も取りつけております。 

 今後とも、たつの警察と県民局にも監視員

もございますので、そういった方々と相談し

ながら不法投棄の啓発に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 交通量の関係につきまして

も、地元と相談をされたということでござい

ます。その辺もちょっと私も確認してみまし

た関係で、それはそれで結構です。それとあ

わせて、ただいま不法投棄の件、また警察の

ほうと協議されるということで、できること

なら少しでも改善できるようにしていきたい

なと思いますので、不法投棄につきましては

再度気を緩めますとそれがエスカレートする

というのは、過去の例にもありますので、そ

の辺はぜひ注視をしていただいて、この件に

ついては。 

○議長（佐野芳彦） 中井議員、ちょっと待

ってください。 

 ちょっと暫時休憩します。 

（休憩 午後２時11分） 

（再開 午後２時13分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 引き続き中井議員、一般質問をお願いしま

す。 

○中井政喜議員 どうも録音機のほうが調子

が悪いということなんで、次は短目に質問し

ますけども。 

 昨年の東日本大震災で福島第一原子力発電

所が爆発事故、その後、放射能汚染による被

害が福島県にも今なお多大な悪影響が出る。

また、放射能汚染している瓦れき処分に国は

苦慮しているのが実情であります。 

 あわせて全国に50基ある原子力発電が国の

原子力政策によって、５月５日以降、すべて

が休止状態になっておるわけでございます。 

 関西圏へ電力供給している関西電力もこの

状況のもと、電力供給量が激減し、15％の電

力使用量削減が求められているということ

は、皆さんもご存じのように新聞紙上等でも

報道されております。また一方で、電力の使

用料金の値上げも今後想定されるわけでござ

います。 

 よって、１点目には、町内公共施設で昨年

以上の節電に取り組む必要があると私は思っ

ておりますが、具体的な取り組み姿勢をお聞

かせいただきたいと思います。 

 ２点目は、節電対策で今非常に脚光を浴び

ておりますＬＥＤ照明器具を導入してはいか

がですかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

 私は、何も電気メーカーの回し者ではござ

いません。これだけは、はっきり言うときま

すけども、そういう中で、今次これからも発

電所の関係以前に、やっぱり節電ということ

は非常に大事なことかと思いますんで、そう

いったことも含めまして、ＬＥＤ器具を当町

としては導入される考えはあるのかというこ

とをお尋ねします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 関電さんの節電要

請を受けまして、７月２日から９月７日まで

を重点実施期間として節電対策に取り組むこ

とといたしております。近々、役場内の節電

対策実施について通知をする予定でございま

す。 

 エアコンは、設定温度を28度に設定する対

策、また電気は間引き電灯、昼休み消灯等の

照明対策、節電モード設定等によるコピー

機、ＯＡ機器対策、その他定時退庁の促進、

昨年の夏と同じような対策をやりまして、よ

り一層の徹底を図りたいというふうに考えて

おります。 

 また、意識の高揚効果を期待して、昨年よ

り開始時期を早めて５月14日からクールビズ

キャンペーンを実施しているところでござい

ます。これからも節電対策を徹底していきた

いというふうに考えております。 

 それから、ＬＥＤの関係でございますが、
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ＬＥＤ照明器具への交換も効果的ではあると

いうふうに思いますが、庁舎につきまして

は、新庁舎建設が計画されているところでも

あり、器具交換費用を考えると、この時期に

交換するのは現実的ではないというふうに考

えております。 

 庁舎以外では、ＬＥＤ照明器具の導入も十

分検討しているところでございますが、それ

ぞれの施設の照明器具の状態、また時期、交

換費用等を考慮しながら個々に検討していき

たいというふうに思っております。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 どうもありがとうございま

す。 

 昨年と同様にクールビズとか、あるいはエ

アコンの温度設定を28度に保つということ

で、それぞれに節電効果を続けるということ

でお聞きしましたんですけども、それはそれ

で頑張っていただきたいと思います。 

 私も、会社勤めして40年間働いてきたんで

すけども、たまたま幸か不幸か、電気の仕事

に40年間携わってまいりました。こういった

関係で、一部共通する部分もあるんですけれ

ども、この電気の進歩といったら物すごい速

度ですごいなといつも思ってるんですけど

も、特に当時は照明については白熱電球また

は蛍光灯、水銀灯、またここで今に至っては

ＬＥＤが主力を占めております。ＬＥＤとい

うことは発光ダイオードということで、素子

を使って光らせてるわけですけども、その消

費電力はすごいものがございます。 

 そういうものは、ちょっと私も家の中で買

いたいなと思うんですけども、ランニングコ

ストが非常に高い、普通の器具に比べますと

２倍から2.5倍の器具の値段がしてまいりま

す。その中で、ところがこれに変えますと、

今の電気料から、１日平均８時間ないし10時

間使いますと、七、八年でその費用対効果は

出てまいります。ほとんどそれはクリアでき

る部分になってまいります。 

 そういった中で、これからは当然新庁舎の

建設されるわけでございます。その時点では

新庁舎のＬＥＤの照明等が当然入れられると

いうふうには期待はしております。 

 それはそれとして、私は１つ提案しておき

たいんですけれども、このＬＥＤ照明につき

ましては、特に歴史資料館とか、そういった

部分で節電にテスト的に一度検討されてはど

うかなというふうに私個人は思っておりま

す。 

 この庁舎につきましては、当然もう先が見

えてますんで、そこに投資するというのは私

やったって当然だめだと思いますし、その

辺、今後の照明器具等につきまして、またご

検討される考えはあるかだけお尋ねしたいと

思います。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 節電につきましては、

庁舎においては、昨年は20％強の節電率を達

成いたしております。しかしながら、文化会

館等々、ああしたところは利用料をもらって

のそうしたあれでございますので、クーラー

等々は要望があれば、入れないといけない、

そういうところがございますので、そこは余

り大きな期待はできないだろうと、このよう

に思っております。しかしながら、少しでも

節電に努力するように今後とも努めていきた

いと思います。 

 そしてまた、器具につきましては、やはり

今文化会館、新しい施設です。福祉会館、そ

うした学校等々においては順次考えていかな

ければいけないと、このように考えておりま

す。やはりこれは計画を立てて取り組みをし

ていきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 今後そういう検討の余地は

あるということで、町長からご説明を受けま

した。 

 私も、今兵庫県庁のほうのちょっとネット

で調べますと、既に21年、22年度はＬＥＤ照

明にどんどん切りかえておられます。太子町

でもぜひその方向で目線を向けていただきた

いと、こういうことでお願いして、一般質問
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終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中井政喜議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 10番、公明党、中島貞次で

ございます。通告に従いまして一般質問をさ

せていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 まず１点目は、ファシリティーマネジメン

トについて質問いたします。 

 財政運営の健全化に向けて、公共の施設、

建築物を一元管理することで長寿命化や運営

費の削減を目指すファシリティーマネジメン

トについて、太子町におけます実施状況につ

いてお尋ねします。 

 また、その実施によりまして各施設の修

繕、建てかえ計画などの情報を施設台帳等に

整理していると思いますが、そこから今後の

保全計画等があればお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） ファシリティーマ

ネジメントについてお答えさせていただきま

す。 

 ファシリティーマネジメントは、資産管

理、また資産活用などを経営的な観点で運営

し、維持するための総合的な管理手法でござ

いますけれども、都道府県、また都市の一部

で取り組まれていると聞いております。 

 その主な柱は、コスト削減、適正運用、資

産管理、新たな施設の運営手法であると思い

ます。 

 本町におきましては、ファシリティーマネ

ジメントを実施しておりませんが、これまで

も施設の建設等につきましては、財政状況が

悪化しないように、その規模、効果、将来負

担等を十分に考慮して実施しております。 

 また、効率的な管理運営としまして、先ほ

どもよく出てますけど幼稚園の統廃合、保育

所の転用など、いわゆる施設数も限られてお

りますので、常に施設全体をにらみながら、

その点検、見直しを行っております。 

 また、各施設の修繕につきましては、可能

な限り、その延命を図るべく維持管理を行

い、建てかえについては財政状況等を考慮

し、総合的な判断のもとで実施計画を定め、

実施していきたいと考えております。 

 今後とも、議員さんご指摘の点を踏まえま

して、施設全体に視点を添えて、適切で効果

的な管理、運営に努めたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 現在建てられている施設は

もう数十年たつということで、高度経済成長

期に建てられたのが大部分多いわけです。と

いうことは、その分老朽化が進んでいるとい

うことで、ところが高度経済成長期にはある

程度財政もよかった。ところが、現状は非常

に財政が厳しい状況である。いうことは、新

たな建てかえというのは非常に無理な面があ

るわけで、現在ある建物、公共施設を何とか

長寿命化させると、健全な状態で持っていこ

うということで、例えば、町には大体30近く

の、ちょっと数が間違ってたらごめんなさ

い、30近くの恐らく公共施設があるんだろう

と思います。公園を含めると多分30を超える

と思いますけども、その中で、今後に向け

て、要は、先ほど財政課長おっしゃいました

けども、経営的な観点からとらえていくとい

うことで、一つの、例えば公共施設、建物を

長期にわたって経済的なコストで、しかも品

質良好なファシリティー、ファシリティーと

いうのは施設ですけども、そして最少必要な

ものをタイムリーに提供する、この３つの目

標、バランスが大事なわけです。 

 ですから、今後も本庁舎は新しい庁舎に建

てかえるということでよくはなるんですけれ

ども、ほかの施設については、もう本日の一

般質問等で示されましたが、小学校、中学校

の耐震化は今年度で終了。ということは、あ

と残っているのは地区公民館とかの耐震化

で、何とか建物を寿命化させるという、延命

されるというか、いうことによって建てかえ

をせずに経費を抑えながら公共施設を維持し
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ていこうということでございますんで、今後

いろいろこれから社会的な状況が変わってい

くかと思いますけれども、特に１点だけ、長

寿命化に対して、この建物だけは改築せずに

何とか長寿命化できるであろうと、この建物

は恐らくは、幾ら長寿命化しても無理だろう

と、当然先ほど旧環境センターの話もありま

したけれども、いずれは近い将来、建てかえ

るかつぶすかしなければならないだろうとい

うふうな、そういう目安が財政課として考え

ておられるのかどうか質問をいたします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 一応施設、建物に

つきましては、建築年度等を調べて、大体平

均的な、いわゆる経過年数というのは台帳等

で調べております。 

 その中で、一番最も古いのは、今回庁舎建

設を目標にして、まず庁舎が43.1年経過して

おります。施設全体では、太子町の経過年数

は28.4ということで28歳というふうになって

おります。その中で、どれを残してどれを長

寿命化してどれを解体、例えば建てかえする

かというのは、それぞれの総合的な判断の中

で決めていきたいと考えておりますので、こ

こでどれを残す、どれを、例えば建てかえる

とかというようなことは今ではまだ、申し上

げられないと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 町の財産なんで、今後町の

財政との絡み合いで、運用面でしっかりとま

たやっていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、２つ目ですけども、電力の自

由化と節電対策についてお伺いいたします。 

 原発稼働が全国でゼロになりまして、今年

の夏は全国的に電力供給不足が予想されてお

ります。関西広域連合におきましても、関西

電力との話し合いで、福井県の大飯原発が稼

働する、しないで一時問題となりましたが、

再稼働容認といいますか、そういうふうな流

れにもなってきております。 

 しかし、現実問題といたしましても、再稼

働したとしても１カ月はどないしてもかかっ

てしまうわけで、現時点で、さあ再稼働とい

うてももう７月ピークになっていくわけで、

当然節電の対策はしなければいけないわけで

す。関西電力では15％不足というふうになっ

ておりますので、本庁としての節電の対策を

お伺いします。 

 また、近年電力の自由化が進み、電力供給

をここでは関西電力が今まででしたけども、

以外からも供給できます。本庁の供給の現状

をお尋ねしますと同時に、大阪府とほかでは

一般競争入札によりまして電力供給会社を決

めて経費削減を行っていますが、そういう考

え方はあるのかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 節電に関しまして

は、設定温度を28度に設定するなどのエアコ

ン対策、間引き点灯、昼休み消灯等の照明対

策、節電モード設定等によるコピー機、ＯＡ

機器の対策、その他、定時退庁の促進等、昨

年の夏同様に一層の徹底を図りたいというふ

うに考えております。 

 電力供給につきましては、本庁では関電か

ら供給を受けております。過去、入札により

供給会社を決定したことはございません。入

札による電力供給については、現在受けてい

る特約との比較、今後内容を勉強して、実際

に入札ができるのかどうかを検討していきた

いというふうに考えています。 

 なお、この辺は関電相生営業所管内になり

ますが、関電相生営業所管内で電気供給を入

札にしているところはないというふうに聞い

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 昨年同様、本庁におきまし

ても節電を実施するわけですけれども、その

節電の効果、実際に去年も節電をいたしまし

た。そのときに例年に比べて数字的に何％節

電できたのかを１点お尋ねいたします。 

 それから、先ほどありました電力の自由化
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なんですけれども、特に今は新電力と言われ

る事業者がおりまして、そのシェアは少ない

んですけれども、３％強の全国シェアで、関

西電力とか東京電力とか、その辺がどうして

も中心になっていくんですけれども、実際に

新電力を使って行って、どこでしたか、経済

産業省の庁舎で約1.8億円の契約ということ

で、削減額が160万円とか、埼玉新都心合同

庁舎、大きいところばっかりなんですけど

も、太子町とちょっと比べると現実が合わな

い場合がありますけれども、落札価格1.8億

円で約820万円、約４％減というふうになっ

ております。 

 世田谷の区役所なんかでも、小・中学校と

か合わせてごっつい施設111施設があるんで

すけれども、落札が約７億600万円で、削減

額4,400万円、値上げ後の東京電力料金と比

べて約5.9％減少したというふうになってい

て、大きいところばっかりなんで、実際に我

が太子町と比べてどうかというのはちょっと

比較はしにくいんですけれども、こういうふ

うにして金額の多少はあるけれども、新電

力、特定規模電気事業者との契約をしなが

ら、何とか経費を抑えているというところも

あるわけです。 

 ですから、現在のシェアは非常に少ないで

すけれども、今後検討をいただきたいなと思

いますんで、その辺の回答をよろしくお願い

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、節電の数字

ですが、昨年の夏の話でございます。おとと

しの夏と比べますと、役場庁舎では、パーセ

ントでいきますと、電気料が24％のマイナス

となっております。役場全体の施設では、電

気料が13.25％の節電というふうに実績とし

て残っております。 

 それから、新電力のシェアの問題とか、そ

れからまた安定供給、どのぐらい安定供給で

きるのかとか、そういった問題も今後いろい

ろ、もっともっと新電力のシェアが増えてま

いりますと、いろんな問題点、また逆にメリ

ットが、出てくるかと思われますので、太子

町は先頭を切って走ろうとは思っておりませ

ん。いろいろ先進地があって、そういうのを

勉強しながら、そういう時期が来ればまたそ

れに対応する方法もあるだろうということ

で、今現在は新電力につきましては、一切考

えておりません。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 新電力の場合に、この前ニュースで見ます

と、１点、余りにも大き過ぎた場合に電力が

供給できないケースが発生するという場合

は、すべて関電に任せて、そしてその分の差

額は新電力が支払うとかというような感じ

で、万一の場合は関電が供給をするというふ

うな体制にはなって、保証はあるらしいんで

すけれど、私もまだ詳しくは研究はしており

ませんが、そういうことです。 

 今後、世の中がどうなるかわかりません。

どうしても関西電力や中国電力や中部電力に

支配されていたそういうシェアが、自由化に

よりまして、またこれが、本庁について話を

していますが、家庭においても別に直接契約

をする必要はないとは聞いております。そう

いう意味で、ますます今後自由化が進むもの

と私は考えておりますので、またその節はよ

ろしくお願いをいたします。 

 ３点目ですけれども、ライフジャケットに

ついて質問をさせていただきます。 

 ライフジャケット、救命胴衣のことですけ

れども、ライフジャケット、救命胴衣は、法

律的に規制されている分野といいますのは、

要は船舶関係、そういう船関係の人、それか

ら漁業に携わる関係の人は、必ずライフジャ

ケットを着用しなければいけないということ

の法律があります。ところが、それ以外につ

いては別に特に規制はないわけです、決まり

はないわけです。 

 異常気象によります集中豪雨で、河川やた

め池等の増水など、危険な状況が近年各地で

起こっています。河川やため池等で水害に巻

き込まれた人に対して、消防団員等の救助で
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のライフジャケットの着用は不可欠と思いま

すが、本町での実態はどうなっていますか。 

 また、不測の事態も想定されますので、消

防団員の人も着用するべきではないか、当局

の見解をお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 消防団のライ

フジャケットの着用についてでございます

が、東日本大震災において津波による消防団

員の方々がたくさん犠牲となられました。全

国の消防団員の安全対策が必要と考えまし

て、国では消防団員の安全確保ということ

で、ライフジャケットなどの団員自身の生命

の安全に配慮する資機材の補助に取り組まれ

ております。昨年から取り組まれておりま

す。 

 このことは、東北地方に限らず、近隣の西

播磨各消防団においても津波が想定される地

域や、一級河川などのはんらんが想定される

自治体での取り組みに大きな動きとなってお

ります。 

 太子町では海岸に面しておりませんので、

特に津波対策を行う地域がないのと、今まで

まず震災、火災対策における初期消火用資機

材がまず先であるというふうなことで、消火

用ホースなどが主でありました。緊急に配備

する状況にありませんでしたが、今回、風水

害等における消防団活動のあり方や安全管理

など、ライフジャケットの必要性につきまし

て、消防団また常備消防と協議しながら、検

討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 太子町は、地形でいいます

と、東に大津茂川、西に林田川、水に関する

ものを言いますと、大きいといいますか、川

が２本、それから原新池と福井大池、ため池

が２つ、あとは用水路等々あるわけです。 

 例えば、稲美町なんかへ行きますとため池

が結構ありますんで、あそこはライフジャケ

ットがほんま要るんかなと、水遊び等で万が

一落ちたりとか、水見回りの中で着用する必

要があるんかなと。太子町の場合もそういう

面からいきますと、万が一に備えてやはり必

要性があるんではないかなと、そう思いま

す。 

 先ほど部長から言われましたけれども、

３・11東日本大震災の結果を受けまして、大

規模災害時における消防団活動のあり方等に

関する検討会の中間報告書の概要の中で、こ

れは消防庁の防災課の中で、東日本大震災に

おける教訓と消防団員の安全確保対策等の中

の２点目、津波災害時の消防団員の安全確保

対策の２点目、退避ルールの確立と津波災害

の消防団活動の明確化や、４点目、消防団の

装備及び教育訓練の充実の中でライフジャケ

ットの着用ということが盛り込まれておりま

す。 

 実際のところ、これは津波ということなん

で、南海・東南海地震が起きたときに、太子

町にどの程度の津波が川を上がってやってく

るかというのは、非常に、影響はさほど沿岸

部に比べては少ないと思いますけれども、ど

んな規模のどんな地震が起きるかわかりませ

んので、装備の必要、ぜひともよろしくお願

いしたいと思います。 

 ちなみに、これは和歌山県のみなべ町なん

ですけれども、これはもろに太平洋に面して

ますから、東南海地震の影響をもろに受ける

町なんですけれども、和歌山県みなべ町が大

雨による河川のはんらんや、東南海・南海地

震の津波などに備えて、町消防団、これ

298人いらっしゃるそうですけども、その全

団員にライフジャケット、救命胴衣を配備す

ることを決めた。25日に開かれた町議会の臨

時会に必要経費を盛り込んだ一般会計補正予

算案を提案し、可決された。 

 甚大な津波被害をもたらした東日本大震災

を受け、国が消防団員の安全確保のために設

けた補助制度を活用すると。昨年11月に成立

した国の第３次補正予算に盛り込まれた消防

団安全対策設備整備費補助金を活用するとい

うふうな、云々のことが書いてあって、ここ
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では町総務課によりますと、ライフジャケッ

ト300着のほか、ヘッドライト、拡声器、投

光器、発電機とか救命ボートとか、いろい

ろ、みなべ町ではこういうふうにやったとい

うことが報道されておるわけです。 

 ですから、今後、結構、先ほども言われま

したけれども、消防団にライフジャケットを

配備する動きは、特に沿岸部、太子町の場合

はどうしても中に入ってますんで、沿岸部を

中心に配備する動きが、広まってるというこ

となんで、ぜひともよろしくお願いいたしま

す。最後にもう一点だけ約束をお願いいたし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今、中島議員、和歌山

とか、そういう必要なところの例を挙げられ

て質問されておりますが、今本当に太子町の

消防関係で必要であるかどうか。やはり私

は、たつの消防では消防署としては必要であ

ろうと、このように思います。 

 太子町の消防団で本当に必要とするかどう

か、そこらは十分、消防団とも連携を図りた

いと、このように思いますが、しかし、いず

れにいたしましても、ああしたものも耐用年

数というのがあるんです。ずっと使えるもん

ではございません。そうしたところも考え合

わせて、今後は考えていきたいと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 ライフジャケットについては、常に点検整

備というか、それは必ずしなければいけない

というふうにネットでも載っておりますし、

数とか使い方等については、全員が全員とい

うわけには当然いかないわけで、それぞれの

部署に応じた、地域に応じた取り組みが必要

かなと思いますので、またよろしくお願いい

たします。 

 引き続きまして、４点目は学校の交通安全

教育についてお伺いをいたします。 

 近年、通学途中の交通事故や帰宅してから

の自転車事故など増加傾向にあります。小・

中学校における交通安全教育の実施状況を伺

います。 

 また、学校において図上教育を実施すべき

ではありませんか。子供たち同士で危険箇所

等、地図をかいて確認し合ってはどうです

か。 

 次に、自転車事故で子供たちが加害者にな

り、数千万円の被害を与えたことを報道され

ましたが、自転車でも一歩誤ると凶器にもな

るので、保険への加入を積極的に推進すべき

と考えますが、当局の考えをお尋ねいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 先ほどの首藤議員のと

ほぼ一緒なんで、その辺はよろしくお願いし

ます。 

 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 今も議長から言われましたように、複数の

議員さんからご質問をいただいておりますの

で、簡単に説明させていただきます。 

 学校においては、カリキュラムによって年

間行事を通じて交通安全に対する認識を深め

ているところでございます。例えば、警察等

は必ず呼んで交通安全教室を開催しておりま

す。そして、学年に応じて対応をしていると

ころでございます。 

 それから、ご指摘の図上教育の件ですが、

危険箇所の確認など、具体の場合の設定は交

通安全教育を行う上で、子供たちにとってわ

かりやすく効果的な方法と思われます。いず

れにしても小学生においては道路における危

険性を予測し、これを回避して安全に通行す

る意識及び能力を高めること。中学校におい

ては、自己の安全ばかりでなく、他の人々の

安全にも配慮できるようになることが重要で

あると考えております。 

 したがって、それぞれの発達段階に応じた

指導を定期的、計画的に図上教育等も含めて

工夫を凝らしながら実施することが大切であ

ると考えております。 

 そして、３点目の保険の件ですが、子供た
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ちを被害者にも加害者にもさせないを基本と

し、交通事故防止のために、家庭、学校、地

域の関係機関や団体等が一体となって、子供

の指導監督や環境の整備を行う必要があると

考えております。 

 学校においては、ＰＴＡの集会、保護者会

等の際に、学校が行っている安全指導につい

て理解と協力を求め、交通事故関係の報道等

について日常の話題として家族で話し合う機

会を設け、交通安全についてしつけを徹底し

ていただけるよう、保険加入なども含めて保

護者への啓発に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 特に太子町は交通安全推進に対して、顕

彰、交通死亡事故の発生、一定期間抑止また

は交通事故死者数及び交通事故件数減少をさ

せた市町に対して、交通安全対策委員会会

長、知事名で顕彰されました。しかも、本年

は引き続き交通安全対策の重点地域の指定

も、姫路市等と並んで受け、たつの市等一緒

になって受けております。 

 そういう意味で、交通安全を町民運動盛り

上げの中でやっていく。特に幼い小学校、中

学校を中心にやるというのが大事なわけです

けれども、その中で、まず１点お伺いしたい

のは、学校の中で子供たち同士で、例えば模

造紙でも、画用紙でもいいですから、通学路

等かいて、その中に危険箇所があるのかどう

か。ここは危ないな、ここは安全な場所だと

いうふうなところを、まずそういうことを実

際に教育をやるべきではないかと思うんです

が、それの状況についてまずお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 危険箇所等々は、小

学校においては特別活動等々で地区別活動と

いうのがございます。ですから、毎月１回は

各地区の遊び場または交通道路等々で、危な

かったところを集約して、それを夏休み等の

前に保護者会等で出しまして、それについて

保護者の協力を得ながら、遊び場所または危

険箇所等について検証し、より安全な生活を

送るように指導しているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 特に長期休暇になりますと

危ない可能性があるんですけれども、教育長

もご存じかもしれませんが、これは、東京都

が実施している新地域安全マップづくり作成

指導マニュアルというものです。これは東京

都のほうでそれぞれが学校の授業の中でマッ

プをつくって、ここは安全、ここはちょっと

危ないというのを、子供たち自身が作成す

る。子供たち自身が作成して地図をつくり上

げると。いわゆる図上訓練になるわけです。 

 これには、地図をつくるんですけれども、

実際に子供たちで見に行って、実地検証をし

て、ここは危ないなと、ここは安全だなとい

うふうにして、実地検証をしながら地域の安

全マップをつくっていくわけで、大人がつく

った大人目線でなしに、子供たちが見た子供

目線での安全マップなわけです。 

 ですから、例えばこの中でも、入りやすい

場所とか見えにくい場所、見られにくい場所

というのが犯罪が起こりやすい場所で危険な

場所。入りにくい場所で見えやすい場所は犯

罪が起こりにくいというふうな、そういう設

定をしながら、子供たちが考えながら、この

公園は大丈夫だと、この公園はちょっと物影

が多くてやばいなとかというふうなことを実

地に検証していくわけです。そういうふうな

ことが東京を中心に行われているわけです。 

 ですから、それが子供たちの安全意識の高

まりというか、それにもつながっていくと思

うんで、今後こういう学校の中でマップづく

りを進めていってはどうかと思うんですが、

その点についてお考えをお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） まさにそのような教

育は、総合的な教育の中に位置づけられると

思います。子供たちがみずから判断し、みず
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から行動し、みずから考えていくというよう

な、みずから自分たちが進んでやっていくと

いうようなものにかかわってくると思いま

す。子供たちが、危険であるというようなと

ころを、指導をされるんじゃなくて、みずか

らが行動していく、判断していく、考えてい

くというようなことが行われるんじゃなかろ

うかなと思います。 

 どこの学年でも、いつかその時代に応じ

て、危険と思えば総合的な学習の時間に、そ

の自分たちの住む地域の危険箇所、危険な場

所を調べて、総合的な時間の中の総括として

発表しているところでございます。 

 ですので、子供たちはその鋭い感性で危険

な箇所は感知していると思い、そしてそれを

みずからの判断で学習しているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ここに子供の意識が変わる

マップづくりの効果というのが載っとんです

けれども、その中で、マップづくりを実践し

た先生に伺いましたと。自分のことは自分で

守る意識が高まり、危険予測ができるように

なったということを書いておられました。 

 そういう意味で、自分のことは自分で守

る、そういう意識、それがやはり子供たちに

とっても大事なことだろうかなというふうに

して、非常に有効、効果があるというふうに

して、地域安全マップのことが書いてありま

したので、また検討をよろしくお願いいたし

ます。 

 それから、保険のことなんですけれども、

自転車の保険というのは案外見過ごされると

いうことで、最近はよく報道等によりまし

て、自転車の保険に入ったほうがいいですよ

ということが勧められております。 

 実際、大きな事故、たまにしか大きな事故

はないんですけれども、いざ事故が起きてみ

るとすごい被害金額になってしまう、加害者

になってしまうということで、これは東京で

起きた事件で、信号のない交差点で50代男性

の自転車が60歳の女性と衝突して、女性は左

大腿骨骨折で賠償命令が567万円。それか

ら、同じく東京で、信号を無視した37歳の男

性の自転車が、横断歩道歩行中の55歳女性と

衝突して女性が死んだ、5,438万円。大阪で

歩道上で無灯火の15歳男性の自転車が歩行中

の62歳男性と正面衝突して男性が死亡、

3,000万円。神戸地裁、自転車が、信号のな

い交差点を歩いて横断中の54歳女性と衝突、

女性は顔の骨や歯を折って1,239万円。 

 だから、自転車は危なくないと思っても、

いざ加害者になった場合にはすごい賠償金、

これは裁判で賠償命令が実際出ておるわけで

す。だから、えっ1,000万円も、2,000万円も

という、我々庶民の感覚では当然とてつもな

い金額なわけです。それを補うのが自転車の

保険なわけです。 

 保険の加入には民間で入る場合もあります

し、地域にあります自転車安全整備店に、整

備することによって、先ほども議論がありま

したＴＳマークを申請することによって、こ

れは自賠責、自動車でいう自賠責と一緒です

から、ＴＳマークを張ることによって強制保

険に入ることができるということで、実際そ

ういう自転車安全整備店というのはどこにあ

るんかと。 

 余り聞きなれない言葉ですから、隣のたつ

の市では、一応古いデータですけども16軒あ

りました。太子町ではほんならあるんかな

と、一番最後に載ってまして、名前を言うて

もええんですが５軒ありました。桑田サイク

ル、かのうサイクル、ちゃりんこ館かげや

ま、佐々木自転車店、湯口サイクル、この５

店が自転車安全整備店となっております。こ

れは平成23年12月現在です。 

 そういう意味で、だからこういう自転車安

全整備店で、常日ごろ自転車を安全整備しな

がら、１年１回、保険に入ることによって万

が一の事故にも対応はできる。高額になる事

故を起こすということは、よっぽど自転車運

転者自身が悪いんでしょうけれども、多少の

あれであれば、何とかこのＴＳマークの強制
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保険で補うことができるということです。 

 ですから、ＴＳマークは２種類ありまし

て、第１種ＴＳマークが青色で保障が

1,000万円、第２種ＴＳマークは赤色で

2,000万円というふうに、入院とかいろいろ

ほかあるんですけれども、そういうふうなこ

とになっておりますので、特に小・中学校で

自転車を買いかえとか乗りかえのときが一番

多いのが、特に小学校から中学校に上がる段

階のときの自転車を買いかえるときが一番、

自転車通学する人ですね、が一番多いと思う

んで、そういう時期なんかにぜひとも啓発を

してはどうかなと思います。 

 自転車整備は、別によそで買ったからとい

ってここではしてくれないということはあり

ません。ですから、あと姫路市内の大きな店

でいきますと、イオン大津とか、姫路リバー

シティーとか、それからムサシとか、そうい

うところでもちゃんとやってくれますんで、

その辺、一度学校の中できちっとした保険教

育といいますか、それをやってはどうかと思

うんですけども、それについて考え方をお伺

いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 自転車保険の

加入でございますが、先ほど議員おっしゃら

れました自転車整備店、自転車安全整備士が

自転車を点検整備して、道路交通法上も普通

自転車として確認をしたときに張れるＴＳマ

ークでございます。 

 これにつきましては、保険の加入はあくま

でも任意でありますので、自己責任の範囲の

中で加入啓発に努めたいというふうに考えて

おります。自転車を安全に利用してもらうた

めにも、知名度が低いＴＳマーク制度、たつ

の警察と連携しながら、広報紙等に情報提供

してまいる検討をしていきたいというふうに

考えます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。今

後ともＴＳマークの推進普及、よろしくお願

いします。 

 なお１点、ＴＳマークがついている自転車

であれば、どなたが運転しても保障の対象に

なりますので、その点はすごいことかなと。

車ではそういうわけにいきません。限定とか

いろいろありますから。自転車は、どなたが

運転してもＴＳマークがついていたらそれで

保険対象になります。その点だけは、大いに

何かの機会でアピールしていただいて、ぜひ

とも啓発促進をよろしくお願いいたします。 

 以上で終わらせていただきますが、特に安

全・安心のまち太子としては、交通安全、自

転車等の交通安全等にも最善の注意を払って

いただいて、これからもよろしくお願いいた

します。 

 以上で終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は３時15分とします。 

（休憩 午後３時02分） 

（再開 午後３時15分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、一般質問をさせ

ていただきます。 

 １、図書館の電算システム導入の進捗状況

は。 

 (1)現在の進捗状況は、(2)住民に親しまれ

る図書館とするため、図書館はどうあるべき

だと考えておられるか。(3)今回のシステム

化を(2)にどう生かすかについてお尋ねをい

たします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えいたしま

す。 

 まず１問目、現在の進捗状況でございま

す。 

 町立図書館に図書館システムを導入するた

めには、図書のデータベース化を行う必要が
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ございます。平成24年度は一般開架室の図書

を中心に約11万冊の図書をデータ化し、平成

25年度に電算システムを導入し、同年10月か

ら運用開始する予定でございます。 

 24年度に行うデータ化は、臨時職員を採用

し図書にバーコードを添付し、それぞれの図

書に付されている固有のＩＳＢＮナンバー、

国際標準図書番号というものですけれども、

それと結びつける作業を行う予定でございま

す。 

 さらに、この作業が済んだ図書にデータ会

社から購入したマークデータ、ＭＡＲＣデー

タ、これは書誌データを加えて図書のデータ

化は完了します。したがって、現在はこの購

入業者の選定に必要な仕様書の作成を行って

いるところです。10月から本格的に作業に入

ってまいります。 

 次、２番目です。 

 住民に親しまれる図書館とするためにとい

うことでございますけれども、住民の要望を

反映した、長く読み継がれる図書を収集し、

広く利用していただくために「広報たい

し」、町のホームページ、図書館報「書窓」

で、住民の皆さんがいち早く図書の情報を得

られるよう体制を整えます。 

 また、太子町の将来を担う子供たちが本に

親しんで育つよう、お話の時間、絵本の時間

の開催、保育所、幼稚園、学校、児童館訪問

などを積極的に行います。 

 さらに、ブックスタート事業への協力とし

ましては、本年４月、５月には、生後７ない

し８カ月の時点で実施される乳児相談のその

日に出向き、児童図書や絵本の紹介、啓発を

行っております。 

 問い３、今回のシステム化をどう生かすか

でございますけれども、図書館システムの導

入により、自宅から蔵書検索と予約ができる

ようになるため、今まで町立図書館に足を運

ばれなかった住民の皆さんが、図書館を利用

する機会を増大させる効果がございます。 

 さらに、先行してシステム化がなされてい

る大学や県立、市立の図書館を利用されてい

た方々が、本町の図書館を利用しようという

機運が生じてくると思われます。 

 また、来館者との対話を大切にしてきた太

子町図書館の特徴である暖かい雰囲気を保ち

つつ、貸し出しや返却の迅速化で司書に生ま

れる時間等の余裕を生かし、利用者との対話

に、従来に増して努めるとともに、サービス

向上や図書館の質を高めていきたいと考えて

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 何点かお尋ねを続けていた

しますが、他市町と太子町立図書館と外部と

のデータのリンクの予定はあるかないか。町

外の図書館との相互の情報交換ネットワーク

システムの構築は考えておられるかをお尋ね

いたします。 

 それから、カード目録はなくしてしまうの

か、といいますのは、カードを順番に開くこ

とによりまして調べるということが、従来の

図書館ではよくなされていることであるわけ

ですけれども、特にコンピューターを利用し

づらい方への配慮はどのようにしようと考え

ておられるのかをお尋ねいたします。 

 それから、住基カードの図書館利用を図っ

ているところも全国にはあるようであります

けれども、本町ではどのように貸し出しを行

うか。住基カードの利用者が現在太子町では

非常に少ない中、図書館の利用ですとか印鑑

登録等も併用した方法等考えられないか、も

しかすれば費用の点で難しいという面もある

のかもしれませんが、今後検討していただけ

ればどうかなと思うところでありますが、最

後のところは教育長だけの分野ではないの

で、お答えにくいかもしれないんですけれど

も、ご検討いただけるか程度のところはお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず１点目です。 

 他市町と太子町図書館との外部とのデータ

のリンクでございますけれども、兵庫県の県

立図書館がシステムを持っておりまして、そ
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れぞれ県内のシステム化の終わったところの

図書館はそのシステムに入ってまいります。 

 すると、最終的には全国のネットワークシ

ステムにつながっているわけで、全国の国民

から、それぞれから町立図書館の蔵書という

ものに対して予約等、蔵書の確認等ができる

という全国システムに入ることができます。 

 ２点目、カード目録、議員さんおっしゃっ

たように、カード式で蔵書目録を見ていくわ

けですけれども、それは今後は廃止をしよう

と考えております。そのかわり、窓口で一応

お客さんと対話しながら、コンピューターを

活用して、今までと同様、窓口で蔵書の検索

を、会話を続けながら、会話の中でする、窓

口でするという方式でございます。ですか

ら、カード目録と同じように、コンピュータ

ーを活用してお客様の要望にこたえていきた

いと考えております。 

 ３点目、住基カードのことですけれども、

議員さんもよくご存じで、印鑑登録のカード

とか、今回我々がつくろうとする図書館カー

ドとか、そういったもの、住基カードの多目

的利用という面があるんですけれども、それ

につきましては、ネットワークのシステムを

住基のほうのシステムを改善するということ

は大きな金額がかかりますので、今のところ

はそれは図書館カード独自のカードでやりた

いと考えておりますけれども、多目的利用と

いうのは、それぞれの自治体にとっては、や

はり永遠の課題であるということで、引き続

き検討していかなければならないと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 コンピューターを日ごろ使

われない方、結構おられると思いますので、

こういった方々に十分配慮していただいて、

今後やっていただくようお願いをいたしま

す。 

 また、住基カードにつきましても、今お答

えになるのは難しいと思いますが、ほかの部

署の部長もおられますので、また当局として

ご検討を今後いただけたらなという、要望だ

け言わせていただきます。 

 続きまして、２点目に行かせていただきま

す。 

 事業仕分けについて。 

 (1)本町では事業仕分けをどう行っている

か。本町では経常的な経費を一定割合でカッ

トするやり方をとってきました。そもそも事

業仕分けはシンクタンク、「構想日本」が地

方自治体を対象として、予算の無駄を明らか

にすることを目的に行ったのが最初でありま

す。 

 国や自治体が行っている事業を予算項目ご

と（事務レベルごと）にそもそも必要かどう

か。必要ならばどこがやるのか（官か民か、

国か地方か）について、外部の視点で公開の

場において担当職員と議論して、最終的に不

要、民間、国、都道府県、市町村などに仕分

けていく作業で、仕分け対象は一般会計、特

別会計の事業であります。 

 いわゆる事業仕分けは、当町においては行

っておりませんが、事業仕分けにかわるもの

を中・長期的に行っておられるかについてお

尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 本町におきまして

は、公開の場において外部の視点も入れなが

ら、それぞれの事業ごとに要否等を議論し、

判定していくパフォーマンスのような事業仕

分けは実施いたしておりません。予算の編成

におきましては、各事業ごと、目的ごとにこ

れまでの実績、実施計画への登載等を踏まえ

て、個別に予算要求限度額を事前に定め、予

算要求書を提出させ、総合的な観点から徹底

的に査定を行い、予算案を決定しておりま

す。 

 また、行政評価において個々の事務事業の

効果、内容、経費等について検証を行い、存

続、廃止、拡大、縮小等を判断し、実施計画

に反映しております。 

 また、中・長期的には、総合計画あるいは

実施計画等の中で、財政面も考慮しながら各
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課から意見を集約し、社会経済情勢の変化を

勘案しつつ、取捨選択をしているところでご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今部長のほうからは、パフ

ォーマンスのようなものはやっていないとい

うお答えであったわけでありますけれども、

このことが国レベルでなされているときもニ

ュースを見ていますと、賛否両論がありまし

た。項目によっては削減するという提案に、

いや削減しないでくれといった意見がニュー

ス報道でなされていたものもございました。 

 また、効率ということだけでは判断できな

い面もあると思います。しかし、限られた予

算の中でやっていくために、事業によっては

削減やカットをしていかなければならないも

のもあると思います。 

 今部長のほうから予算の査定を十分行いと

いうことを言われておりました。部長が財政

課長のときもそのように厳しくされていたよ

うに、外部からではありますがお見受けはい

たしており、そのことを否定するものではあ

りません。すべての事業には大義名分があ

り、そのことが悪いと否定する人は少ないで

しょう。しかし、その予算が実際に使われる

際に、その目標達成にどうつながっているか

どうか、この点に踏み込むことでお金の使わ

れ方が有効であるかを判断しようとするのが

事業仕分けであると思います。予算が硬直化

しないように常に見直していくことも必要で

あります。 

 今パフォーマンスのようなこととおっしゃ

ったわけですが、私はそれだけでは必ずしも

言い切れない面があると思っております。外

部の視点で公開の場において行うということ

は、役所が、または政治家が密室で何かを決

めているのではないかと、疑問に思われるこ

とを防ぐという意味においても意味のあるこ

とであると私は思います。 

 本町で予算査定をされているときも、各課

ごとに順番にされているということは私ども

も知っておるわけですけれども、それでは、

実際にどのようにどういう視点でこれはカッ

トするのか、次年度以降に回してほしいとさ

れているのか、そういったことが私たち議員

にもわかりません。 

 公開の場でやるということは、住民の皆様

にもどのように予算が使われているのか、そ

ういったことについて理解を深めていただく

ことにもつながりますし、また役所の公務員

の方にしても、役所内だけでやっているのと

は違って外部の方たちがどういうふうに見て

おられるのかなということを見ることによっ

て、考えさせられるということにつながると

思います。ですので、公務員、住民ともに意

識改革が図れることにつながる面があると思

っております。 

 また、役所の立場にすれば、もしもしがら

みによる補助金が仮にあったとした場合に

は、外部評価を受けることによって、それを

行う際に有効なことになることもあると思い

ます。したがって、私は必ずしもパフォーマ

ンスだとは思っておりません。今後可能であ

れば、本町においても、有識者を含む形で一

度実施されてみてはどうかと思っておりま

す。 

 予算編成のことですから、役所の側には踏

み込まれたくないという思いがもしかしてあ

るかもしれませんけれども、役所は住民のた

めにその役割を果たしているのでありますか

ら、住民に公開の場で、一度やってみられて

はいかがかと思っておりますので、ご検討い

ただければありがたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

（服部千秋議員「続きまして」の声あ

り） 

 手を挙げたから言うてもた。 

 引き続きお願いします。 

○服部千秋議員 続きまして、３点目、地籍

調査事業をもっと進めるべきではという点に

ついてお尋ねをいたします。 

 地籍調査とは、国土調査法に基づき実施す

るもので、一つ一つの土地について、所有

者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍
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に関する測量を行い、その結果を地籍図と地

籍簿に作成するものであります。 

 地籍図と地籍簿は認証を受けた後、法務局

に送付され、不動産登記法第14条第１項地図

として備えつけられ、地籍簿に従って土地登

記簿が書き改められることになります。 

 まず、(1)地籍調査事業の現状について伺

います。 

 (2)今後の見通しは。現在の１班体制から

２班体制に増やし、速度を速めることはでき

ないか、お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、地

籍調査事業の現状についてご説明をいたしま

す。 

 本町では、平成20年度から地籍調査事業に

着手しておりまして、既に４年が経過してお

ります。現在、米田の１地区また米田の２地

区がたつの法務局に地籍図、地籍簿の備えつ

けが完了しております。 

 また、沖代１地区についての成果は法務局

に提出し、現在備えつけ申請中でございまし

て、おおむね本年８月末までに登記を完了す

る予定でございます。 

 また、今年度の作業内容につきましては、

沖代２地区の地籍図、地籍簿の作成並びに国

土交通省への認証請求を行います。また、こ

れと並行いたしまして、吉福１地区について

は、11月初旬から約300筆の１筆調査の立ち

会いに入る予定でございます。 

 また、これまでのこの事業の進捗の状況で

ございますが、23年度末現在の進捗率は全体

で約３％でございます。今後につきまして

は、この事業を着実に推進するため、効率的

な調査区の選定や、国、県の予算確保に取り

組みまして、地元の皆様のご協力をいただき

ながら、調査区域の拡大を図ってまいりたい

と考えております。 

 続きまして、２番の事業の速度を速めるこ

とはできないかというご質問ですが、現在１

地区を３年行程で事業を推進しております。

近年、新しい調査技術が導入されたり、職員

が業務に熟知してきたことなどによりまし

て、今後この事務事業の時間的な短縮がかな

り図られるものではというふうに考えており

ます。それにより、調査区域の拡大が可能と

思われます。 

 次に、現在の１班体制から２班体制に増や

し、速度を速めることはできないかのご質問

ですが、事業開始当初から、専任職員１名と

兼任職員２名のこの３名による１班体制で事

業を進めておりますが、余りにもこの事業は

事業期間が長期にわたりますことから、今後

２班体制に増やし、事業期間を短縮していく

ことも検討していかなければならないという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 既に全域の調査が完了した

市町村がある一方で、太子町のように取りか

かったばかりの地域、今ご答弁の中で、本町

は３％というふうにおっしゃいました。これ

には山林とかは含まれていないわけでありま

すので、当然太子町のすべての面積からいう

ともっともっと、非常に少ない場所になるわ

けであります。土地の有効利用、課税の適正

化等のためにも、また実質的にはこの事業は

町の負担の少ない事業でありますので、ぜひ

とも速度を速めて実施していただきたいと思

っております。 

 先ほどの答弁の中にもありましたように、

今のままで進めていると、これは本当にいつ

終わるかわからないと。ここにいる私たち

も、もし今の速度であればそのとき本当に生

きているのかどうなのかというぐらい、今の

ままでいきますと進みません。ですので、も

っと速度を速めていただいて、住民の土地を

守るというか、より正しいものにしていただ

いて、また課税においてもより正しいものに

なるよう精いっぱい頑張っていただくようお

願いをしておきます。 

 ４点目ですけれども、近い将来、水道料金

の値上げはあるかについてお尋ねをいたしま

す。 
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 (1)水道事業経営の現状はどうでしょう

か。厳しいのではないでしょうか、お尋ねを

いたします。 

 (2)受給状況から、将来値上げはあるか。

値上げ回避のための方策はあるかについてお

尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） まず、水道事

業経営の現状でございますが、平成20年１月

に約26年ぶりに料金改定をさせていただいて

おります。 

 このときの純利益は、平成 2 0年度約

4,250万円、平成21年度約2,700万円、平成

22年度は約27万円と、急激に落ち込んでおり

ます。このような状況に至った要因といたし

ましては、一般使用者の使用水量におきまし

てはほぼ横ばいの状態でございますが、大口

事業者の使用水量が、景気低迷等の影響と思

われ激減したため、料金収入が大きく減少し

たことが最大の要因と思われます。よって、

現在の事業経営の状況はこのようなことか

ら、非常に厳しい状況でございます。 

 次に、将来の値上げについてでございます

が、現在の景気、経済情勢等では、近い将来

におきましても水道の大きな需要増は見込め

ない状況でございます。また、料金改定につ

きましては、昨年度より策定中でございます

地域水道ビジョンの中で将来の需給予想、ま

た安全・安心持続といった課題を整理いたし

まして、中・長期にわたる経営指針をお示し

する予定でございます。 

 このビジョンの中で、将来の料金改定また

は値上げ回避のための方策等をお示しさせて

いただく予定でございますので、どうかご理

解のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今のご答弁の中で、受水が

減ったということがございました。現在受水

計画等の実績はどの程度乖離しているか、本

町の現状わかればお答えをお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 受水と申しま

すと、特に私ども原水から水をつくっている

わけでございまして、受水というような形で

受け入れておりますが、まさに県水でござい

ます。県水につきましては、日量契約をして

おります計画給水量は日3,200トンでござい

ますが、現実、平均いたしまして日1,400ト

ン、現実でいきますと44％程度に落ちている

というのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 答弁の中にもありましたよ

うに、今後水の需要、大幅に増えるというこ

とは、現状においては期待できそうにないと

いうことでございますが、今26年ぶりに、前

回上げたとおっしゃったと思うんですが、よ

そではもう少し早くいろいろ検討しているよ

うであります。26年の経緯には町内の大手電

機メーカーさんがたくさん水を使ってくださ

ったということもあったため、そのようにな

っているものだとは思いますけれども、今後

は数年ごととか、この料金を上げる上げない

は別としても、どのようにしていくかという

ことを検討していく時期に来ているのではな

いかと思いますけれども、この点については

いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 今現在、料金

の水準から申しますと、前回の改定によりま

して、今本町の10トン当たりの料金、現在

900円でございます。全国的な平均は現在

1,500円というような数字でございまして、

全国的に一番安いところが10トンで335円、

最高で一番高いところが5,376円ということ

で、水道料金につきましては、高いところと

低いところ、10倍以上の開きがあってという

ような現状でございます。これは、すべてそ

れぞれの事情があっての開きでございまし

て、特にこの近隣におきまして、赤穂市は全

国で２番目に安い357円というふうな料金設

定になっております。 

 このようなことから、どうしても企業経営

ということもございますので、私どもの使命
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でございます、町民にとって欠かすことのな

いこのライフラインでございまして、災害や

事故の際、供給できなくなった場合にはその

影響が非常に甚大でございます。 

 そのため、通常はもちろん、渇水時や災

害、事故時においても安定した水を供給する

体制を整備しておき、いかなる場合にでも安

全で良質な水を安定してお届けするというこ

とは、水道事業者に課せられた使命であると

いうふうに考えております。 

 また、水道事業につきましては、これ当然

地方公営企業でございますので、安全で良質

な水を安定的に供給するという公共性ととも

に経済的で効率的な事業運営により、できる

限りコストを抑えまして、現行料金を維持し

ていくことが当然求められております。 

 今後におきましても、費用の一層の節減を

図りまして、水道事業の健全経営と、豊富で

安心して飲める水の提供に努めるものでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 水道事業は法律上、原則と

して市町村が経営することになっており、市

町村以外の者が経営する場合は、水を供給す

る市町村の同意が必要であります。 

 水道事業者は、給水区域で独占的に水を供

給しており、水道事業には競争原理が働きに

くいと言われております。こうした中、事業

者が経営の合理化を図る手段としては、外部

への仕事の委託が考えられると思います。 

 平成14年４月施行の改正水道法により、外

部委託をしやすい環境が生まれました。平成

15年９月施行の地方自治法改正で指定管理者

制度が導入され、民間事業者を含む指定管理

者に水道の管理を行うことができることとな

りました。 

 先ほど部長のご答弁の中には、今後節減に

一層努めるということを言われたわけです

が、予算書、決算書の中を見てみましても、

なかなか節減、どこをこれしていくのかとい

うのがなかなか難しいと思います。反対に言

いますと、かなりのところまでやれる節減は

されているのではないかと私は思っておりま

す。もちろんそれは考え方にもよりますか

ら、では人件費を削ったらどうかというよう

なことも、残っていると言われれば残ってい

るわけでありますけれども、私はかなりの点

までこの節減をされてきているので、今後こ

れ以上どのようにしてされるのかと思う面が

ございます。 

 先ほど部長のほうから、黒字が少しずつ減

っていってるというお話がございました。で

すので、もしかしたら昨年度においては赤字

に、収支バランスの右辺と左辺を見ると赤字

になることになるんじゃないかと思います

し、今後そのことが進んでいくのではないか

と思います。ですので、このたびはこういう

質問をさせていただいております。 

 今後は外部委託をもっと進めることができ

るのか、また広域化を進めることができるか

等の検討が必要かもしれないと思います。水

道事業の運営基盤強化のためには、本当は全

国的な広域化を進めるべきであるとは思いま

すけれども、現在、それぞれの自治体は近隣

より高いとか安いとかで簡単には広域化を進

められない面があると思いますが、将来的に

は都道府県当たり数個の事業体にするのがい

いのかなとは思ったりもいたしますけれど

も、また流域単位での事業統合といったこと

も考えるべきだとも思います。 

 一方、節水意識の高まりの中、節水行動の

普及、トイレや洗濯機等の水利用機器の節水

化、ボトル水などの商品の普及等、水道水を

住民に使ってもらうことが今後も減っていく

という面があると思います。来年できる水道

ビジョンの策定においては、こういった点も

十分検討いただいた上で策定をしていただき

たいという思いを持っておりますので、なか

なかこれ大変なんですけれども、よろしくお

願いをいたします。 

 ５点目に行かせていただきます。 

 小・中学校の課題をどう把握しておられる

か。 



－86－ 

 (1)現場管理職は、小・中学校の課題を今

年度どのように考えておられるか。 

 (2)新学習指導要領への対応を現場でどう

行っておられるか。これにより、本町の小・

中学校で以前と変わってきていることはある

か。 

 (3)幼・小・中連携の考え方と、現状及び

今後の取り組みについてお伺いをいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 現場管理職は、小・中学校の課題を本年度

はどう考えているかということにお答えさせ

ていただきます。 

 本年度は、実施した育成面接において、各

学校長は、学校経営上の課題として、信頼さ

れる学校づくりを教職員育成上の課題とし

て、教師力や授業力等、指導力の向上が、児

童・生徒への学習指導上の課題として、基礎

基本の徹底が重要であると考えており、本年

度の学校教育目標をそれらの課題ごとに設定

し、取り組んでいるところでございます。 

 信頼される学校づくりでは、関係機関と連

絡を密にし、教職員のチームワーク、フット

ワーク、ネットワークで学校づくりを推進し

ていくこと。指導力の向上では、教師の授業

力が児童・生徒の学力そのものになることか

ら、わかる授業を展開するために、ベテラン

教員の豊富な知識や経験を、若手教員に伝え

ていくことなどを、学校全体で授業の工夫、

向上に努めること。 

 そして、基礎基本の徹底では、朝の学習タ

イムを有効活用し、ドリルや繰り返し学習の

徹底、少人数指導、複数指導の実施など、確

かな学力の育成に取り組んでまいっておりま

す。 

 また、不登校の課題としましては、児童・

生徒一人一人への理解を深め、保護者との連

携を密にし、カウンセラーや関係機関の協力

を得ながら、子供の気持ちに寄り添い、個に

応じた支援を進めてまいっております。 

 質問の２でございますが、新学習指導要領

への対応を現場はどうなっているかというこ

とと、どのように変わってきているかという

ようなご質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

 新学習指導要領では、特色としまして、

１、言語活動、理数教育の充実、２番としま

して伝統文化に関する教育の充実、３番とし

まして外国語教育の充実、４番としまして道

徳教育や体験活動の充実、５番として健やか

な体の育成などが上げられていますが、実際

面では、授業時間数の増加が大きな変更点で

あると考えております。 

 学校現場においては、学習内容の量的増加

と質的進化に応じた対応が必要であるため、

授業充実のための各学年や担当教科ごとの打

ち合わせをきめ細かに行っております。 

 また、授業時間数の増加により、復習時間

を多くとることができるようになり、基礎基

本学力の定着に結びついてくると考えており

ます。 

 質問３番目の、幼・小・中連携の考え方

と、現状及び今後の取り組みということです

が、幼・小・中の連携については、生活指導

面や学習指導面において、いわゆる小１ギャ

ップ、中１ギャップを克服すること、発達や

学びの連続性を踏まえることにあります。 

 現状においては、家庭科学習の一環とし

て、中学校３年生が幼稚園に出向いて、ダン

スや遊びで交流を図ったり、同じく中学生が

小学校へ出向き、自分たちが体験したマナー

教室の内容を伝えたりしております。また、

教師間交流として、中学校の教師が小学校の

授業を参観に出かけていったりしておりま

す。 

 今後とも、教職員の交流懇談会や相互授業

参観の回数を増やし、子供たち同士のつなが

り、教師同士のつながりを通して、幼・小・

中の円滑な接続を目指してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 先ほど教育長のほうから、
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信頼される学校、教師力、指導力を高めたい

と、基礎基本の徹底が重要であるということ

をおっしゃいました。もちろんそのとおりな

んですけれども、大切なことなんですけれど

も、教師力の向上、指導力の向上、そう簡単

にはつかないと私は自分の経験でも思ってお

ります。考え方にもよると思いますけれど

も、10年ぐらいはかかるんじゃないかと思い

ます。ですので、よい上司に恵まれることが

極めて重要で、教師を目指された方にとって

本当に大切なことであると思っております。 

 私も、大学卒業後、２年間東京の私立の学

校に勤務しておりましたけれども、そのとき

にいろいろと先輩の先生方が教えてください

ました。これは、後の私自身の基礎ともなっ

ておりますし、今もなお感謝をしておりま

す。ぜひとも若手の先生方に、学校を挙げて

指導をしていただいて、よりよい教師になっ

ていただいて、より子供たちに接していただ

きますようお願いをしておきます。 

 ６点目に行かせていただきます。 

 本町の定住対策について。 

 (1)定住促進施策をどう進めているか、進

めていないか、現状の施策について伺いま

す。 

 (2)今後の定住促進策をどう考えておられ

るか、お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 本町は、京阪神地

域や姫路市へのアクセスの利便性、生活環境

の整備状況等により、長年にわたり人口が増

加し、平成22年国勢調査人口は３万3,438人

と、県下12町で最も多く、また年少人口割合

が県下第１、出生率も県下第３位であるな

ど、他市町とは傾向が異なっております。人

口流出が続く過疎、農村部の限界集落対策

や、農業を生かした都市部住民に対する定住

促進策などの積極的な取り組みは行っており

ません。 

 全国的な趨勢として、人口減少、少子・高

齢化が進む中では、今後本町におきましても

人口が減少するという新たな局面を迎えるこ

とは避けられないと予想しております。 

 このため、コンパクトでありながら多様に

商業施設等が充実し、子育てしやすい環境整

備などの少子化対策を進め、都市的な魅力と

住みやすさを実感できる町を持続、発展させ

ることにより、長期的な若い世代の人口の確

保を図りたいと考えております。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 太子町内で人口減少が進ん

でいる地域はありますか、ありませんか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 統計的には住基人

口だとか国調人口の全体的な数字はあります

が、個々の数字、例えば校区だとか自治会内

だとか、そういう数字は統計上ございませ

ん。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今のご答弁の中で、それぞ

れの地域の数字はないとおっしゃったわけで

ありますけれども、調べる気になれば調べれ

ることでありますので、今後調べていただい

て、減っているところというのは、恐らくで

すけれども、あるのではないかと思います。

太子町全体では今も、ほんの若干ですけれど

も増えていますけれども、減っている地域が

あると思います。 

 したがって、私は本町においてもこの施策

について、これまでは考えてこなくても、先

ほど部長が最初にお答えになったとおり、人

口が増えてきたわけであります。また大手電

機メーカーによって恩恵を受けてきたという

面もあると思います。今後は、この定住対

策、人口対策をすることは、私は重要なこと

だと思っております。 

 市町村の中には、定住促進ビジョンを制定

し、具体的施策に取り組んでいるところもあ

ります。空き家バンク制度、空き家改修事業

補助金、持ち家住宅建築奨励金補助金、合併

処理浄化槽設置補助、子育て医療制度として

中学生以下の医療費の完全無料化など、いろ

いろな政策を、定住対策、人口増の施策とし

てとっておられる市町村があります。 
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 今申しましたことをすべてできないとして

も、今後は定住対策、人口増の対策を本町と

して検討していただきたいと私は思っており

ますので、ご検討をお願いをいたします。 

 ７点目でございますけれども、町長の再出

馬について。資料に丸を入れてください。 

 (1)今年夏に町長選挙が執行されますが、

町長は再出馬されるおつもりかについてお尋

ねいたします。 

 先ほど不出馬と言われました。これ以上聞

かないほうがいいのかもしれないんですけれ

ども、町民から伝わってくるところでは、庁

舎は自分で建てたいと言われているとか、支

援者たちに出たいと言われたと、つい最近ま

でそういうことが伝わっておりました。 

 庁舎を建設する準備をされ、またお見受け

するところ、体調も健康のようにお見受けし

ますのに、なぜ出馬されないのかと。先ほど

休憩のとき町民の方とお話ししましても、私

たちは聞けないので、町民のかわりに聞いて

くれということでありました。 

 庁舎建設の準備をされているのに、ご健康

のようにお見受けするのに、なぜ出馬されな

いのですか、町民にかわってお尋ねをいたし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） なぜ出馬されないので

すかという、これ答えがなかなか難しゅうご

ざいますね。 

 私自身、一つの３期12年、区切りであると

いいますか、一応目的は自分自身ぼつぼつ評

価できるのではないだろうかという思いが

し、また、先ほどおっしゃいました庁舎建設

につきましても、これ仕事というのは、特に

行政の特徴、どこで終わりというのはござい

ません、ずっと続いていきます。そうした中

での私はこの３期12年を一つの節目として、

ここで退任させていただくという決断をした

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 長らくお疲れさまでした。 

 これで終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、失礼をいたしま

す。12番公明党、井村淳子でございます。 

 通告に従いまして一般質問をいたします。 

 高齢者への聴覚検診体制の充実で認知症予

防についてであります。 

 人はだれでも年を重ねるとさまざまな体の

変化があらわれます。例えば、細かい字が読

みにくくなる、筋力が落ちてくるといった変

化は、体の老化現象のあらわれです。聴力も

同様に、年齢とともに低下してまいります。 

 日本耳鼻咽喉科学会の専門医である田崎洋

氏によれば、加齢性難聴の発症頻度は、65歳

以上で30％、75歳以上で60％、85歳以上で

80％を超えると言われております。 

 加齢による難聴は、老人性難聴とも呼ば

れ、モスキート音という、蚊の羽の音のよう

な高い音が聞こえにくくなるのが特徴であり

ます。さらに小さい音の聞き取りが困難にな

り、連続した音が途切れて聞こえるため、単

語や文章を脳で誤って認識するようになりま

す。聞き違いが増えると会話もスムーズに進

まなくなります。ただ低い音は比較的聞こえ

るため、年のせいかなと耳鼻科の受診を延ば

しがちで、治療を困難にしております。 

 まず１点目、現在高齢者の聴力の検査方法

はどうなっているのでしょうか。 

 次に、超高齢社会となり、医療や介護を必

要とする高齢者が年々右肩上がりに増加して

おります。高齢者が生きがいのある生活を維

持するためにはコミュニケーションの維持が

欠かせません。聞こえはコミュニケーション

の基本であり、難聴が認知症を引き起こす原

因の一つであります。 

 周囲とのコミュニケーションがとれなくな

ると、外出がおっくうになるなど、社会との

かかわりが希薄になり、生きがいを失い、閉

じこもりなどで孤立してしまいがちです。そ

の結果、うつ状態になったり、認知症が進ん
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だりしてしまうこともあるとも言われており

ます。 

 ここで２点目、老人性聴覚障害が認知症の

一因であることから、高齢者の特定健診に聴

力検査の導入をしないかについて見解をお伺

いします。 

 最後に、埼玉県の鶴ヶ島市では、簡易聴覚

チェッカーを活用し、職員が要支援の方、介

護認定には至らない二次予防高齢者、また高

齢者が活動されているところなどに行き聴覚

チェックをし、その結果で耳鼻科医に診察し

てもらうように勧奨しているそうです。 

 この簡易チェッカーは、音だけではなく、

ペンギン、海岸などの言葉を発し、聞こえの

確認をしたり、長谷川式の認知症チェックを

考慮した、きょうは何年何月何日何曜日です

かとか、３つの言葉、例えば桜、猫、電車を

覚えてもらって、記憶の確認などをするもの

ですが、３点目といたしまして、高齢者が元

気に生きがいのある生活を維持するために、

介護予防の充実のためにもいきいき介護予防

教室などの、高齢者が集まるところや高齢者

宅へ訪問した際に、簡易チェッカー等を使っ

ての聴力チェックを実施してはどうでしょう

か。 

 以上、３点につきまして見解をお伺いいた

します。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 現在、太子町

におきましては、高齢者の聴力検査は実施し

ておりませんが、認知症予防事業として認知

症の早期発見、早期治療のため、心理士によ

るもの忘れ相談事業や、体や頭を使って認知

症を予防する介護予防教室、「認知症になら

ないために」、をテーマにした出前講座、ま

た訪問による相談等、さまざまな事業を実施

しております。 

 各保険者によります特定健診についてでご

ざいますが、聴力検査を導入することにつき

ましては、聴力検査が実施できるような個

室、また特定機器の確保ができるかどうかと

いうことでございます。難聴と検診結果が出

た方がその進行を抑える治療方法があるの

か、難聴と認知症の因果関係も見きわめなが

ら、近隣市町、県、国の動向も踏まえて検討

してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、簡易チェッカーを使用した聴力検査

でございますが、簡易チェッカーの制度や価

格について調査しまして、効果を含めて検討

してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ３点の質問をさせていただ

きましたが、聴力検査は今はしていないとい

うことであります。ただ、この埼玉の鶴ヶ島

市の耳鼻咽喉科の診療所の所長、小川先生な

んですけれども、調査研究をしている中で、

自分の父親が認知症になって、それをずっと

たどっていくと、やっぱり耳が聞こえていな

かったんか、コミュニケーションがとれてい

なかったんかということが自分の父親を通し

てわかりまして、それをもとにさまざまデー

タをとり研究をし、そしてこの難聴が認知症

を引き起こす一つの原因であるということを

調べられてまいりました。 

 それには、埼玉のほうの新聞なんですけれ

ども、新聞というか、健康365っていう雑誌

のほうにも投稿をされております、自身が、

研究されたそういうことにつきまして。私

も、簡易チェッカーの販売の回し者ではあり

ませんが、小川先生がその簡易チェッカーを

使って簡単に聴力検査ができる。 

 言われましたように、もの忘れ相談とか出

前講座をしていらっしゃるし、また介護予防

の関係で地域包括支援センターの方も回って

おられるんですけども、会話を通しての聴力

をどうかっていうのは、大体聞こえてないん

かなっていうことはわかるかもしれません

が、はっきり、簡単にですけども、高い音が

聞こえてないなっていうのを測定するために

は、そういうような機械に頼って聴力検査を

して、早く耳鼻咽喉科につなげて、私たち目
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が悪くなるとすぐに眼鏡を買いに走ります

が、なかなか耳が悪いだけでは、補聴器まで

買うっていうのはできてないっていうような

ことも、その小川先生が言われておりまし

た。 

 ですので、今はしてないということですけ

ども、特定健診へのそういう聴覚検査の導入

につきましても、当然医師会との調整も必要

でありますし、さまざまなそういう部屋も、

環境的にも整えていく必要がありますので、

時間的には難しいかもしれないことは存じ上

げております。 

 しかしながら、簡易チェッカーを使った聴

力検査をしながら、やっぱり認知症の原因の

一つが難聴であるということがわかってい

る、こういう結果が出ておりますので、ぜひ

使っていただきたいなということが１点なん

です。 

 その簡易チェッカーを使う前に簡単に、あ

なたの聴力が衰えていないかっていう、わか

るチェックリストというのもあるんです。こ

れは、聴力チェックを受ける人に向けて聞き

取りをするわけですけれども、それはペンギ

ンとか鶏とか、あと日比谷とか７時とか、佐

藤さんとか、老人の方が聞き取りにくいよう

な、言葉的に聞き取りにくい言葉をチェック

をして、この人聞こえてないなっていう場合

には、しっかりとそういうデータの、ここが

聞こえてないよっていうふうに見せながら、

本人に自覚していただくというふうな方法も

ありますので、ぜひ太子町におきましても、

そのような聴覚検査をするような方向で取り

入れていただきたいと思いますが、再度、研

究調査をするという中で、どういう、特定健

診は無理だとしても、簡易チェッカーとかそ

ういうチェックリストを使っての検査ならす

ぐに取り組めるっていうふうに私思いますの

で、再度検討をお願いしたいんですけども、

そのことにつきまして、再度答弁をお願いい

たします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今議員おっし

ゃられておるのは、このペンギンズボイスと

いう、簡易チェッカーでございます。これに

つきましては、ちょっと調査をしまして、制

度について今検討していこうというふうに言

っているところでございます。 

 老人性難聴、これ加齢に伴う身体機能の低

下によるものでございますが、難聴になった

場合でも、やはり高齢者を孤立させない取り

組みが重要であるというふうに考えておりま

す。介護予防事業の充実をさらに取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 研究していただいて、取り

入れられるものならやっていただきたいと思

います。ともかく難聴を放置しないことが大

事だと考えます。 

 難聴検査を行うことで認知症の予防にもつ

ながりますし、今高齢化社会太子町もかなり

100歳以上の方もおられますし、そういうふ

うに健康な生活を送るためには、世間とのコ

ミュニケーションをとりながら、毎日をしっ

かりと生き生きと生きていくということの上

においても、この耳鼻科に見てもらうことを

勧奨していくというんか、そういうふうな取

り組みをぜひお願いをしたいことを申しまし

て、次の質問に移らさせていただきます。 

 ２点目ですけれども、クールアース・デー

の取り組みについてでございます。 

 クールアース・デーとは、平成20年７月７

日に洞爺湖サミットが開催されたことを記念

して、毎年七夕の日に天の川を見ながら地球

環境の大切さを再確認し、年に１度、低炭素

社会への歩みを実感することとともに、家庭

や職場における取り組みを推進する日として

設定されました。 

 主に七夕ライトダウンキャンペーンを全国

各地に展開し、東京タワー、お台場、大阪城

や神戸タワー、夜景スポットや公共施設、全

国の店舗やオフィスビルの照明などが一斉に

消灯をする取り組みでございます。 

 クールアース・デーの創設につきまして
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は、平成 2 0年に公明党成年局が約６万

8,000人の署名を添えて、当時の福田首相に

要望を提案し、洞爺湖サミットの開催初日と

なった７月７日をクールアース・デー、地球

温暖化対策の日と制定されたものでありま

す。 

 そこで質問をいたします。 

 １点目、太子町の温暖化防止対策としまし

て、庁内に必要な箇所のみの点灯をするな

ど、省エネルギーに向けた取り組み、成果に

ついては、既にほかの議員からの質問にも答

えていただいておりますので、１点のみお聞

きをいたしますが、太子町公共施設地球温暖

化防止実行計画が、平成20年４月１日から平

成25年３月31日までの５年間と決められて実

施されておりますが、削減目標を今年度末、

平成25年３月31日に基準排出量から２％以上

削減するとありますが、進捗状況についてお

伺いいたします。 

 それと、次に２点目ですけれども、環境省

では、平成15年、2003年より地球温暖化防止

のため、ライトアップ施設や家庭の照明を消

していただくよう呼びかけるＣＯ２削減／ラ

イトダウンキャンペーンが実施されておりま

す。10周年を迎える今年は、６月21日の木曜

日から７月７日の土曜日までの間、ライトダ

ウンジャパン2012と題し、「でんきを消し

て、未来をみつめよう」をスローガンに掲

げ、６月21日の夏至の日と７月７日の七夕、

クールアース・デーの夜８時から10時までの

２時間を、特別実施日として一斉消灯を呼び

かけます。 

 太子町もライトダウンジャパン2012に参加

登録をしていただき、全庁的な取り組みを行

うとともに、学校、各家庭での環境学習等、

ＣＯ２削減に向けた取り組みを、広報やホー

ムページ等で呼びかけてはどうかと考えます

が、いかがでしょうか。 

 また、先ほど総務部長の話の中でもありま

した、７月２日から９月７日までを、節電と

かのそういう重点期間に決めていくというこ

との話がありましたので、それも含めまし

て、今２点質問させていただきましたが、答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 済みません、１点

目のＣＯ２削減なんですが、ちょっとこれ通

告にＣＯ２削減のことが書いてなかったんで

手持ち資料がございません。 

 ２点目のライトダウンジャパンの関係でご

ざいますが、本町におきましては、公共施設

でライトアップ施設は特に存在していないた

め、ライトダウンジャパン2012の趣旨には賛

同いたしますが、登録までは考えておりませ

ん。 

 本来の趣旨である不必要な電灯を消すこと

については、従前から節電対策として取り組

んでいるところでございますので、今年度も

引き続き節電していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ＣＯ２の削減については今

資料がないということでありますが、地球温

暖化対策防止ということで、今電気の消費電

力の削減とか、20％削減したとかありました

が、これを毎年検証されて、計算式というん

ですか、二酸化炭素に換算した場合の総排出

量を出すということがこの計画の中にも書い

てありましたので、当然こういう関係の質問

にはこういうことも答えていただけるんであ

ろうということで、質問をさせていただいた

わけなんですけども、資料がないということ

なんであれですけども、今までの、今回もう

５年目で最後になるんですけども、今までの

状況等、若干でも説明できるものがありまし

たらお願いをしたいんです。 

 削減目標が５年後には基準排出量から２％

以上削減するとありますので、今年度が最後

になりますし、進捗状況というのはこの19年

以降ですか、ずっと経過も見られてきている

はずですので、そういうことについて少しで

も答えられることがありましたらお願いをい

たします。 

 それと、クールアース・デーにつきまして
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は、今回太子町内には該当する施設がないと

いうことでありますけども、大きなところで

は夜中も点灯している場所があり、太子町に

はそういう施設が余りないかなと思うんです

けども、やっぱりこれは啓発することもある

程度主眼に置いてます、この地球温暖化対策

について、各公共施設もそうですけれども、

各家庭でも啓発をしようということで、昨年

の12月でしたか、広報にも「広報たいし」で

節電に取り組もうということで、家庭も節電

対策チェックシートというのもございまし

た。 

 私はせっかくこういう、日本じゅう的にそ

ういうクールアース・デーがありますので、

ぜひともオレンジリボン運動とか、また乳が

ん撲滅月間など、毎年同じ日を設定すること

によって、日常生活の中における省エネを再

確認するという意味で、このクールアース・

デー、ちょうど今から１カ月ほど先になるん

ですけども、そういう日も設定をしながら、

啓発に努めることも大事かなと思います。 

 ただ、この施設には該当施設がないという

ことですけども、呼びかけ団体としても登録

することができますので、いろいろな取り組

みもあります。ただ、８時から10時までを電

気消そうとかというだけではなくて、ある市

役所のほうでは、６時以降は執務室を電気を

消そうとか、細かいことですけども、その日

を特に重点的にそういう節電、また地球温暖

化対策に関連して位置づけた日にしていこう

というのがクールーアース・デーでございま

すので、そういうことを再度答弁お願いでき

ますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ＣＯ２の削減につ

きましては、総務課所管で毎年、年度末には

数字をまとめております。それ恐らくホーム

ページにアップしてると思うんですけど、こ

の間その決裁を見ましたんで、またそれを、

私のほうも確認してみたいと思います。 

 それから、クールアース・デー、ライトダ

ウンジャパンの関係では、先ほど答弁したと

ころでございますが、環境省、県から広報掲

載等の依頼があればしたいというふうに思っ

ております。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ぜひこの日をクールアー

ス・デーとして、また本町も取り組んでいた

だきますようにお願いをいたします。 

 先ほど節電対策の効果、そのＣＯ２の関係

ですけども、ホームページを見ておりました

ら、節電対策の効果ということで、前年比の

電気の使用量については載ってたと思うんで

すけど、削減量については、私が見落として

たのかどうかわからないですけども、そこを

見ている中で、町公共施設地球温暖化防止実

行計画に掲げてありますということもありま

したので、それでまたクリックしてみました

けども、具体的には目標の２％以上削減する

ということについては載っておりませんでし

たので、ちょっとこの場で聞かせていただき

ました。 

 わからないということでありますので、こ

れ以上は聞きませんけれども、またよろしく

お願いをいたします。 

 これでクールアース・デーにつきましては

以上で終了させていただきます。 

 次に、３点目に参ります。 

 太子町におけます学校、園の熱中症対策に

ついてであります。 

 日本の夏は高温多湿のため、熱中症を起こ

す可能性が高くなります。それに加え、近年

35度を超える日が記録されております。地球

温暖化により、この猛暑傾向は続くと予想さ

れております。 

 今年の夏は、100年に一度と言われたおと

としのような猛暑になるとも予想されており

ます。全国の学校現場でも、暑さ対策をいろ

いろ工夫したり、全教室にクーラーを設置し

ている自治体もあります。 

 姫路市は、小・中学校約2,000クラスに１

教室２台ずつ、相生市は約120クラスに１教

室、幼稚園は３台、小・中学校には４台ず

つ、全教室に扇風機を設置されております。 
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 私は過去３回にわたり、学校、園の紫外線

対策、暑さ対策について一般質問で取り上

げ、その結果、プールサイドに日陰用テント

の設置、また照りつけカラー防止の着用、日

焼けどめクリームの使用許可など、さまざま

改善されてまいりましたが、日陰をつくるだ

けでは忍びがたいこの蒸し暑さに対し、保護

者の皆さんからもいろいろ意見をいただいて

おりますので、このたびも太子町の学校、園

の現場では、良好な学習環境にするためにど

のような予防対策がとられているのかをお聞

きしていきたいと思います。 

 まず１点目、各学校、園では、小まめな水

分補給のために、お茶の持参またはスポーツ

ドリンク等の持参も認めるなど、対策は講じ

ていただいておりますが、過去に学校、園の

管理下における熱中症、病院、診察したり体

調不良、保健室等で訴えてそういう事例はあ

ったのかどうか。 

 次に、昨年の夏場の教室の温度、湿度は記

録されているのでしょうか。また、最高は何

度になりましたでしょうか、平均か最高。 

 それと、スポーツ活動中の熱中症は適切な

予防措置を行えば未然に防ぐことができるわ

けですが、部活動における熱中症対策につい

てお伺いをいたします。 

 次に、幼稚園では扇風機が設置されており

ます。また保健室とか特別教室には空調設

備、クーラーとかが設置されておりますが、

現在、小・中学校には扇風機は設置されてお

りません。仮に全教室に、全学級に扇風機を

設置するとしたらどれぐらいの財源を見込ま

れるのでしょうか。これは２年前に一度質問

をさせていただいておりますので、そういう

ことも合わせて、環境設備にはまた検討して

いくということだったので、ちょっとこのた

び再度お伺いをいたします。 

 それと、新たな熱中症対策といたしまし

て、暑いところでは冷却用のクールスカーフ

の使用許可とか、施設に水とシャワーの設置

もしているところもありますが、これについ

ての考え方をお伺いいたします。 

 それと、次に、制服の衣がえについては、

６月１日と10月１日を目安として行われてお

りますが、衣がえの移行期間の考えについて

お伺いをさせていただきます。 

 それと、最後、東中、西中とも中学校では

帽子がありませんが、登下校時や部活動の行

き帰りの強い日差し対策として、帽子の着用

を勧めるべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

 以上、何点かお伺いいたしますので、ご答

弁よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えいたしま

す。 

 ７点をいただいているわけですけれども、

扇風機以外の６点につきましては、質問をい

ただきまして、各学校、園のほうへ照会をさ

せていただいて、まとめたものを答弁とさせ

ていただきます。 

 まず最初の分です。体調不良の事例があっ

たかということですが、22年、23年、24年の

現在までの分につきまして照会したわけでご

ざいます。答弁いたします。 

 病院に搬送し熱中症と診断された事例は報

告されておりません。しかし、体調不良を訴

えて保健室に来室した児童・生徒は過去に何

人かいたという報告が参りました。 

 ２点目、温度、湿度の記録の関係でござい

ますが、教室の温度や湿度を記録している学

校、園はございませんでしたが、太田幼稚園

及び龍田幼稚園において温度が35度を超え、

湿度が60ないし65％であった日があったと、

そういう報告は参っております。また、石海

小学校のプレハブ教室等が35度ぐらいになる

日があったという報告も来ております。 

 次、３点目です。部活動の熱中症対策。 

 水分、それは少量の塩分を含んだ飲料水や

スポーツドリンクなどでございますが、この

水分補給を十分に行うこと、休憩を小まめに

とること、体調が悪い生徒がいないか、常に

注意すること、部活に限らず、規則正しい生

活を心がけることなどを、顧問や生徒自身に
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指導いたしております。 

 ４点目、扇風機の問題です。 

 これは相生市に聞かせていただきました。

相生市での工事単価は、おおむね１クラス４

台つけまして、ざっくりとした話で16万円と

いうことでございます。 

 そして、普通教室それから特別支援教室合

わせまして124クラスがございます。これは

小学校、中学校でございます。６小・中学校

で全部で124学級がございますので、124クラ

ス掛ける16万円ということで、室内４機取り

つけますと1,984万円になるということでご

ざいます。その程度の費用がかかるというこ

とでございまして、ただし、学校、園、施設

の整備につきましては、現在のところ耐震化

を最優先に取り組んでおります。その他の環

境改善になるわけですけども、今後の検討課

題であると考えております。 

 次、新たな熱中症対策としての冷却用クー

ルスカーフの関係でございます。水とシャワ

ーの関係でございます。 

 保健室には冷凍庫に冷やしたタオルやアイ

スノン、氷やスポーツドリンク等を常備し

て、体調不良の子供たちに備えております。

現在のところ児童・生徒が常時クールスカー

フをつけるということや、水とシャワーの設

置は考えておりません。ただし、猛暑によっ

て保護者から要望があれば、それはまた検討

させていただきます。 

 次、制服の衣がえの移行期間の関係でござ

います。 

 各学校、園ともに基準日は設けておりま

す。しかし、気候や個人の体調に合わせて、

２週間前後の幅を持たせております。ですか

ら、臨機に対応できるよう配慮いたしており

ます。 

 最後です。中学校の関係、登下校時や部活

動の行き帰りの強い日差し対策としての帽子

の着用の関係でございます。 

 自転車で登校している生徒はヘルメットの

着用を指導しておりますが、徒歩で通学する

生徒や徒歩での部活動の行き帰りの際に、部

活動で帽子を使用している部活の生徒は、そ

の帽子を着用し通っている例が多く見受けら

れます。帽子の着用は任意でございます。体

育大会の練習においても同様に任意でござい

ますが、熱中症対策や紫外線対策に有効であ

ると考えておりますので、これから暑くなる

季節を迎えることもありますので、保健だよ

り等も活用して情報発信に努めるよう指導し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 また何点かお伺いをいたし

ます。 

 学校、園では特に病院とかに運ばれる子供

がいなかって、保健室には何人かいたという

ことで、ちゃんと健康管理をしていただいて

おり安心をしております。この夏場の教室の

温度、湿度、これは記録するべきではないで

しょうか。今後、２年前にも言うたんですけ

ど、養護教諭また学級担任の先生が温度管理

をしているということがありましたけども、

ちゃんとはかる中で、文部科学省の学校環境

衛生基準、教室等は30度以下であることが望

ましいという話もありますから、そういうこ

とからして、しっかりとデータをとりなが

ら、まだ今の時期はそんなに暑くもなってま

せんけど、今後夏休み前、また夏休みの後、

かなり暑くなります。うちの孫も学校へ行っ

てますが、もう真っ赤っかな顔をして帰って

きますし、学校でも暑くて仕方がないと、こ

の時期でも。遊んでますから、かなり休み時

間も、ですからやっぱりちゃんと湿度、温

度、しっかりはかっていただくような体制も

とっていただきたいと思います。 

 気温が高くなくても湿度が高ければ熱中症

になる可能性が高いということで、よくご老

人とかも家の中で熱中症になるということも

ありますので、そういうことも気をつけてい

ただきたいということについての答弁と。 

 それと部活動につきましては、そういう飲

料水のほうで対策をしているということもあ

りますので、先生方がしっかりと注意してい
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ただいて、気分が悪い子供にはすぐに休憩す

るように、また衣服を緩めたりするように指

導をしていただきたいと思います。 

 扇風機の関係ですけども、先ほど124台と

いうのは、この太子町の全学級のことを言わ

れたんでしょうか、相生のことを言われたん

でしょうか。 

 太子町、私がざあっと去年のデータ、23年

５月１日現在で、クラスをちょっと計算して

みました。そしたら、幼・中・小合わせて

141クラス、これは特別教室も含みます、小

学校も中学校も。それで幼稚園はほとんどの

ところが据え置き型ですか、床に置いてるの

をつけておられますので、その141クラスか

ら幼稚園を引き、特別教室はクーラーのほう

がもう設置されているところがありますの

で、それを引きますと約107クラスほどで、

相生の場合は１クラスが16万円ぐらいかかっ

てると言われましたけども、これはかなり高

い扇風機をつけられていると思います、どん

なんかわかりませんけど。姫路は１万円から

３万円の幅で予算をとってますから、１万円

もかかってないんじゃないかということを姫

路のほうでもお聞きしました。 

 そういうことを考えると、４台仮につけた

としても、ざっと４万円掛ける107教室で

428万円、124クラスとしても約500万円で扇

風機がつけれるんではないかなという私の試

算です。 

 やはり今後は、姫路のほうでもそうですけ

ど、もう我慢の限界を過ぎているというよう

な形で、答弁をされた中でこの扇風機がつけ

られていた経緯があります。私も２年前に聞

いたときは、南風が入るから涼しいんだとい

うことも聞きましたけど、学校へ行きまして

もそんなに、熱風は入ってきます、暑いと

き。全然無風状態ではありませんけど、かな

り暑い風が入ってきますし、湿度が高ければ

本当にうちわというか、下敷きであおいだ

り、何がししながら子供たちは対応している

という状況を見まして、もう最低限、この扇

風機は取りつけていただきたいなと、そうい

う環境的にも整備をしていただきたいなとい

うことは、父兄の方からも聞いております。 

 今県立高校ではすべてクーラーが設置をさ

れております。小・中学校でも暑い都会のほ

うではつけているところがあります。この、

地球温暖化傾向のことを考えますと、クーラ

ー設置のほうがいいのかなというふうにも考

えます。相生のほうにも聞いてみました、私

も。扇風機が設置されるようになりましてか

ら、子供たちは運動場でよく遊ぶようになっ

た。それは教室に帰ってきたら扇風機を回し

てちょっと一息つけるからということで、教

育的にクーラーよりも扇風機でよかったとい

うことは相生のほうでは言われました。 

 これはクーラーにするといろいろ電気の節

電の関係とかありますが、県立高校ではリー

スでされたり、ガスでされたり、また夜間電

力を使って氷をつくりながら冷やすとか、ほ

んまに県は素早い対応でうらやましいなと思

う限りですけども、太子町の場合は、町で措

置をしなければいけませんので、今後しっか

りとその空調設備というんですか、扇風機に

するかクーラーにするか、そういうとこら辺

を導入とかを前提とした、実情調査をしてい

ただきたいんですけども、そういう実情調査

をしたことがあるのかということが一つと。 

 それと制服の衣がえにつきまして、目安が

あって、太田小学校の場合でしたら６月１日

基準で２週間前後をその移行期間にしている

ということでした。５月18日からは夏服対応

でもよろしいよと。小学校の場合はブレザー

があり、また半そで、長そでがあり、夏用の

そういうスカートとかズボンもありますの

で、さまざまその子に合った、その日の暑さ

によって着がえをしていけれるんですけど

も、私もびっくりしたのは中学校なんです。 

 ５月28日からがこの制服の移行期間でし

た。保護者の方に聞きましても、それまでに

制服を夏用にしてもいいっていうようなこと

は一切学校からはなかったと。５月の連休の

ころからかなり暑かったですよね。所によっ

てはもう５月１日からクールビズを始めら
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れ、また太子町の庁舎におきましても５月

14日からクールビズを始めました。 

 先生方においても、制服等はありませんか

らそれぞれ涼しい格好で授業は受けれますけ

ども、小学校はいろいろ対応できますけど、

中学校の詰め襟の学生服、それと女子の長そ

でのセーラー服、それも毛100％ですから、

こんな暑いもんを５月28日からの移行期間と

いうのは、どう考えてもおかしい。何で先生

のほうからとか、教育関係のほうからそうい

う声が上がらなかったのかって、私は不思議

で仕方ありませんでした。 

 かなり暑いのに、朝はまだ涼しいときもあ

りますからよかったですけども、帰りはあん

なに暑い中、しっかりと制服を着て帰ってき

ているまじめな子供がいたんです。これでは

もう体調が悪くなるでと言うて、学校の先生

に言えばって言うても、決まりやからそんな

ことはでけへんっていうふうに、しっかりと

決まりを守られてました。 

 私は保護者と話す中で、この移行期間、で

きるだけ緩和していただいて、５月に入って

そのときの気温とかを見ながら、男女ともに

体操服は長そで、半そであるわけです。男子

の場合は詰め襟の次がもう半そでシャツです

から、長そでのシャツがないんです。ですか

らちょうど詰め襟を脱いで長そでで、そうい

うのがありませんから、ずっと詰め襟を着な

がら５月28日の移行期間になったらやっと脱

いで半そでのカッターシャツになるんです。

ですから、ちょうど太子町の場合は合い服が

ありませんので、女子も男子も、ですから対

策としましては、移行期間は体操服、長そで

やったり半そでやったり、その子の体調、ま

たその日の温度に応じて、もともとの冬の制

服は脱いでもいいよっていうぐらいの器量の

大きさというんですか、常識的な判断をして

いただけないかなということで、今回このこ

とを質問させていただきました。 

 それについての答弁と、あと帽子につきま

しても、今任意でオーケーしているという話

がありました。当然テニス部とか野球部は帽

子がありますから、私はそれはそれで行き帰

りかぶるほうがいいと思うんです。ただ、帽

子自体が、体操帽自体がありませんので、買

ってもらうしかないんかな。それとも任意や

から家庭にある帽子をかぶっていいというふ

うにされているのかなって、今質問しながら

思ったんですけども。 

 去年、女子のお母さんから話を聞きまし

た。夏歩いていってると髪の毛の分け目のと

こが皮がむけるんですよって、それぐらいの

直射日光です。私たちも、何もなしでは外は

歩けません。やっぱり日傘を差したり帽子か

ぶったり、半そでやったらこういうふうに何

かカバーしながら大人は行くんですけども、

子供はもう頭、何にしてもそういうかぶる帽

子がないから、何でもええやろというような

指示をしとってないん違うかなと思います

よ。 

 任意でもいいって言うんやったら、その子

かぶっていってると思いますから。そこはし

っかりと任意で、例えば学校教育上のそうい

う教育活動の中ですから、白やったらええと

か、キャップやったらええとか、そういうふ

うなしっかりとした指示を出すべきではない

でしょうか。今はもうだれもかぶっていって

ないのが現状ではないでしょうか。それにつ

いてまた何点かお聞きしましたけれども、よ

ろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 井村議員、簡潔にお願

いします。 

 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 答弁いたします。 

 １番目のデータをきちんととったことがあ

るのかなということでございますけれども、

先ほど答弁したように、取ったものがないと

いうことでございます。ですから、議員ご指

摘のとおり、きちんとデータをとっておくべ

きだという意見に私も賛成でございます。そ

のように校園長会等で私のほうから通達を出

したいと思います。 

 あと部活動での指導の面ですけれども、こ

れにつきましては、顧問並びに生徒自身もそ
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うですが、そういった水分の十分なる補充を

とるように指導しておりますけれども、これ

も重ねて指導したいと思います。 

 あと扇風機の関係でございます。１万円幾

らでというのは、私はちょっとわからないん

ですが、相生市さんの場合は天井に備えつけ

の型のもので、やはりそういう工賃等も含め

たらそのようになるのかなと私は思います。 

 それで、今議員さんがおっしゃってたクラ

ス数のことでございますけれども、私も普通

クラスと特別支援学級含めまして124学級で

す、小学校と中学校合わせまして。ただし、

特別支援学級はもう既にクーラーがついてい

るところが十分ありますから、それ以外であ

るんですけども、とりあえず全クラス数が

124クラス、それに４機つけて16万円として

1,985万円と積算いたしております。ですか

ら、124クラスに４つずつ天井に扇風機をつ

けた場合はどうなのかということでございま

す。 

 さらに、各クラス単位の実態調査をしたこ

とがあるのかなということでございますが、

教育委員会の職員が出向いていってのという

ことはないんですけれども、やはり授業環境

を整えてあげるということは大切なことでご

ざいますから、そうした面での日常の授業に

おいて、各先生方、このクラスは暑いなとか

というておっしゃっておると思いますし、ま

た運動場のほうから暑い風が入ってくること

もあると思います。ただし、涼しい風も入っ

てくるわけですけれども、そういった面で扇

風機のことも考えてみるべきだと思うんです

が、相生市さんに聞いたんです、扇風機の効

果はどうですかと。ほんなら、扇風機はこう

回っているだけで部屋が涼しく、温度が下が

るということはまずないんです。だけど、子

供たちが体感で感じるのが、やはり気持ちの

上で涼しくなって、そういう面での効果はあ

ると思いますというふうに、相生市さんおっ

しゃってました。 

 それから、さらに４点目、制服の関係でご

ざいますが、東中のほうからも回答が来てい

る分で、個別のことなんですが、昼間は夏服

を着ている生徒もいますよという形で、多分

ブラウスとかカッターとか、そういった綿に

なっている生徒もいるということは、余り、

それはいけないよという、やかましく言って

いるものじゃなくて、そういったことをやっ

ぱり肝要に見ているものだと思います。 

 ただし、移行期間についての、もう少し早

目にできないだとか、詰め襟を脱いでカッタ

ーシャツだけでどうかとかというご提案は、

それはまた校園長会で相談しますし、また今

年間に合わなくても、今後のまた秋に向けて

の場合も同様でございますので、検討させて

いただきます。 

 それから、帽子につきましては、任意でオ

ーケーだと言ってますので、議員おっしゃる

ように、中学生らしいもの、白とかグレー、

そういった変な格好のものじゃない限りは、

私はいいと思いますので、これも校園長会で

校長さん方に相談させていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今答弁いただきました。今

後も地球温暖化等もあって、気温が上昇し続

けております。生徒たちが安心・安全な学校

生活ができるように対応をしていただきたい

と思います。 

 また、扇風機とかクーラーの関係では、ち

ょっと一度試算を、もう一度研究をしていた

だいて、つけれるのであればつける方向で考

えていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 最後となりましたが……。 

○議長（佐野芳彦） 井村議員、ちょっと待

ってくださいね。 

 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時50分） 

（再開 午後４時51分） 

○議長（佐野芳彦） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 間もなく定刻の５時が来ますが、会議規則

第９条第２項の規定によって会議時間を延長
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します。 

 井村淳子議員、引き続き一般質問をお願い

します。 

○井村淳子議員 ４点目といたしまして、町

長が就任されてから３期12年ということで、

総括をお聞きするつもりでありましたが、も

う先の議員でお答えをいただいております。 

 本当に今回不出馬ということでございま

す。少し早いですけれども、本当に３期12年

間、お疲れさまでございました。そしてま

た、公明党のさまざま提案してまいりました

が、いろいろと実現もしていただき、本当に

ありがとうございました。 

 また、任期満了まで２カ月余りありますけ

れども、しっかりと町政運営、皆さんを引っ

張っていただきたいと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田眞一でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 通告の様式には番号を忘れまして申しわけ

なかったんですけども、１、２と、２点につ

いて質問をさせていただきます。 

 まず１点目、梅雨や台風時期を迎え、危険

箇所の点検と今後の解消に向けた取り組みに

ついてお尋ねを申し上げます。 

 平成19年に町が作成しました太子町防災マ

ップは、自治会ごとに浸水やがけ崩れの危険

がある箇所について、そこに暮らす者から経

験や体験に基づき、現状を直接聞き取り調査

して、その結果を詳しく地図に示されており

ます。 

 例えば、宅地化が進む市街化区域のど真ん

中で、少し強い雨が降ると広い範囲にわたり

道路が20センチも30センチも冠水してしまう

浸水地域や、道路側溝や暗渠部分の排水が悪

いために水があふれ出る箇所、あるいは隣の

市の堰の影響で水が逆流して浸水する区域な

ど、規模も原因もさまざまですが、浸水する

箇所やがけ崩れの危険があるところなど、色

分けと文字によって状況を説明しておりま

す。これは、調査に協力された地元自治会の

方々の何とかしてほしいという思いが強くあ

らわれている結果だろうと思います。 

 その後もゲリラ的な大雨の頻度や、宅地開

発によって遊水地の役目をしていた田んぼが

減少するなど、年々その状況は厳しさを増し

ています。町はこの防災マップを作成し、配

布しただけで終わるのではなく、これから梅

雨や台風時期を迎え、マップで指摘している

危険箇所の総点検と監視活動を、継続して行

っていくべきだろうと思います、いかがでし

ょうか。 

 そして、同時にこれらの状況の根本的な解

消に向けて、雨水幹線の未整備部分の解消

や、もし計画を見直さなければならないとこ

ろがあるんならば、早く見直しを行い、雨水

排水対策に全力を向けて、一刻も早く取り組

むべきだというふうに考えますが、いかがで

ございましょうか。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） まず最初に、

平成21年の佐用町におけます集中豪雨など、

地球環境の変化に伴いまして雨水計画の見直

しを余儀なくされているところでございま

す。各自治会の調査によりまして作成いたし

ました防災マップ、これを参考にいたしまし

て、計画の見直しを行っているところでござ

います。 

 今後これをより一層、浸水状況を的確に把

握をいたしまして、事業化の緊急性を判断し

た上で、財政面も考慮しながら、順次改修に

向けて取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 町は、前回私、去年の６月

でしたか、この雨水対策についてお聞かせい

ただいたことがございます。そのとき、多分

現在の雨水幹線の整備計画に基づく整備の進

捗率は約55％ぐらいだろうというふうに、当
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時の部長さんからお答えいただいたと思うん

ですけれども、この雨水幹線の整備計画とい

うのは、町民に広く周知されているんでしょ

うか。そして、幹線整備は普通下からされて

いくものだろうというふうに、私素人は考え

るんですけれども、どの部分がまだ未整備な

んでしょうか、その変をちょっとお聞かせ願

えればありがたいです。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 先ほど議員さ

んおっしゃられましたとおり、排水区域の面

積の約50％が整備済みでございますが、その

他の区域につきましては、やはり未整備地区

においては市街化の中の、どうしても工事に

困難を要している場所、特にこのあたりが非

常に多く残ってございます。 

 この既設の排水路の整備のほかに、その他

の整備手法を含めまして、この雨水計画の見

直しを、今後精査した上でこの事業の再評

価、またこれ都市計画決定の変更というもの

も当然必要になってまいりますので、後々計

画のほう、明らかにしたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 地元のほうでは、本当に困

っておられる地域がございます。どうぞ、一

刻も早い見直しと、また未整備等の地区は整

備していただきたいというふうに思います。

お願いをいたしまして、この分については終

わらせていただきます。 

 次、２点目。 

 指定避難場所として町が定める施設は、地

震災害に機能するんだろうかという疑問があ

ります。避難所の安全性についてお尋ねをい

たします。 

 東日本大震災の復旧がまだまだ進まない

中、東南海・南海地震も危惧され、ましてや

その連動型地震であれば規模も範囲もさらに

大きく、おまけに山崎断層も刺激するんでは

ないかというふうなことを言われる人がおら

れます。 

 そんな中で、当町が避難場所として指定す

る施設は、学校を初めとする重立った公共施

設、先ほど総務部長の答弁で23施設というふ

うにおっしゃっておりましたが、施設があり

ます。今年度耐震化工事を終える学校関係を

除き、その他の施設は予想される揺れに対し

て耐えられるのか、避難場所として機能する

のか、甚だ疑問があるところであります。 

 もし明らかに機能しないと判断される施設

があるなら、対策が完了するまで指定避難場

所から外しておくのが賢明ではないかという

ふうに考えます、いかがでしょうか。 

 たまたまその施設が運よく本震に耐えたと

して、もしその後住民がそこに避難した後、

余震などによって二次災害に遭う可能性が大

きいと考えられます。 

 また、ふだんの使用についても地震発生時

の崩壊などに不安があります。早急に耐震化

計画の作成を進め、対策を急ぐべきだと思い

ますが、いかがでしょうか、お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 私のほうから

は避難施設の耐震化についてご答弁申し上げ

ます。 

 災害時には学校や公民館など、公共施設は

避難場所等として活用され、また応急活動の

拠点としても活用されます。 

 このため、平常時の利用者の安全確保だけ

ではなく、災害時の拠点施設としての機能確

保の観点からも、公共建築物の耐震性確保が

求められているとの認識のもとで耐震化の促

進に現在も取り組んでおります。 

 本町では、平成20年３月に太子町耐震改修

促進計画を策定いたしまして、平成27年度末

での耐震化の目標を、県に準じて92％とし

て、計画的かつ重点的な耐震化の促進に取り

組んでおります。 

 先ほどの答弁と重複いたしますが、現在は

その整備計画に基づきまして重要度の高い特

定建築物から順次耐震改修を実施しておりま

して、小・中学校など、義務教育施設に関し

ましては、今年度で完了する予定でございま
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す。これによりまして、一定の安全性の確保

と地震災害時の地区拠点施設は最低限の確保

はできたものと考えております。 

 今後は、中央公民館、町民体育館、また特

定建築物には該当していなくても、不特定多

数の方々が利用され、避難所として指定して

おります地区公民館や幼稚園等につきまして

も、施設改修計画の中で順次耐震化を進めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 避難所につきまし

ては、町内の公共施設を23カ所指定いたして

おりますが、地震災害時には速やかに施設管

理者等が施設の安全を確認した後に開設いた

します。余震等により二次災害の危険性があ

る場合には、避難所として開設を行わないと

しております。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 東北での地震等のテレビ映

像等を見ておりますと、体育館等に避難され

た方々が、強い余震で非常に不安にされてる

姿が映ります。当町におきましても、町民体

育館等、大きな体育館施設が避難場所に指定

されております。そういうことも考えます

と、本当に、せっかくそこに避難して災害に

遭うというようなことがありますと目も当て

られない。泣くにも泣けない状況であります

ので、その辺を十分に慎重な判断をされまし

て、もし今部長が答えられたように、避難所

として使われるんであれば、慎重にも慎重を

期した開設をお願いしたいというふうに思い

ます。その辺、再度、もう一度答弁をお願い

できますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この避難場所等々の問

題でございますが、先ほど森田議員さんのほ

うのご質問では、震災関係の避難所という質

問であろうと、このように思いますが、私は

町民体育館、それから中央公民館、その２つ

の施設は、震災、地震の場合は開設できない

というふうに当初から判断します。その２カ

所へ避難をするようになっている地域の皆さ

んは、他の場所に避難していただくというよ

うな手はずを整えていかなければいけない

と、このように考えております。 

 しかし、水害また台風等の耐えられる災害

については可能であろうと、このように思っ

ております。そこらはしっかりとした対応を

していかなければいけないと考えるところで

ございますが、先般の佐用町さんでも裁判の

ほうにまで今進んでおります。これが本当に

町の首長、また消防関係とだけで対応するん

じゃなくして、地域の自治会長さんなり、そ

うした方も一緒になって開設できるかどう

か、そこらも判断していかなければ大きな問

題に発展するんではないかと、このように考

えます。 

 そうした意味において、即対応しないとい

けない部分と、またそうして協議してお互い

が納得して開設するというような二手の策で

やっていかなければいけないなと、このよう

に考えております。また今後ともご協力、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ありがとうございます。 

 ぜひそのようにお願いしたいと思います。

慎重にも慎重を期して、皆さんの意見を取り

入れて判断をお願いしておきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で森田眞一議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第２号 公的年金の改悪 

      に反対する意見書提出を求める 

      請願 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、請願第２号

公的年金の改悪に反対する意見書提出を求め

る請願を議題とします。 

 ただいま上程中の請願第２号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付い

たしました請願付託表のとおり福祉文教常任
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委員会に審査を付託します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 請願第３号 ３０人以下学級 

       実現、義務教育費国庫負担制 

       度拡充に係る意見書の採択要 

       請について 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、請願第３号

30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度

拡充に係る意見書の採択要請についてを議題

とします。 

 ただいま上程中の請願第３号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付い

たしました請願付託表のとおり福祉文教常任

委員会に審査を付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月６日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

（散会 午後５時08分） 

 

 


